
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GHG プロトコル 

土地セクター・除去基準  
第 1.0 版：農業および CO2 除去技術 

GHG プロトコル「コーポレート基準」および「スコープ 3 基準」補足資料 

「土地セクター・除去基準」および「土地セクター・除去ガイダンス」（第 1.0 版）の範囲 

本基準および「ガイダンス」（第 1.0 版）は、農業および CO2 除去技術に適用され、林業には適用

されない。本基準の今後の改定版では林業が盛り込まれる可能性がある。 

本資料は、GHG Protocol による 原題 「Land 

Sector and Removals Standard」 (Version 

1.0: Agriculture and CO2 removal 

technologies) (Supplement to the GHG 

Protocol Corporate Standard and Scope 3 

Standard) を仮訳したものです。 

⽇本語版と英語版で内容に相違が生じている場合に

は、英語版の内容が優先します。 
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第 1 章 

はじめに 

本章では、「土地セクター・除去基準」の背景と概要について説明し、本基準の対象者や利用方法についての情報も併せて提

供する。 

世界の科学的合意として、地球の平均気温上昇を産業革命前と比べて 1.5°C（最低でも 2°C）以内に抑えるためには、温室効果ガス（GHG）排出量

を削減し、大気中から二酸化炭素（CO2）を除去しなければならないということは明確である。 

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）は、危険なレベルの気候変動を回避するための道筋を示しており、あらゆるセクターで大幅かつ迅速な排出量削

減が求められる。世界的に、農林業、およびその他の土地利用セクター（略称して「土地セクター」）は、年間の人為的 GHG ネット排出量の約 22％を発

生させている1。自然要因と人為的要因の組み合わせにより、世界の土地吸収源は現在、全セクターにわたる年間の人為的 CO2 ネット排出量の約 30％を

除去している2。1.5°C の道筋では、21 世紀を通じてさらに 1000 億トンから 1 兆トン規模の CO2 除去が必要となる3。土地セクターの緩和策と新たな CO2 

除去技術のいずれもが、大気中の GHG 蓄積を削減・阻止し、最終的に反転させる上で重要な役割を果たす4。 

1.1 温室効果ガス（GHG）プロトコルについて 

温室効果ガスプロトコル（GHG プロトコル）は、世界資源研究所（WRI）と持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD）が主導する、企

業、非政府組織（NGO）、政府、その他複数のステークホルダーによるパートナーシップである。1998 年に設立された GHG プロトコルの使命は、国際的に

受け入れられる GHG 算定・報告基準、ガイダンス、ツールを策定し、世界規模のネットゼロ排出経済の実現に向けてそれらの導入を促進することである。

GHG プロトコルは、自主的および義務的な GHG プログラムへの参加を促進する算定・報告基準であり、企業およびプログラム自らの責任において使用され

る。 

1.2 「土地セクター・除去基準」、「土地セクター・除去ガイダンス」、および「エ

グゼクティブサマリー」について 

 

表 1.1 各文書のユースケース比較表 

エグゼクティブサマリー 土地セクター・除去基準  土地セクター・除去ガイダンス 

技術的知識を持たないユーザー向け

に、本基準および「ガイダンス」の内容

と構成の全体像を提示する。 

土地セクターにおける人為的活動を反映する GHG 排

出量、CO2 除去量、その他の関連指標、ならびにその他

の CO2 除去技術について算定、報告、追跡するための

要件と推奨事項を定める。 

本基準の要件と推奨事項の実施に関する主要なガイ

ダンス、ならびに事例、ケーススタディ、計算ガイダンスを

提供することで、本基準を補足する。 
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本基準は、あらゆるセクターにおけるコーポレート GHG インベントリ作成の基盤となる GHG プロトコル「コーポレート算定・報告基準（改定版）」（以下「コー

ポレート基準」という）および「コーポレートバリューチェーン（スコープ 3）算定・報告基準」（以下「スコープ 3 基準」という）に基づき、かつこれらを補足するも

のである。 

本基準は、土地セクター特有の要件とガイダンスを提供し、「コーポレート基準」および「スコープ 3 基準」と組み合わせて使用されるべきである。本基準は、

「製品ライフサイクル算定・報告基準」（以下「製品基準」という）とも併用可能であり、「プロジェクト算定用 GHG プロトコル」（以下「プロジェクトプロトコ

ル」という）に関連する要素を含み、これと整合している。本基準は、「農業ガイダンス」などに含まれる GHG プロトコルの従来の土地セクター・除去特有の要

件とガイダンスに優先する。 

「土地セクター・除去基準」は、2020 年から 2025 年にかけて実施された国際的なマルチステークホルダー・ガバナンスプロセスを通じて策定された。本基準

は、GHG プロトコルの独立基準委員会、諮問委員会、技術作業部会、パイロットテスト実施企業とその支援パートナー、および一般レビュー者の指導のも

と、世界中の数百社に及ぶ企業、NGO、科学者、その他の専門家による自主的な関与と協働の結果として生まれたものである。これらのステークホルダーを

駆り立てたのは、1 つの共通認識であった。すなわち、これまで企業の GHG インベントリにおいて過少報告または除外されてきた土地における、人間の活動に

起因する土地に関わる排出量、CO2 除去量、およびその他の気候への影響を算定するための明確かつ標準化された枠組みの必要性である。 

「コーポレート基準」および「スコープ 3 基準」に続き、「土地セクター・除去基準」の主な焦点は、年間ベースでの事業体レベルにおける GHG インベントリの算

定であり、これにより「製品基準」との差異が明確化される。本基準は、企業の年間 GHG インベントリの正確性、完全性、一貫性、妥当性、透明性、永

続性、および保守性を確保する目的で設計されている。 

本基準は、報告企業がスコープ 1 インベントリの一部として生産する製品、またはスコープ 3 インベントリの一部として購入もしくは販売する製品から生じる土

地に関わる排出量、除去量、その他の指標の算定方法に関する要件と推奨事項を定めるものである。本基準の要件と推奨事項は、「製品基準」に従って

作成される、除去を伴う土地セクター製品および製品のライフサイクルインベントリにも適用される。 

本基準は、プロジェクトの算定、GHG クレジットの認証、または GHG クレジットの検証に関する要件やガイダンスを提供するものではない（詳細については

「プロジェクトプロトコル」を参照）。ただし、意思決定の判断材料とするためのアクションの影響評価、および GHG クレジットとの二重計上回避に関する要

件ついては解説する。 

1.3 本基準の構成 

「土地セクター・除去基準」および「土地セクター・除去ガイダンス」はいずれも、土地セクター活動と除去の両方またはそのいずれかについての情報を含む 

GHG インベントリを策定する際に企業が従うべき 4 つの主要なパートで構成されている（図 1.1）。 

 パート 1：ビジネス目標とインベントリ設計の定義では、本基準の原則に関連する中核要件の規定、企業が本基準を適用すべき理由の考察、企業の

インベントリ境界の設定、および企業のトレーサビリティのレベルとデータ・方法の枠組みに基づく空間境界の決定を行う。 

 パート 2：GHG インベントリの集計では、土地セクターおよび CO2 除去活動に関する完全な GHG インベントリを集計するために使用される、算定・報

告の枠組みを示す。 

 パート 2.1：すべての土地セクター企業に対する要件では、土地利用変化関連指標、土地管理による排出量、生物由来製品の排出量を含

む、すべての土地セクター企業に適用される GHG 排出量および関連指標の算定・報告要件を示す。 

 パート 2.2：CO2 除去量の報告を選択している企業に対する要件では、土地管理による CO2 ネット除去量、技術的除去量、および地中貯留

による CO2 回収量の報告を選択している企業に対する要件を示す。このパートは、ビジネス目標に関連する場合にのみ適用される（ビジネス目標

の事例については第 2 章を参照）。 

 パート 2.3：製品の炭素貯留量の報告を選択している企業に対する要件では、農業および技術的二酸化炭素除去（TCDR）ベース製品の炭

素貯留量の報告を選択している企業に対する要件を示す（このパートは、ビジネス目標に関連する場合にのみ適用される）。 

 パート 3：GHG インベントリに基づくアクションでは、企業によるアクションの評価、目標設定、進捗の追跡、および目標設定時における GHG クレジット

との二重計上回避のためのガイドラインを示す。これらのガイドラインは、企業のビジネス目標に関連する場合に適用される。 
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 パート 4：保証の取得と GHG インベントリの報告では、第三者保証の取得方法および GHG インベントリの開示について説明する。 

これら 4 つのパートは、それぞれ固有の算定カテゴリまたはトピックを扱う 20 の章で構成されている（図 1.1）。各章では、該当する算定カテゴリまたはトピッ

クに関する要件に加え、推奨事項および任意事項を提示している。本基準には合計 32 の要件が盛り込まれている。すべての要件がすべての企業に関連す

るわけではなく、これは企業のビジネス目標やインベントリ境界によって異なる。要件、推奨事項、任意事項の違いは以下の通りである。 

要件 - GHG プロトコル基準およびガイダンスを満たすためにユーザーが遵守しなければならない文言。「しなければならない（shall）」（否定文では「してはな

らない（shall not）」）という表現で記述される。各章のセクション [X].2.1 には算定要件が記載されている。各算定要件は（下記「章固有の事例」を除

いて）通し番号が付けられ、ピンク色で表示される。各章のセクション [X].2.2 には報告要件（通し番号なし）が記載されている。場合によっては、要件の

下に追加情報が記載されており、以下のようにラベル付けされている。 

 特定のケースとは、特定の業界において、特定の状況下で本基準への準拠が求められる、主要な要件の事例を指す。特定のケースは、主要な要件の番

号の後に連続した十進数を付して番号付けされる（例：要件 10.1、要件 10.2）。 

 主要な要件の章固有の事例とは、特定の算定カテゴリまたはトピックに適用される主要な要件の事例を指す。これらの事例は、主要な要件の番号の後

に、十進数と、関連する算定サブカテゴリまたはトピックのアルファベット略称を付して番号付けされる。例えば、 

 第 12 章の主な除去トレーサビリティ要件（例：要件 20）には、第 13 章および第 14 章に示される算定サブカテゴリ別の固有の事例（例：

要件 20.LMR および要件 20.GS）が存在する。 

企業向け推奨事項 - ユーザーが実施することが推奨されるベストプラクティスのアプローチや方法を示す文言であり、GHG プロトコル基準およびガイダンスを満

たす必要はない。これらは「すべきである（should）」という表現で記述される。企業向け推奨事項は青色で表示される。 

GHG プログラム管理者および規制当局向け推奨事項 - GHG プロトコル基準およびガイダンスを用いて、土地に関わる排出量、除去量、その他の関連指

標について事業体レベルのインベントリ算定・報告を行う際に、GHG プログラム、規制当局、政策立案者が採用することが推奨されるが必須ではないベスト

プラクティス・アプローチを示す文言。これらは「すべきである（should）」（否定文では「すべきではない（should not）」）という表現で記述される。GHG 

プログラム管理者および規制当局向け推奨事項は、オレンジ色のテキストボックス内に記載されている。 

任意事項 - ユーザーが GHG プロトコル基準およびガイダンスを満たすために許容されるアプローチや方法を示す文言。これらは「しても差し支えない（may）」

（否定文では「することはできない（may not）」）という表現で記述される。任意事項は紫色で表示される。 

 

図 1.1 「土地セクター・除去基準」および「土地セクター・除去ガイダンス」の構成 

パート 章 

 第 1 章：はじめに 

パート 1：ビジネス目標とインベントリ設計の定義 第 2 章：ビジネス目標 

第 3 章：GHG 算定・報告原則 

第 4 章：インベントリ境界の設定 

第 5 章：空間境界とトレーサビリティ 

第 6 章：データおよび方法 

パート 2：GHG 

インベントリの集

計 

パート 2.1：すべて

の土地セクター企

業に対する要件 

土地利用変化に関連する

指標 

第 7 章：土地利用変化による排出量 

第 8 章：土地利用およびリーケージ 

農地管理による排出量 第 9 章：土地管理による生物由来 CO2 ネット排出量 

第 10 章：土地管理生産活動による排出量 
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生物由来製品および 

TCDR ベース製品の排出量 

第 11 章：生物由来製品および TCDR ベース製品の排出量 

パート 2.2：CO2 除去量の報告を選択している

企業に対する要件 

第 12 章：CO2 除去量の算定 

第 13 章：土地管理による CO2 除去量 

第 14 章：地中貯留による CO2 除去量および CO2 回収量 

パート 2.3：製品の炭素貯留量の報告を選択

している企業に対する要件 

第 15 章：製品の炭素貯留量 

パート 3：GHG インベントリに基づくアクション 第 16 章：アクションの影響評価 

第 17 章：目標設定と進捗の追跡 

第 18 章：クレジット化された排出削減量と除去量の算定 

パート 4：保証の取得と GHG インベントリの報告 第 19 章：保証 

第 20 章：報告 

適用性 

■ 該当するすべての企業に必須 

■ 土地セクターの企業に必須 

■ 任意。企業が該当カテゴリの報告を選択している場合、要件を含む 

■ 任意。ビジネス目標に該当する場合、要件を含む 
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1.4 適用性と対象者 

本基準は、要件 1 に規定される基準を満たす事業体（すなわち、企業やその他の組織）に適用される。表 1.2 は、これらの基準を満たす可能性のある事

業体の事例を示す。 

 

要件 1： 

「土地セクター・除去基準」および「土地セクター・除去ガイダンス」の適用性 

温室効果ガスプロトコルに準拠した企業レベルまたは組織レベルの GHG インベントリを報告する企業5は、自社の事業活動またはバリューチェーンにおいて

有意な6土地セクター活動を行う場合や、当該年に地中貯留による CO2 除去量または CO2 回収量を算定・報告することを選択している場合、あるいは

過年度にこれを行ったことがある場合には、「土地セクター・除去基準」および「土地セクター・除去ガイダンス」に従う必要がある。 

事業活動またはバリューチェーンにおいて土地セクター活動を行う企業が、「土地セクター・除去基準」および「土地セクター・除去ガイダンス」に準拠せず、ま

たそれらに従って報告を行わない場合、当該活動が有意でない理由を開示し、その正当性を説明しなければならない。 

 

表 1.2 「土地セクター・除去基準」（第 1.0 版）の対象者 

セクター 該当する章 対象となる企業の事例 

農業およびその他の

土地ベースのセクター 

1～20 • 広大な土地を所有または管理する企業（例：農業生産者、土地開発業者） 

• 食料、繊維、飼料、バイオエネルギー、その他の農産物を大量に購入、消費、加工、販売する企業（例：

食品・飲料メーカー、消費財メーカー、バイオエネルギー生産者および消費者、バイオマテリアル生産者および

消費者、小売業者、外食企業） 

• 農業生産者に大量の製品を供給する企業 

• バイオマスや土壌に貯留される炭素を増加させるために広大な土地を管理する企業 

地中貯留による技術

的 CO2 除去および 

CO2 回収 

1～6、11、12、 

14～20 

• 技術的 CO2 除去事業を所有または管理する企業 

• 技術的に除去した CO2 を貯留する製品を購入、消費、加工、販売する企業 

• 地中貯留層に、回収した化石由来 CO2、回収した生物由来 CO2、または技術的に除去した CO2 を貯留

する企業 

本基準（第 1.0 版）は、林業および非生産的な土地利用には適用されない（詳細についてはボックス 1.1 を参照）。 
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ボックス 1.1 「土地セクター・除去基準」および「土地セクター・除去ガイダンス」（第 1.0 版）の範囲 

本基準および「ガイダンス」（第 1.0 版）は、農業および CO2 除去技術に適用され、林業には適用されない。これは、森林を所有もしくは管理す

る企業、または林産物のバリューチェーンに属する企業に対する、主要な要件を提供していないためである。GHG プロトコルの独立基準委員会で

は、コーポレート GHG インベントリにおける森林炭素の算定について決定に至らなかった。代わりに、森林セクターにおける企業活動に起因する人

為的 CO2 排出量および除去量を算定すべく、さらなる方法論の開発が必要であることが認識された。人為的 CO2 排出量および除去量を分離

する問題は、森林または森林以外の土地利用を包含し得る、近接・隣接する非生産的な土地での管理活動にも当てはまる。したがって、本基

準の要件 7 は現時点で実施できない。 

本基準（第 1.0 版）は林業には適用されないが、生産的な農地（例：アグロフォレストリーシステムやシルボパスチャー（林間放牧）システム）

におけるバイオマス炭素ストック変動量、自然林からプランテーション森林への転用に伴う土地利用変化による排出量、および森林での活動に起

因する土地管理生産活動による排出量を算定・報告するための要件を定めている。 

本基準および「ガイダンス」の今後の改定版では、森林および非生産的な土地に関する主要な要件が盛り込まれる可能性がある。森林炭素算

定および関連トピックに対する将来的なアプローチについての情報を提供し、森林セクターにおける企業の GHG 算定手法の進歩を促すため、

GHG プロトコルは、2026 年に森林炭素算定についての情報提供要請を公表する予定である。 

後注 

1 IPCC 2023。 

2 IPCC 2022。 

3 IPCC 2018。 

4 IPCC 2019b。 

5 本基準および「ガイダンス」において、「企業」という語は、GHG インベントリを作成する事業体（企業その他の組織）の簡潔表現として用いられて

いる。 

6 GHG プロトコルは、「有意」除外しきい値を構成する要素について、具体的な推奨事項を定めていない。ただし、一部の GHG プログラムでは数値的

な有意除外しきい値を規定している（例：SBTi は、企業の森林・土地・農業（FLAG）関連排出量がスコープ 1、2、3 の総排出量の 20％以上

を占める場合、FLAG 目標の設定を義務付けている）。 

 



土地セクター・除去基準    11 

  

パート 1 

ビジネス目標とインベントリ設計の

定義 
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第 2 章 

ビジネス目標 

本章では、企業が自社の GHG インベントリにおいて土地セクター活動および CO2 除去量を算定・報告する際に検討可能な

目標を定義する。 

2.1 概要 

土地セクター活動および CO2 除去技術を盛り込んだ GHG インベントリを、算定・報告原則（第 3 章）に従って作成することは、複数のビジネス目標（表 

2.1）の達成に寄与し得る。インベントリ集計前にビジネス目標を設定することで、本基準の効果的な活用方法（例：CO2 除去量増加が企業戦略の一

部である場合、パート 2.2 が適用可能）を判断する助けとなる。特定の目標達成には、本基準との整合性に加え、他のプログラムと規制の両方またはその

いずれかとの整合性が必要となる場合がある（例：企業が GHG 目標を設定する場合、対応するプログラムのガイドラインに従うべき）。プログラム管理者

や規制当局も、本基準を自らの GHG 算定・報告規則策定の参考とすることができる。 

本基準が複数の目標達成にどのように貢献できるかについての詳細は、「ガイダンス」（第 2 章）を参照のこと。 

2.2 推奨事項とガイダンス 

ビジネス目標の特定 

企業は、土地セクター活動および CO2 除去量の算定・報告を通じてどのようなビジネス目標の達成を目指すかを検討し、それらの目標達成に関連する

本基準のセクションを特定すべきである。 

 

表 2.1 ビジネス目標の事例 

企業の排出量に関連す

るリスクと機会を特定・

把握する 

土地の利用は森林破壊や土壌劣化などを引き起こす可能性があることから、土地セクター活動は財務リスク、規

制リスク、レピュテーショナルリスクなどのビジネスリスク懸念を助長しかねない。GHG インベントリ算定によって土地セ

クター活動への関心を高めることは、利用している土地の回復や管理改善といった緩和機会を特定するのに役立

つ。 

GHG 目標を設定し、

実績を追跡する 

消費者、投資家、ステークホルダーからの圧力を背景に、挑戦的な GHG 目標を立て、それを達成することが企業に

は求められている。本基準は、土地ベースの排出量の削減および CO2 除去量の増加に向けた目標の設定、なら

びに年次 GHG インベントリを通じたこれらの目標達成への進捗の追跡を助けるものである。 

排出量を削減し、除去量を 

増やすための戦略に有用な 

情報を提供する 

本基準は、土地セクターと炭素除去の影響の検討を通じて、バリューチェーン全体の排出量を削減し、除去量を増

やすための効果的な緩和策の設計と実行を助けるものである。 

透明性とステークホルダーへの情

報提供を強化する コーポレート GHG 排出量およびその削減目標について、透明性と信頼性を求める投資家、顧客、非政府組織、そ

の他ステークホルダーの声はますます高まっている。このガイダンスによって、企業の土地セクターおよび除去活動に関

連する気候リスクの透明性と信頼性とを確保した開示が可能になる。 
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第 3 章 

GHG 算定・報告原則 

本章では、本基準に従った GHG インベントリの作成のために必須および推奨される GHG 算定・報告原則の定義を示す。

GHG 算定とは、合意済みのプロトコルに基づく標準化された方法を用いて、GHG の排出量、除去量、およびその他の関連指

標を測定、定量化、監視することを指す。GHG 報告とは、データを社内の経営陣や、規制当局、株主、一般市民、特定のス

テークホルダーグループなどの外部ユーザーに提示することを指す。 

3.1 概要 

原則とは、GHG 算定・報告の基盤および指針となるものであり、報告されるインベントリが、企業の GHG 排出量および CO2 除去量について、誠実かつ真

正で公正な算定結果を表すことを保証するものである。妥当性、完全性、一貫性、透明性、正確性の原則は、GHG プロトコル「コーポレート基準」および

「スコープ 3 基準」の基盤を成すものであり、また「土地セクター・除去基準」および「土地セクター・除去ガイダンス」の指針にもなっている。保守性と永続性の

原則は、企業の GHG インベントリにおける除去量の算定・報告の指針を示す。比較可能性の原則は、ビジネス目標に関連する場合に推奨される。 

クレジット化された GHG 排出削減量または除去量の算定に特化した原則は、インベントリ算定原則とは別個のものであり、第 18 章に規定されている。 

3.2 要件 

要件 2： 

必須の GHG 算定・報告原則 

企業は、土地セクター活動と除去量の両方またはそのいずれかを

含む GHG インベントリを作成するにあたり、妥当性、完全性、一

貫性、透明性、正確性の原則に従う必要がある。企業は、除去

量の算定・報告においても、保守性と永続性の原則に従う必要

がある。 
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表 3.1 原則の定義と適用性 

原則 定義 適用性 

妥当性 GHG インベントリが、企業の GHG 排出量、除去量（該当する場合）、その他の指標を適

切に反映し、社内外のユーザーの意思決定ニーズを確実に満たすようにする。 

排出量、除去量、その

他の指標の算定に必

須。 

完全性 インベントリ境界内の発生源、吸収源、活動に由来するすべての GHG 排出量、除去量（該

当する場合）、その他の指標を算定・報告する。個別の除外分がある場合は開示し、その正

当な理由を説明する。 

一貫性 GHG 排出量、除去量（該当する場合）、その他の指標の実績を意味ある形で経時的に追

跡するため、一貫した方法論を用いる。データ、インベントリ境界、方法、その他時系列の関連

要素に変更を加えた場合は明確に文書化する。 

透明性 関連するすべての問題を、明確な監査証跡に基づき、事実に則した筋の通った形で取り上げ

る。関連する仮定がある場合は明らかにし、用いた算定・計算方法論とデータソースについて適

切に言及する。 

正確性 GHG 排出量、除去量（該当する場合）、その他の指標は、実際の排出量、除去量（該

当する場合）、その他の指標を過大、過小評価することなく、現実的に可能な範囲で不確

実性を抑えながら体系的に定量化する。報告した情報の完全性および信頼性について妥当

な保証を行うことによって、ユーザーの意思決定に足る正確性を確保する。 

保守性 不確実性が高く、正確な推定が困難な場合には、保守的な仮定、値、手順を用いる。保守

的な値または仮定とは、GHG 排出量やその他の関連指標は高めに、除去量は低めに見積も

ることを意味する。 

除去量の算定に必

須。 

永続性a 報告した除去量および CO2 回収量について継続中の貯留をモニタリングし、反転量を算定

し、関連する炭素プールからの排出量を報告するための仕組みを整える。 

比較可能性 報告した GHG インベントリが複数企業間、および各企業内部で比較可能となるように、共通

の方法論、データソース、仮定、報告様式を用いる。 

排出量、除去量、その

他の指標の算定（関

連する場合）に推奨さ

れる。 

注：a. GHG インベントリ算定・報告における永続性の原則は、GHG クレジットにおける永続性の原則とは異なる。詳細については、「ガイダンス」の第 18 章

を参照のこと。 

3.3 推奨事項 

比較可能性の原則 

企業は、関連する場合は比較可能性の原則に従うべきである。 



土地セクター・除去基準    15 

第 4 章 

インベントリ境界の設定 

本章では、組織境界の設定と運営境界の設定を含む GHG インベントリ境界の設定について要件とガイダンスを示す。また、

土地セクターおよび除去活動の必須および任意の算定カテゴリを定義する。 

4.1 概要 

土地セクター企業および CO2 除去量を報告する企業は、インベントリ境界を設定し、すべての化石燃料・産業由来の排出量を算定するために、既存の 

GHG プロトコル基準に準拠することが求められる（要件 3）。 

企業は GHG インベントリを、自社のインベントリ境界内で発生した活動から生じる気候への明確な影響を表す算定カテゴリに分類する。 

インベントリ境界は、以下の構成要素に基づいて定義される。 

 組織境界：企業が所有または管理する事業活動、土地、その他の資産を決定する。 

 運営境界：報告対象となる排出量、除去量、その他の指標のスコープ（スコープ 1、スコープ 2、スコープ 3）を決定する。 

 算定カテゴリ：企業の活動が気候に与える固有の影響を表す（詳細については表 4.1 を参照）。 

表 4.1 インベントリ境界内の算定カテゴリの説明 

算定カテゴリ 説明 例 

物理的な GHG インベントリ 

化石燃料・産業由来

の排出量 

土地以外の排出源（定常燃焼排出、移動燃焼排出、漏洩排出、プロセス排出を含

む）から大気中への GHG の放出を表す算定カテゴリ。 

化石燃料の燃焼による GHG 排出量

a。 

土地に関わる排出量 土地および生物由来製品から大気中への GHG の放出を表す土地セクターの算定カテゴ

リ。以下のサブカテゴリが含まれる。 

• 土地利用変化による排出量 

• 土地管理による生物由来 CO2 ネット排出量 

• 土地管理生産活動による排出量 

• 生物由来製品の排出量b 

農業生産のための土地開墾による 

GHG 排出量、家畜糞尿管理による 

GHG 排出量、化石燃料の燃焼による 

GHG 排出量C。 

除去量 非大気プール内に貯留するために大気中から移動させた CO2 のネット移動量を表す、土

地セクター・技術的除去量の算定カテゴリ。このカテゴリには以下の算定サブカテゴリが含

まれる。 

• 土地管理による CO2 除去量 

• 地中貯留による生物由来 CO2 回収量 

• 地中貯留による技術的 CO2 除去量 

土壌有機炭素の増加による土地炭素

ストックのネット増加量または CO2 ネッ

ト除去量、DAC（ダイレクト・エア・キャ

プチャ）施設によって除去され地中貯

留層に貯留された CO2 量。 
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算定カテゴリ 説明 例 

追加の算定カテゴリ 

土地利用 企業が製品の生産または調達のために占有する農地の面積を表す土地セクターの算定カ

テゴリ。この算定カテゴリには以下の算定サブカテゴリが含まれる。 

• 土地占有量 

• 土地利用の炭素機会費用 

企業が調達する大豆の生産に

必要な土地面積、農業の生

産用途に利用されている土地

の植物や土壌から失われた炭

素量の総和が元の炭素ストッ

クに対して占める割合。 

土地炭素リーケージ 企業のアクションにより、当該企業の事業活動やバリューチェーン内の土地以外の地域への

食料や飼料生産の強制移動が発生した結果、農業の拡大や土地利用の変化が生じるこ

とで発生する特定の種類のリーケージを表す、土地セクターの算定カテゴリ。こうしたリーケー

ジは、農産物への需要増加と世界全体の土地面積が限られていることによって引き起こさ

れている。 

食料・飼料以外の用途への作

物の転用に伴う農業拡大によ

る GHG インパクト。 

総排出量 以下の総和： 

• 化石燃料・産業由来の排出量 

• 土地利用変化による排出量 

• 土地管理による生物由来 CO2 ネット排出量 

• 土地管理生産活動による排出量 

• 生物由来製品の CH4・N2O 排出量 

• CO2 除去量（関連する場合） 

• 土地炭素リーケージ 

CO2 グロスフラックス

（CO₂の総排出・総

吸収量（相殺

前）） 

CO2 またはその構成元素である炭素が、1 つの炭素プールから別の炭素プールへ一方向に

移動した量の総和を表す、土地セクター・技術的除去量の算定カテゴリ。 

この算定カテゴリには以下の算定サブカテゴリが含まれる。 

• 生物由来製品の CO2 排出量d 

• 生物由来土地 CO2 グロス排出量 

• 生物由来土地 CO2 グロス除去量 

• TCDR ベース製品の CO2 排出量 

• 地中貯留からの CO2 グロス排出量 

• 技術的 CO2 グロス除去量 

バイオ燃料の燃焼による CO2 

グロス排出量、回収され、地

中貯留層へ移動された CO2 

からの漏出による CO2 排出

量、DAC（ダイレクト・エア・

キャプチャ）施設からの CO2 グ

ロス除去量。 
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注：a. データが許容される場合は「化石燃料・産業由来の排出量」として報告され、そうでない場合は「土地管理生産活動による排出量」として報告される。b. 必須の生物由

来製品の排出量の算定・報告手法については、要件 17 を参照のこと。c. 土地セクターの化石燃料・産業由来排出量の算定に関する推奨事項については、第 10 章を参照

のこと。d. 必須の生物由来製品の排出量の算定・報告手法については、要件 17 を参照のこと。 

 

土地セクター企業は、要件 4 で概説され、パート 2.1 でさらに詳細に説明されている算定カテゴリおよびサブカテゴリを含める必要がある。本基準には、さらに

推奨および任意の算定カテゴリおよびサブカテゴリも盛り込まれており、その具体的な要件はパート 2.2 および 2.3 に詳細に記載されている。 

図 4.1 は、土地を所有または管理する企業、あるいは土地セクターバリューチェーンで事業を行う企業にとって必須および任意の算定カテゴリとサブカテゴリを

まとめたものである。算定サブカテゴリの定義については用語集を、各土地セクターの算定サブカテゴリに該当する企業活動の事例については、「ガイダンス」の

セクション 4.4.3 を参照のこと。 

  

算定カテゴリ 説明 例 

追加の算定カテゴリ 

製品の炭素貯留量 生物由来または技術由来 CO2 吸収源に由来する炭素から、製品ライフサイクルの使用段

階（リサイクルやリユースを含む）にある製品炭素プールに貯留された炭素の変動量を表

す、土地セクター・技術的除去量の算定カテゴリ。 

このカテゴリには以下の算定サブカテゴリが含まれる。 

• 生物由来製品の炭素貯留量 

• TCDR ベース製品の炭素貯留量 

メーカーが販売する DAC（ダイレク

ト・エア・キャプチャ）CO2 硬化セメン

トに貯留された炭素の変動量。 

反転量 報告企業が過去に報告した除去量・CO2 回収量に関連する炭素を貯留する炭素プールか

らの排出量を表す、土地セクター・技術的除去量の算定カテゴリ。ただし、当該炭素プール

がもはや当該企業の事業活動またはバリューチェーン内に存在しない場合に限る。 

この算定カテゴリには以下の算定サブカテゴリが含まれる。 

• 土地管理による CO2 除去の反転量 

• 地中貯留による CO2 除去の反転量 

• 地中貯留による CO2 回収の反転量 

企業が調達地域としていたが、現在

は調達を行っていない地域におけ

る、当該企業が過去に報告した除

去量に関連する土壌炭素プール内

の炭素ストックネット損失量。 
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図 4.1 土地セクターバリューチェーンにおける必須および任意の算定カテゴリとサブカテゴリ 

 

物理的な GHG インベントリ 

 
排出量 除去量 

算定カテゴリ 化石燃料・産業由

来の排出量a 

土地に関わる排出量 除去量 

算定サブカテゴリ 土地利用変化による

排出量b 

土地管理による生物

由来 CO2 ネット 

排出量 

土地管理生産活動

による排出量 

生物由来製品の 

排出量c 

土地管理による CO2 

除去量 

スコープ 1       

スコープ 2       

スコープ 3       

参照 「コーポレート基準」・ 

「スコープ 3 基準」 

第 7 章 第 9 章 第 10 章 第 11 章 第 12 章・第 13 章 

 

 

追加の算定カテゴリ 

算定カテゴリ 
土地利用 

土地炭素 

リーケージ 

総排出量 CO2 グロスフラックス 製品の 

炭素貯留量 

反転量 

算定サブカテゴリ 土地占有量 生物由来製品の 

CO2 

排出量c 

生物由来土地 

CO2 グロス 

排出量 

生物由来土地 

CO2 グロス 

除去量 

生物由来製品

の炭素貯留量 

土地管理による 

CO2 除去の 

反転量 

スコープ 1         

スコープ 2d         

スコープ 3         

参照 第 8 章 第 8 章 第 20 章 第 11 章 第 9 章 第 13 章 第 15 章 第 12 章 

 
■ 必須のカテゴリ ■ 任意のカテゴリ ■ 該当なし 

注：a. 土地セクターの化石燃料・産業由来排出量の算定に関する推奨事項については、第 10 章を参照のこと。b. この算定サブカテゴリは、dLUC または sLUC 計算手法に

よって測定される土地利用変化による排出量を定量化する。土地利用の増加またはリーケージに起因する土地利用変化による排出量は、「土地利用」および「土地炭素リー

ケージ」の算定カテゴリで算定される。c. 必須の生物由来製品の算定・報告手法については、要件 17 を参照のこと。d. ほとんどの土地セクター・除去算定カテゴリは、スコープ 2 

には該当しない。これらのカテゴリは、電力、温熱、冷熱、蒸気の生成プロセスに直接関連していないためである。代わりに、こうしたプロセスのライフサイクルには関連しているた

め、スコープ 3 のカテゴリ 3 で報告される。 

 

図 4.2 は、事業活動またはバリューチェーンにおいて技術的 CO2 除去、地中貯留による CO2 回収、または地中貯留による除去を実施する企業にとって必

須および任意の算定カテゴリとサブカテゴリをまとめたものである1。算定カテゴリの定義については用語集を、各技術的 CO2 除去量の算定サブカテゴリに該

当する企業活動の事例については、「ガイダンス」のセクション 4.4.3 を参照のこと。 
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図 4.2 技術的 CO2 除去（TCDR）バリューチェーンにおける必須および任意の算定カテゴリとサブカテゴリ 

 

物理的な GHG インベントリ 

追加の算定カテゴリ 
 

排出量 除去量 

算定カテゴリ 化石燃料・産業

由来の排出量a 

 

除去量 CO2 グロスフラックス 製品の炭素貯留

量 

反転量 

算定サブカテゴリ 地中貯留による

生物由来 CO2 

回収量 

技術的 

地中貯留による 

CO2 除去量 

TCDR ベース製品

の CO2 排出量b 

地中貯留からの 

CO2 グロス排出

量 

技術的 CO2 グロ

ス除去量 

TCDR ベース製品

の炭素貯留量 

地中貯留の反転

量 

スコープ 1         

スコープ 2c         

スコープ 3         

参照 「コーポレート基

準」・「スコープ 3 

基準」 

第 12 章・ 

第 14 章 

第 12 章・ 

第 14 章 

第 11 章 第 14 章 第 14 章 第 15 章 第 12 章・ 

第 14 章 

 
■ 必須のカテゴリ ■ 任意のカテゴリ ■ 該当なし 

注：a. 地中貯留要件を満たさない CO2 回収量および地中貯留層からの炭素ネット損失量の算入については第 14 章を参照のこと。b. 必須の TCDR ベース製品の算定・報

告手法については、要件 18 を参照のこと。c. ほとんどの算定カテゴリは、スコープ 2 には該当しない。これらのカテゴリは、電力、温熱、冷熱、蒸気の生成プロセスに直接関連し

ていないためである。代わりに、こうしたプロセスのライフサイクルには関連しているため、スコープ 3 のカテゴリ 3 で報告される。 

4.2 要件 

要件 3： 

他の GHG プロトコル基準への準拠 

コーポレート GHG インベントリ算定：「土地セクター・除去基準」に従って GHG インベントリを報告する企業は、GHG プロトコル「コーポレート基準」および

「スコープ 3 基準」2のすべての要件にも従う必要がある。これには以下が含まれる。 

⚫ 組織境界：報告企業の所有または管理する土地を決定する組織境界（「コーポレート基準」に準拠）について定義するための統合アプローチを選

択する。選択した統合アプローチを開示する。 

⚫ 運営境界：スコープ 1、スコープ 2、スコープ 3 の排出量すべてを算定・報告する。これには「スコープ 3 基準」に従った 15 のスコープ 3 カテゴリの排出

量が含まれる。 

⚫ GHG 排出量：以下の GHG の排出量を算定・報告する。CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3。 

⚫ 地球温暖化係数（GWP）値：IPCC が提供する GWP の 100 年値を適用し、GWP 値の出所を報告する。 

 企業は、最新の IPCC 評価報告書に示される GWP 値を用いるべきである3。 

⚫ 除外分の開示：スコープ 3 カテゴリ、算定カテゴリ、ガス、発生源、吸収源について、GHG インベントリから除外したものがある場合は、それらを開示

し、その正当な理由を説明する。 

⚫ 報告期間：GHG インベントリの対象となる報告期間を開示する。 
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⚫ スコープ 3 の最小境界：「スコープ 3 基準」で規定されるライフサイクル全体の GHG 排出量を算定し、各スコープ 3 カテゴリにおける最小境界要件を

満たすか上回る。土地セクターバリューチェーンにおいては、特に以下を含む。 

 製品ライフサイクルにおける GHG 排出量：報告企業が購入した農産物の生産に関連する製品と、報告企業が購入または消費したバイオエネ

ルギー製品に関連するバイオエネルギー原料の両方またはそのいずれかのライフサイクルにおける排出量。こうした製品には、動物飼料、肥料、農

薬、除草剤、その他の農業投入物が含まれる。 

 食品ロス・廃棄に伴う排出量：報告企業が購入する前に発生した農産物の損失・廃棄に伴う排出量およびその他の指標。 

製品ライフサイクル算定：スコープ 3 GHG インベントリを作成する企業は、「製品基準」に沿って製品レベルの GHG 排出量を算定しても差し支えない。

「製品基準」を適用する場合、企業は、特定の製品のライフサイクルインベントリ報告書の算定・報告を行う際、土地に関わる排出量、除去量、土地利

用、土地炭素リーケージ、CO2 グロスフラックス、製品の炭素貯留量、および反転量について、「土地セクター・除去基準」の算定・報告要件を適用しなけ

ればならない。 

 

要件 4： 

必須の算定カテゴリ 

企業は、以下のすべてを算定しなければならない。 

⚫ スコープ 1、スコープ 2、スコープ 3 の排出量 

 化石燃料・産業由来の排出量（第 10 章、第 14 章） 

⚫ スコープ 1 およびスコープ 3 の土地に関わる排出量4 

 土地利用変化による排出量（第 7 章） 

 土地管理による生物由来 CO2 ネット排出量（第 9 章） 

 土地管理生産活動による排出量（第 10 章） 

⚫ スコープ 1 およびスコープ 3 の土地利用（第 8 章） 

⚫ スコープ 1 およびスコープ 3 の土地炭素リーケージ（該当する場合）（第 8 章） 

⚫ スコープ 1、スコープ 2、スコープ 3 の生物由来製品の排出量（第 11 章） 

 これには CH4、N2O、場合によっては CO2 が含まれる（第 11 章の要件 17 を参照） 

⚫ スコープ 1、スコープ 2、スコープ 3 の CO2 グロス排出量 

 生物由来製品の CO2 排出量（該当する場合）（第 11 章の要件 17 を参照） 

 TCDR ベース製品の CO2 排出量（関連する場合）（第 11 章） 

 地中貯留からの CO2 グロス排出量（関連する場合）（第 14 章） 

⚫ スコープ 1 およびスコープ 3 の反転量（該当する場合）（第 12 章） 

企業は、これらのカテゴリを算定カテゴリ別およびスコープ別に別個に報告しなければならない。 
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4.3 推奨事項と任意事項 

推奨および任意の算定カテゴリ 

以下の算定カテゴリも、企業の GHG インベントリに含まれる場合がある。 

⚫ 除去量：企業は、関連する場合、かつ該当する場合には、パート 2.2 に記載されたすべての要件を満たすことを条件として、「除去量」を算定・報告

すべきである。 

⚫ 製品の炭素貯留量：企業は、関連する場合、かつ該当する場合には、パート 2.3 に記載されたすべての要件を満たすことを条件として、「製品の炭

素貯留量」を算定し、別個に報告しても差し支えない。 

⚫ 追加の CO2 グロスフラックスサブカテゴリ：企業は、「CO2 グロスフラックス」を算定し、以下の算定サブカテゴリに細分化しても差し支えない。 

 企業は、「生物由来土地 CO2 グロス排出量」（例：火災、その他の攪乱、土壌呼吸による CO2 グロス排出量）を算定し、スコープ 1／ス

コープ 3 別、およびスコープ 3 のカテゴリ別に細分化して別個に報告すべきである。 

 企業は、「生物由来土地 CO2 グロス除去量」（例：植物の成長による CO2 グロス除去量）を算定し、スコープ 1 ／スコープ 3 別、およびス

コープ 3 のカテゴリ別に細分化して別個に報告しても差し支えない。 

 企業は、「技術的 CO2 グロス除去量」（例：DAC（ダイレクト・エア・キャプチャ）による CO2 グロス除去量）を算定し、スコープ 1／スコープ 

3 別、およびスコープ 3 のカテゴリ別に細分化して別個に報告しても差し支えない。 

 

 

後注 

1 自社の事業活動またはバリューチェーン内における生物由来 CO2 回収量と地中貯留量を算定しようとする企業は、土地セクターおよび技術的 CO2 

除去に関連する両方の算定カテゴリについて算定・報告しなければならない。 

2 GHG プロトコルは、差異が存在する箇所について、「コーポレート基準」、「スコープ 2 ガイダンス」、「スコープ 3 基準」、および「土地セクター・除去基

準」を更新し、整合を図る予定である。 

3 詳細については、2013 年 GHG プロトコル改定版「インベントリにおける必須の温室効果ガス」および GHG プロトコル「IPCC 地球温暖化係数値」

の第 2.0 版（2024 年）を参照のこと。 

4 スコープ 2 の土地利用変化による排出量、土地管理による生物由来 CO2 ネット排出量、または土地管理生産活動による排出量といったものはな

い。代わりに、このような電力、温熱、冷熱、または蒸気の生成プロセスのライフサイクルにおける土地に関わる排出量（例：バイオエネルギー原料、

水力発電、その他のエネルギーインフラに関連する排出量）は、電力、蒸気、温熱、冷熱を購入または取得する企業によって、スコープ 3 のカテゴリ 

3 で報告される。電力、蒸気、温熱、冷熱を供給する企業は、選択した統合アプローチに基づき、自らの組織境界に関連する土地に関わる排出量

を報告する。 

 

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/2022-12/Required%20gases%20and%20GWP%20values_0.pdf
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/2024-08/Global-Warming-Potential-Values%20%28August%202024%29.pdf
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第 5 章 

空間境界とトレーサビリティ 

本章では、排出量、除去量、その他の指標を推定する際の空間境界の設定に関する要件と推奨事項を示す。空間境界の設

定は、企業が自社のバリューチェーン内の土地に対して確立できるトレーサビリティの種類とレベルによって決定される。空間境界

の概念は、スコープ 1 およびスコープ 3 算定の両方に関連し、トレーサビリティはスコープ 3 算定に関連する。 

5.1 概要 

空間境界によって、スコープ 1 またはスコープ 3 の排出量、除去量、その他の指標を算定する際に含める特定の土地が定められる。排出量、除去量、その

他の指標を正確に算定できるかどうかは、企業が自社の事業活動またはバリューチェーン内の関連する土地や活動に対してどの程度のトレーサビリティを有して

いるかによって決まる。 

企業が排出量、除去量、その他の指標を算定するには、以下のことを行う必要がある。 

 組織境界に基づき、スコープ 1 空間境界を定義する。自社のバリューチェーン内の土地に対して企業が確立できるトレーサビリティのレベルに基づき、スコー

プ 3 空間境界（すなわち、グローバル、管轄区域、調達地域、土地管理区画（LMU）、または採取エリア）を定義する（要件 5）。 

 インベントリにおけるすべての算定カテゴリに対して同一の空間境界を適用する。 

 企業が農業に関するスコープ 3 排出量、除去量、その他の指標を管轄区域または調達地域レベルで算定する場合、その空間境界内には寄与し得る

生産的な土地のみを含める必要がある（要件 6）。 

 LMU レベルのスコープ 3 空間境界を適用する企業は、所定の基準を満たす場合、生産的な土地に近接・隣接する非生産的な土地を含めても差し支

えない（要件 7）。ただし、土地管理による生物由来 CO2 ネット排出量および土地管理による CO2 除去量を算定する際に、非生産的な土地に対す

る人為的影響と自然的影響とを分離する方法に関する算定手法は、本基準（第 1.0 版）では取り上げていない（詳細についてはボックス 5.1 および

ボックス 9.1 を参照）。 

 企業が物理的トレーサビリティを実証して空間境界を定義しようとする場合（表 5.1 を参照）、その境界はバリューチェーン内の活動や製品の量によって

異なる可能性があるため、トレーサビリティシステムを導入しなければならない（要件 8）。 

 表 5.2 は、物理的トレーサビリティを実証するための適格な加工流通過程の管理モデルの定義を示している。 

 企業がインパクトトレーサビリティに関する報告を選択している場合、プロジェクトおよび介入による GHG 排出量または除去量への影響を、物理的

な GHG インベントリとは別個に報告しなければならない1。 
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表 5.1 排出量および除去量の算定におけるトレーサビリティと空間境界 

トレーサビリティの種類 トレーサビリティのレベル 空間境界（図 5.1 を参照） 排出量の算定 除去量の算定 

該当なし 原産地が認知されていない グローバル 活動や製品に対する最適な

トレーサビリティのレベルとそれ

に関連するスコープ 3 空間境

界は、商品やサービスを生産

する LMU の種類および報告

企業のバリューチェーンにおける

位置付けに基づき、状況に依

存する（詳細についてはセク

ション 5.3 の推奨事項を参

照）。 

該当なし 

物理的トレーサビリティが

推奨される 

認知された、原産地の管轄

区域、国、または政治地域 

管轄区域 

物理的トレーサビリティが

推奨される（要件 8） 

認知された、最初の収集地

点または加工施設 

調達地域 除去量については、企

業は調達地域、

LMU、または採取エリ

アまでの物理的トレーサ

ビリティを確立すること

が求められる（要件 

20.LMR） 

認知された、原産地の土地

管理区画 

土地管理区画（LMU） 

認知された、原産地の圃場 採取エリア 

 

図 5.1 企業のトレーサビリティのレベルに基づくスコープ 3 空間境界 

空間境界 説明 

グローバル 生物由来の製品または原材料が調達される、世界中のすべての土地を

表す空間境界。 

 

管轄区域 生物由来の製品または原材料が調達される、行政上の境界に基づく定

義済みの、空間的に明示された区域。これには原産地の、地方自治体

の管轄区域に基づく行政上の境界（例：州または県）、国、または政

治地域（例：欧州連合）が含まれる。 

 

調達地域 所定の原材料を、バリューチェーン内の最初の収集地点または加工施設

に供給する、空間的に明示された定義済みの土地区域。調達地域の境

界は、採取された原材料の供給元としての重複するエリアを擁する複数

の最初の収集地点または加工施設を含むバリューチェーンの階層に応じて

定義される場合がある。 

 

土地管理区画（LMU） 定義済みの、所定の土地利用における空間的に明示された区域であり、

所定の原材料または原材料群を生産するために単一の土地管理計画

に沿って、明確な目標体系に基づき管理される。LMU は、農場、圃場、

区画などの空間的に明示された区域を表す場合がある。 

 

採取エリア 関連する原材料を生産するために所定の時期に採取が行われる、生産

的な農地の空間的に明示された区域。 

 

■ 寄与し得る生産的な土地 ■ 製品の出元ではない土地 ■ スコープ 3 空間境界外の土地 
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5.2 要件 

要件 5： 

空間境界要件2 

空間境界の決定：企業は、スコープ 1 またはスコープ 3 の排出量、除去量、その他の指標を算定する際に、空間境界を以下のように定義しなければな

らない。 

⚫ スコープ 1 空間境界：企業は、選択した統合アプローチに基づき、スコープ 1 空間境界を、報告企業が所有または管理する土地と定義しなければ

ならない。 

⚫ スコープ 3 空間境界：企業は、各スコープ 3 カテゴリの定義に基づき、かつ所定の量の所定の製品について認知された土地または地域に対するト

レーサビリティのレベルに応じて、スコープ 3 空間境界（すなわち、グローバル、管轄区域、調達地域、土地管理区画、または採取エリア）および当該

境界内に含まれる土地または当該境界から除外される土地を定義しなければならない。要件 8 は、企業がトレーサビリティを確立する方法を定めて

いる。 

各算定カテゴリ間で適用される同一の境界：企業は、インベントリにおけるすべての土地に関わる排出量、除去量、その他の土地関連指標を算定する

際、下記の通り、同一の空間境界を適用しなければならない。 

⚫ スコープ 1 空間境界：企業は、インベントリにおけるすべてのスコープ 1 の土地に関わる排出量、除去量、その他の算定カテゴリの算定に、同一のス

コープ 1 空間境界を適用しなければならない。 

⚫ スコープ 3 空間境界：企業は、所定の量の所定の製品またはその他の特定のスコープ 3 活動（例：特定のリースされた土地または投資）につい

て、インベントリにおけるすべてのスコープ 3 の土地に関わる排出量、除去量、その他の算定カテゴリの算定に、同一のスコープ 3 空間境界を適用しな

ければならない。 

カテゴリ別のスコープ 3 空間境界の決定：空間境界に含まれる特定の土地は、以下に詳述する通り、スコープ 3 カテゴリによって異なる。 

⚫ 購入および販売された製品またはサービスに関連する土地（すなわち、スコープ 3 のカテゴリ 1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12）：企業は、報告

企業が購入、加工、使用、または販売した製品、材料、もしくはサービス（例：作物、畜産物、農業投入物等）のライフサイクルに関連する土地

（該当する場合）を、所定の量の所定の製品またはサービスに関連する企業のトレーサビリティのレベルに応じて、スコープ 3 空間境界に含める必要

がある。 

 企業がトレーサビリティを有していない場合、生物由来の製品または原材料が調達される、世界中のすべての土地を含める必要がある。 

 企業が原産地の管轄区域を認知している場合、管轄区域内には寄与し得る生産的な土地のみを含める必要がある（要件 6 を参照）。 

 企業が最初の収集地点までの物理的トレーサビリティを有している場合、調達地域内には寄与し得る生産的な土地のみを含める必要がある

（要件 6 を参照）。 

 企業が LMU までの物理的トレーサビリティを有している場合、当該 LMU 境界内にはすべての生産的な土地を含める必要があり、関連する近

接・隣接する非生産的な土地を含めても差し支えない（要件 7 を参照）。 

 企業が個別の採取エリアまでの物理的トレーサビリティを有している場合、当該採取エリア境界内には生産的な土地を含める必要がある。 

⚫ フランチャイズ、リース資産、投資に関わる土地（すなわち、スコープ 3 のカテゴリ 8、13、14、15）：企業は、スコープ 3 のリース資産、フランチャイ

ズ、または投資に関わる土地を、自社のスコープ 3 空間境界に含める必要がある。当該土地は、選択した統合アプローチに基づいて決定される。 
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要件 6： 

スコープ 3 算定対象の寄与し得る生産的な土地2 

管轄区域レベルまたは調達地域レベルのスコープ 3 空間境界を設定する企業は、当該管轄区域または調達地域境界内には寄与し得る生産的な農

地のみを含める必要がある。 

寄与し得る生産的な土地：報告企業が調達した製品もしくは原材料を生産するすべての生産的な農地、または報告企業が販売した製品を使用する

生産的な農地。寄与し得る生産的な土地としては、以下の種類の土地を除外しなければならない。 

⚫ 非生産的な土地：報告年において、報告企業が調達した製品もしくは原材料を直接生産しておらず、かつ生産能力を有していない土地、またはそ

のいずれかに該当する土地。 

⚫ 他の製品や材料を生産する土地：報告企業が調達した製品または材料と関連していない、あるいはそれとは異なるもののみを生産する土地利用、

森林種別もしくは農作物種別における生産的な土地または LMU。 

 報告企業に関連する製品を含む複数の製品を生産する生産的な土地は除外する必要はない。詳細については「ガイダンス」のセクション 5.4.1 

を参照のこと。 

⚫ 採取制限のある土地：報告年において採取が法律上または規制上制限されている土地。 

⚫ その他保護対象の土地：報告企業が調達した製品や材料の生産、または報告企業が販売した製品の使用を妨げる、その他の保護対象の土地。 

GHGクレジットを発行した土地：企業は、排出削減量または除去量が GHG クレジットとして発行され、オフセットまたは補償として使用される土地を特

定し、スコープ 3 空間境界内で発行された GHG クレジットについての情報を開示しなければならない（セクション 18.2.2 「GHG クレジットの報告」を参

照）。 

データ制限により企業が特定の土地を除外するためのあらゆる基準を満たせない場合、企業はより広範なスコープ 3 空間境界を適用して算定を完了す

べきである。このような場合、企業は代理データの使用や、かかる土地を除外しようとするその他の手法について説明し、計画されている改善策を特定す

べきである。 

 

要件 7： 

LMU レベルのスコープ 3 算定における、LMU 内の近接・隣接する非生産的な土地に関する暫定要件3 

LMU レベルのスコープ 3 空間境界を設定している企業は、LMU 境界内にはすべての生産的な土地を含める必要があり、近接・隣接する非生産的な

土地を含めても差し支えない。LMU 境界に含まれる近接・隣接する非生産的な土地は、以下の基準を満たす必要がある。 

⚫ 単一の土地管理計画：非生産的な土地は、原材料を生産する土地区域と同一の農業者（または集団）が所有または運営し、単一の土地管

理計画のもとで管理しなければならない。 

⚫ 生産的な農地とのつながり：非生産的な土地は、生産的な土地の持続可能性および社会経済的健全性に直接的な利益をもたらすよう、生物

物理学的、生態学的、社会経済的に生産的な土地とつながっており、かつ以下のいずれか 1 つ以上に限定される必要がある。 

 圃場縁辺管理手法（例：防風林、生垣、河畔緩衝帯）に利用される土地で、追加的考慮事項（ボックス 5.1 参照）の対象となるもの。 

 アグロフォレストリーシステム（例：間作林／アレイ・クロッピング、多層アグロフォレストリー／日陰樹、シルボパスチャー（林間放牧））に統合さ

れた土地。 

 農業生産システムに直接的な利益（例：土壌侵食の軽減、水質の改善、花粉媒介者およびその他の有益な昆虫の誘引）をもたらす休耕

地（例：保全保留地）で、追加的考慮事項（ボックス 5.1 を参照）の対象となるもの。 
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⚫ 各算定カテゴリ間で適用される同一の境界：近接・隣接する非生産的な土地における除去量が算定される場合、当該土地に関連するすべての

土地に関わる排出量およびその他の指標も算定・報告される必要がある。 

⚫ 同一の配分方法：LMU 内で生産されるすべての製品において、排出量、除去量、その他の指標に対して同一の配分方法を適用し、二重計上

（除去量の過大計上やシステムからの排出量の過小計上を含む）が発生しないようにしなければならない。 

⚫ 二重計上の回避：隣接または近接する非生産的な土地における除去量を算定する場合、企業は、当該除去量が、当該 LMU からの調達もしく

は当該 LMU への販売を行うバリューチェーンの同一もしくは類似の階層に位置する他の企業（要件 22 を参照）によって、あるいはその他の企業も

しくは GHG プログラムによって、GHG 目標達成の手段として使用される GHG クレジットとして（例：補償目標を達成するための GHG クレジットの

発行および償却、要件 30 に準拠）既に算定されていないことについて、正当な根拠を示す必要がある。 

⚫ 立地制限：隣接・近接する非生産的な土地の立地は、以下の基準を満たす必要がある。 

 隣接する土地：生産的な土地区域に隣接し、農業管理システムに統合されている土地。 

 近接する土地：生産的な土地区域に近接し、農業管理システムに統合されている土地。 

⚫ 人為的 CO2 排出量および除去量を算定するための追加的な安全措置： 

 規模しきい値 – 森林および非生産的な土地の炭素算定に関する決定に従う（詳細についてはボックス 5.1 を参照）。 

 距離しきい値 – 森林および非生産的な土地の炭素算定に関する決定に従う（詳細についてはボックス 5.1 を参照）。 

 すべての森林地および森林以外の非生産的な土地における人為的 CO2 排出量と除去量の算定方法に関する最終的な解決が得られるま

で、追加の基準と安全措置の両方またはそのいずれかが必要となる可能性がある（詳細についてはボックス 9.1 を参照）。 

要件 7 が現在実施できない理由と、本基準の今後の改定版における対応計画について詳しくは、ボックス 5.1 を参照のこと。 

 

 

ボックス 5.1 人為的 CO2 排出量および除去量を算定するための、近接・隣接する非生産的な土地に関する追加

的考慮事項 

暫定要件 7 は、以下のトピックが検討中であるため、現時点では実施できない。 

土地管理による生物由来 CO2 ネット排出量および土地管理による CO2 除去量を算定する際に、すべての森林地および森林以外の非生

産的な土地に対する人為的影響と自然的影響とを分離する算定手法。このトピックは、本基準（第 1.0 版）では取り上げていない（詳

細についてはボックス 9.1 を参照）。 

人為的 CO2 排出量および除去量を算定するための要件 7 に記載された追加的な安全措置。これには規模しきい値、距離しきい値、および

前項のトピックが最終的に解決されるまでの追加的な基準と安全措置の両方またはそのいずれかが含まれる。 

これらのトピックは GHG プロトコルの独立基準委員会によって決定されたものではない。最終的なアプローチは、人為的 CO2 排出量および除去

量のみが算定対象となるようにし、報告企業が購入した農産物の生産とのつながりが限定的な LMU 内に大面積の非生産的な土地を含める

企業に関する懸念に対処することを目的としている。近接・隣接する非生産的な土地に関する基準ついては、本基準の今後の改定版において見

直される可能性がある。 
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要件 8： 

暫定的なトレーサビリティ要件 

スコープ 3 排出量、除去量、その他の指標を算定するため、企業は、認知された土地または地域に対して確立可能なトレーサビリティのレベルに基づいて

決定されたスコープ 3 空間境界を適用する。排出量、除去量、その他の指標を算定するためのスコープ 3 空間境界として調達地域、LMU、または採取

エリアを適用する場合、企業は、自社のバリューチェーン内の調達地域、LMU、または採取エリアまでの物理的トレーサビリティを有している必要がある。ト

レーサビリティのレベルは、活動や製品の量によって異なる場合がある。 

物理的トレーサビリティ：企業がバリューチェーン内の活動や製品の量に対する物理的トレーサビリティを実証しようとする場合、以下の加工流通過程の

管理（取引履歴）を適用するトレーサビリティシステム（例：認証プログラムまたは監査済み内部システムを通じたもの）を実施しなければならない。 

⚫ アイデンティティ・プリザーブド、 

⚫ セグリゲーション、 

⚫ コントロールブレンディング、 

⚫ 同一の国および調達地域４内のバッチ（一定単位の製品・材料）、サイト（拠点）、またはサイト群に出入りする製品もしくは材料における、規定

特性の量または割合が、定義済みの照合期間（すなわち、同一の国および調達地域内のバッチレベル、サイトレベル、複数サイトレベル、グループレ

ベル）を通じて認知され、寄与される5マスバランス方式、ならびに／または 

⚫ これらの方式の組み合わせ6。 

企業は、以下の条件に該当する場合、ブックアンドクレーム方式またはマスバランス方式を用いて物理的トレーサビリティを実証することはできない。 

⚫ 規定特性を有する投入物と生産物の量が不明もしくは未指定である場合、 

⚫ 非比例配分7を用いて規定特性を特定の量の生産物に割り当てた場合、 

⚫ （サイトレベル、複数サイトレベル、またはグループレベルにおいて）照合期間が定義されていない場合、または 

⚫ 異なる国もしくは調達地域にある複数サイトのグループ内で混合が発生した場合。 
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表 5.2 加工流通過程の管理モデルの定義 

加工流通過程の管

理モデル 

定義  

（引用元：ISO 22095:2020、ISEAL Alliance 2025） 

物理的トレーサビリ

ティを実証している

か？ 

物理的関係 

アイデンティティ・プリ

ザーブド 

単一のソースまたは原産地に由来する規定特性を有する材料もしくは製品が、バリュー

チェーン全体を通じて他のソースに由来する材料または製品から物理的に隔離された状態

で保管される加工流通過程の管理モデル。 

はい 強い物理的関

係 

セグリゲーション 一連の規定特性を有する材料または製品が、その一連の特性を有しない材料または製

品から物理的に隔離された状態で保管される加工流通過程の管理モデル。このモデルで

は、複数のソースから得られる一連の同一特性を有する材料同士の混合は認められる

が、その一連の特性を有しない材料または製品との混合は認められない。 

はい  

コントロールブレン

ディング 

一連の規定特性を有する材料または製品が、一定の基準に従って、その一連の特性を

有しない材料または製品と混合され、その結果、最終産物または最終製品群の全部分

において、その規定特性が比例的に帰属される加工流通過程の管理モデル。 

• システム境界：製品バッチのバリューチェーンにおける所定の段階。 

はい  

マスバランス 一連の規定特性を有する材料または製品が、定義済みの基準に従って、その一連の特

性を有しない材料と混合され、かつ、移転境界において、その規定特性を有する内容物

の量が最終産物または最終製品群のいずれの部分にも帰属させることができる加工流通

過程の管理モデル。移転境界が多様な生産物または製品群を生成する場合、まず配分

を行う必要がある7。 移転境界はバリューチェーンの所定の段階に設定可能であり、そこで

は規定特性を有する内容物の量が以下のレベルで照合される。 

• バッチレベル：混合時点におけるバッチからの最終産物に対して適用。 

• サイトレベル（施設）：定義済みの照合期間（12 か月を超えないことが推奨され

る）にわたるサイトの最終産物に対して適用。 

• 複数サイト／グループレベル：定義済みの照合期間（12 か月を超えないことが推奨

される）にわたる複数サイトからの最終産物に対して適用。 

はい（移転境界が

規定され、かつ規定

の基準を満たしてい

る場合） 

 

いいえ（移転境界

が規定されているが

基準を満していない

場合、またはその他

未規定の移転境界

の場合） 

 

ブックアンドクレーム 規定特性の移転が、サプライチェーンを通じた材料または製品の物理的な流れと結びつい

ていない加工流通過程の管理モデル。 

いいえ 物理的関係な

し 

注：表中の用語の定義およびそれらの適用に関する追加ガイダンスについては、ISEAL Alliance（2025）を参照のこと。 
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インパクトトレーサビリティ：企業がインパクトトレーサビリティシステムなどの代替的なトレーサビリティ手法を採用する場合、物理的な GHG インベントリと

は別に、関連する値を報告するとともに、採用した手法を開示し、その正当性を説明しなければならない。本基準（第 1.0 版）において、インパクトト

レーサビリティに関する要件とガイダンスが欠如している状況下では、こうした手法を採用する企業は、自社の報告書における当該活動の情報開示方法

について、監査人と協議し、管轄区域内の関連する目標設定プログラムまたは適用される規制スキームで定められた規則を検討することが望ましいと考え

られる。その際、完全な透明性を確保し、すべての GHG 算定・報告原則に従う必要がある8。 

5.3 推奨事項と任意事項 

トレーサビリティのレベルとスコープ 3 空間境界を決定する上で推奨される考慮事項 

企業が所定の製品に対して確立しようと努めるべき最適なトレーサビリティのレベルとそれに関連するスコープ 3 空間境界は、商品やサービスを生産する土

地管理区画の種類および報告企業のバリューチェーンにおける位置付けに基づき、状況に依存する。 

企業は、以下を実現するために、トレーサビリティのレベルの確立とスコープ 3 空間境界の設定に努めるべきである。 

⚫ 特定の状況における排出量、除去量、その他の指標に対する最も正確かつ精密な算定。企業はまた、セクション 6.3 の「より精度の高いデータおよび

方法」に関する推奨事項に従うべきである。 

⚫ 排出量、除去量、その他の指標に対する最も信頼性の高い配分。 

⚫ バリューチェーン内における土地管理方法の改善と気候変動緩和に向けた協調的投資を促進する、最も効果的かつ効率的な方法。 

他の情報が得られない場合、企業は自社が確立可能な物理的トレーサビリティの最も具体的なレベルに対応するスコープ 3 空間境界を適用すべきであ

る。一般的に、グローバルなスコープ 3 空間境界（すなわち、グローバルまたはトレーサビリティなしに対応する境界）を設定しても、上記の基準を満すこと

はできない。 

 

自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意（FPIC）の推奨、公平性、土地所有者の権利 

企業のスコープ 3 空間境界に含まれるバリューチェーンパートナーやその他の土地所有者との関わりにおいて、企業は、自由意思による、事前の、十分な情

報に基づく同意（FPIC）を取得すること、スコープ 3 排出量の削減またはスコープ 3 除去量の増加を目的とした緩和措置に対して公正な補償を提供

すること、そしてベストプラクティスに従うことにより、公平性を確保し土地所有者の権利を認めるべきである。 

⚫ 自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意（FPIC）：企業は、こうした土地をスコープ 3 インベントリに含めるにあたり、自由意思による、

事前の、十分な情報に基づく同意（FPIC）を得るための国際的なベストプラクティスに従うべきである。これには、農家やその他の土地所有者に対

する、排出削減量や除去量を金銭化（monetize）させるためのさまざまな選択肢（現行および予測される炭素価格を含む）の説明が含まれる

べきである。 

⚫ 公正な補償の提供：企業は、報告企業のバリューチェーンに関連する製品やサービスに対する支払いに加え、GHG 緩和への取り組みに対して農家

やその他の土地所有者に毎年公正な補償を提供し、その補償を開示すべきである。 

⚫ ベストプラクティスへの準拠：追加リソースやベストプラクティスについては、国際連合食糧農業機関（FAO）9、国際連合人権高等弁務官事務

所、人権とビジネス研究所が提供しているガイダンス、先住民データガバナンスのための CARE 原則10、Science Based Targets イニシアチブ

（SBTi）の FLAG（森林・土地・農業）ガイダンスなどを参照のこと。 
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後注 

1 この暫定要件は、GHG プロトコルのアクション＆マーケット手段（Actions and Market Instruments：AMI）に関する作業部会の成果を反映するため、本基準の

今後の改定版において再検討される予定である。現行の要件は当該プロセスの先例となるものでもなければ、最終的なアプローチでもない。 

2 このテキストには、本基準の今後の改定版における森林炭素算定に関する決議に整合させるために変更され得る要素が含まれている。ボックス 9.1 を参照。 

3 この暫定要件は、農業バリューチェーンの空間境界を定義する上で重要である。すべての森林地および森林以外の非生産的な土地における CO2 排出量および除去

量の算定手法は、本基準（第 1.0 版）では取り上げていない。ボックス 5.1 を参照。 

4 複数の国で構成される調達地域に対してマスバランスを適用する場合、企業は正当性を説明できる。このような調達地域は、調達地域の定義に基づき、どの生産者

が最初の収集地点または加工施設に原材料を供給しているかを考慮して正当化されるべきである（すなわち、グローバルなマスバランスシステムは調達地域の定義に適

合しない）。 

5 この要件は、製品群内における規定特性の比例的または非比例的な帰属に関するものである。 

6 この方式は、ISEAL の「Chain of custody models and definitions」第 2.0 版（2025 年）、および ISO の 22095:2020「Chain of custody – General 

terminology and models」に基づいている。 

7 製品群間における規定特性の配分については、セクション 6.3 の「スコープ 3 における配分に関する推奨事項」および「農業セクターにおける配分に関する推奨事項」を

参照のこと。 

8 GHG プロトコルのアクション＆マーケット手段（Actions and Market Instruments：AMI）に関する作業部会では、その定義や 、GHG インベントリおよびより広範な 

GHG 報告書との関連性について、さらなる更新が行われる可能性がある。 

9 FAO FPIC ガイダンスを参照。 

10 Global Indigenous Data Alliance ガイダンスを参照。 
 

https://isealalliance.org/get-involved/resources/chain-custody-models-and-definitions-v2-2025
https://www.iso.org/standard/72532.html
https://www.iso.org/standard/72532.html
https://www.fao.org/home/en
https://www.gida-global.org/


土地セクター・除去基準    31 

第 6 章 

データおよび方法 

本章では、データ収集、定量化方法、スコープ 3 における配分、および不確実性に関する要件と推奨事項を示す。これらのト

ピックについては、「ガイダンス」でさらに詳しく説明されている。 

6.1 概要 

土地セクターの GHG 排出量、CO2 除去量、その他の指標を定量化するために、さまざまな方法とデータソースが利用可能である。方法の決定は、データおよ

び方法の利用可能性、バリューチェーンにおける企業の位置付けとトレーサビリティのレベル、ならびに除去量の算定（第 12 章）のための追加のデータ要件と

いった複数の要素を組み合わせて行うべきである。企業の事業活動およびバリューチェーン内で発生する特定の慣行に起因する排出量と除去量を定量化す

るには、関連する土地および土地管理方法に特化したデータおよび方法が必要である。 

すべての企業は、各指標間で同一の配分方法を適用しなければならない（要件 9）。 

すべての企業は以下を報告しなければならない。 

 セクション 6.2.2 のデータおよび方法に関する報告要件（「GHG インベントリデータおよび方法の報告」を参照）を満たすことによってインベントリを作成す

るのに使用したデータソース、方法、および仮定についての情報。 

 各算定サブカテゴリ特有の追加情報は、本章の報告要件を補足する形で、以降の各章で提供される。これらの追加の報告要件は、以降の各章のセク

ション [X].2.2 に記載されている（例：土地利用変化による排出量に関する報告要件は第 7 章セクション 7.2.2 に記載）。 

すべての企業は以下を行うことが推奨される（セクション 6.3 の推奨事項を参照）。 

 より精度の高いデータおよび方法を目指し、データ品質を評価し、経時的にインベントリを改善する、 

 経験的データを用いてモデルを較正する、 

 インベントリ内の指標が組織内で比較不可能である場合は開示する、および 

 排出量、除去量、その他の指標を、生産物の生産とその結果として生じる排出量、除去量、その他の指標との因果関係を最も適切に反映する形で、

プロセスの複数の生産物に配分する。 

6.2 要件 

6.2.1 算定要件 

要件 9： 

各指標間で適用される同一の配分方法 

企業は、所定の空間境界内のすべての算定カテゴリ（すなわち、排出量、除去量、その他の指標）にわたって同一の配分方法を適用しなければならな

い。 
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6.2.2 報告要件 

GHG インベントリデータおよび方法の報告 

企業は GHG 報告書において以下を開示しなければならない。 

⚫ データおよび方法：企業は、スコープ別、スコープ 3 のカテゴリ別、および算定サブカテゴリ別に、以下の事項を記述しなければならない。 

 排出量、除去量、その他の指標を算出するために使用した方法論、スコープ 3 における配分方法、および仮定。 

 排出量、除去量、その他の指標を算出するために使用したデータの種類とソース（例：活動量データ、排出係数、炭素機会費用係数、換算

係数、GWP 値）。 

 報告データの品質（該当する場合、使用したサンプリング方法および結果の不確実性を含む）ならびに方法論（定量的な場合）または説明

（定性的な場合）。 

⚫ サプライヤー固有データの割合：企業は、スコープ 3 のカテゴリ別に、サプライヤーまたはその他のバリューチェーンパートナーから取得したデータを用いて算

出した排出量の割合を開示しなければならない。 

⚫ 空間境界：企業は以下を記述しなければならない。 

 スコープ 1 空間境界：企業が所有または管理する土地の空間境界。 

 スコープ 3 空間境界：所定の製品（例：作物、畜産物、バイオエネルギー原料など）の所定の量、またはその他の特定のスコープ 3 活動

（例：特定のリースされた土地または投資）別の、用いたトレーサビリティのレベルと空間スケール（すなわち、採取エリア、LMU、調達地域、管

轄区域、グローバル）。記述には、空間境界に含まれる LMU と寄与し得る生産的な土地の両方またはそのいずれかの概要を含めるべきである

1。 

 該当する場合、トレーサビリティを実証するために使用した加工流通過程の管理モデルと認証プログラムの両方またはそのいずれかの種類（要件 

8 で説明）。 

⚫ 集計データの使用：企業が算定サブカテゴリ別に細分化することが義務付けられている排出量、除去量、その他の指標（要件 31 を参照）を報

告するために集計データを使用する場合、当該算定カテゴリ（またはカテゴリ群）が GHG インベントリ全体に占める割合が小さいことについて、その

正当性を示す必要がある。 

⚫ 廃棄物がリサイクル済みであることを示す証拠：企業がリサイクルまたはリユースされた消費財廃棄物に対してリサイクル含有物配分手法を使用す

る場合、当該廃棄物が消費財廃棄物であり、かつ廃棄物がリユースまたはリサイクル済みであることを示す証拠を提供しなければならない。 

各算定サブカテゴリまたはトピックに関する追加報告情報については、各章のセクション [X].2.2 に記載されている追加報告要件を参照のこと。 

6.3 推奨事項 

より精度の高いデータおよび方法 

企業は、より精度の高い方法を優先的に採用し、実現可能な限り不確実性を低減すべきである。企業は、自社の事業活動およびバリューチェーン全体

において最も有意な（すなわち、GHG インベントリの最大の割合を占める）GHG 排出源・吸収源と排出量削減および除去量増加の機会が最も大き

い GHG 排出源・吸収源の両方またはそのいずれかについて、サプライヤー固有のデータを収集すべきである。企業は、報告する GHG 排出量、除去量、

土地利用、リーケージ、および追加的な算定カテゴリの正確性を高めるため、自社の特定のビジネス目標の達成に関連した形で、より多くのサプライヤー

固有データを収集し、データ品質を評価・改善し、不確実性を低減するデータおよび方法を優先的に取り入れることで、経時的にデータ収集を改善すべき

である。 
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データ品質と不確実性の評価に関する追加情報については、「ガイダンス」（第 6 章）および「スコープ 3 基準」を参照のこと。 

 

モデルの較正および検証に関する推奨事項 

企業は、分析中の土地面積、管理手法、GHG インパクト（すなわち、炭素ストック変動量または GHG 排出量）に固有の経験的データを用いて、モデ

ルベースおよび遠隔測定ベースの計算手法を較正すべきである。企業は、モデルを較正するために実施したプロセスの概要を報告すべきであり、これにはモ

デルの較正に使用したデータおよびそれらのデータが推定対象の GHG インパクトに適用可能であることへの言及も含まれる。 

 

組織内部で比較可能性が欠如している場合の開示 

企業は、各製品、事業部門、地域において使用される方法やデータに差異があることにより、そのインベントリ内の排出量、除去量、その他の土地関連

指標が相互に比較可能でない場合、その事実を開示し、正当な理由を説明すべきである。 

 

スコープ 3 における配分に関する推奨事項 

ほとんどの製品ライフサイクルにおいて、複数の製品を生産物とする共通プロセスが少なくとも 1 つは存在しており、個々の生産物レベルでデータを収集す

ることは不可能である。このような状況では、共通プロセスからの総排出量、除去量、その他の指標を複数の生産物間で配分しなければならない（要件 

9 を参照）。所定のプロセスにどの配分方法が最も適切かは、そのプロセスの具体的な状況によって異なる（詳細については、「ガイダンス」のセクション 

6.4.5 を参照）。適用する配分方法によって、得られる結果が大きく異なる可能性がある。 

一般的な原則として、企業は以下の条件を満たす配分方法を選択すべきである。 

⚫ 生産物の生産とその結果として生じる排出量、除去量、その他の指標との因果関係を最も適切に反映するものであること。これは以下の理由によ

る。 

 製品の物理的特性および副産物が、当該プロセスの排出量、除去量、その他の指標を決定するため、または 

 製品または副産物に対する需要が、共通プロセスの排出量、除去量、その他の指標を決定するため。 

⚫ 最も正確かつ信頼性の高い排出量、除去量、その他の指標の推定値をもたらすものであること 

⚫ GHG 削減活動のための効果的な意思決定を最も効果的に支援するものであること 

⚫ その他、妥当性、正確性、完全性、一貫性、透明性の原則に準拠しているものであること 

「スコープ 3 基準」（2011 年）の第 8 章では、これらの原則をさまざまなセクターに対して一般的に適用する方法に関するガイダンスを提供している。農

業セクターへの適用に関するガイダンスを以下に示す（「農業セクターにおける配分に関する推奨事項」を参照のこと）。 

企業は、「スコープ 3 基準」に従い、システムからの総排出量の過大計上または過小計上を避けるため、各プロセスにおいて同一の配分方法を確実に適

用すべきである。企業は、第 12 章の要件 22 に従い、配分された除去量がシステムからの総除去量を超えないようにしなければならない。 

企業は、上記の推奨事項を最大限に遵守する方法に関するガイダンスとして、図 6.1 のディシジョンツリーを活用すべきである。 
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図 6.1 「LSR 基準」に適用される、配分方法に関する企業向けディシジョンツリー 
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はい 

はい 

はい 
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農業セクターにおける配分に関する推奨事項 

農業セクターにおいては、企業は、材料または製品における GHG 排出量、除去量、もしくはその他の土地関連指標の配分が行われているバリューチェー

ンの以下の階層に応じて、配分手法を選択すべきである。 

⚫ 土地における配分：同一の LMU において異なる農産物が生産され、同一の投入物（例：間作、二毛作または多毛作などの収穫システム）の

恩恵を受ける場合、物理的配分は推奨されない。企業はまず、特定の収穫システム（該当する場合）に関する以下のガイダンスに従い、その後、

農産物間の土地配分方法の優先順位に従うべきである。 

 特定の収穫システムに対する配分手法 

⚫ 輪作：輪作期間全体における炭素ストック変動量およびその他の GHG 排出量を算出し、輪作内の全作物に配分する。 

⚫ 被覆作物を組み合わせた輪作：被覆作物の生産（またはその他の非換金作物、一時的な休耕地を含む）に関連する土地炭素ス

トックネット変動量およびその他の GHG 排出量を、輪作内の全換金作物に配分する。あるいは、輪作に複数の換金作物が含まれてい

ない場合は、以降の換金作物に配分する。この配分手法は、収穫産物とは無関係の植物や樹木を含むアグロフォレストリーシステムにも

適用可能である。 

⚫ 間作システム：間作システムにおける農産物の土地配分方法については、以下の優先順位に従うこと。 

 農産物間の土地配分方法の優先順位 

1) 経済的配分を考慮する：報告年または輪作期間全体における農業生産システムから生産された全製品に対する総経済価値の割合に

基づき、排出量、除去量、その他の指標を配分する。 

2) 面積・時間配分を考慮する：報告年または輪作期間全体における農業生産システムから生産された全製品の一年当たりの面積（平

方メートル／年（m2yr））に基づき、排出量、除去量、その他の指標を配分する。 

⚫ 農産物加工施設における配分：同一の農産物から複数の副産物が生成される場合、企業は、各副産物に対する総経済価値の割合に基づき配

分すべきである。以下にいくつかの例を示す2。 

 

 

  

一次副産物 二次副産物 

穀物または小麦粉 種子のふすま、胚芽、外皮 

油 油かす 

砂糖 パルプ、糖蜜 

でん粉 パルプ、グルテン、胚芽 

果実または野菜 搾りかす、核 

綿繊維 種子の外皮 
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廃棄物およびリサイクル素材の配分手法 

企業は廃棄物およびリサイクル素材について、以下の配分手法を適用すべきである。 

⚫ 廃棄物：廃棄物とは、システムから生じる、市場価値を持たない産物である。システムまたはプロセスが生産過程で廃棄物を発生させる場合、当該

システムまたはプロセスからの排出量、除去量、その他の指標をその廃棄物に配分すべきではない。廃棄物を調達する企業は、廃棄物発生前の上

流側での、スコープ 3 内の廃棄物に関連する間接的な排出量、除去量、その他の指標を一切算定すべきではない。代わりに、システムからの排出

量、除去量、その他の指標はすべて、システムの他の生産物に配分されるべきである。なお、この廃棄物に関する配分ガイダンスは、報告企業が購入

する前の段階（スコープ 3 のカテゴリ 1）で発生した農産物の損失・廃棄（例：食品ロス・廃棄）に関連する排出量やその他の指標の算定方法

とは異なる点に留意されたい。要件 3 を参照のこと。 

⚫ リサイクル：リサイクルとは、製品または材料がある製品のライフサイクルを終えた後、別の製品のライフサイクルにおいて原料投入としてリユースまたは

リサイクルされることを指す。企業は、リサイクル含有物配分手法に基づき、リサイクルに関する「スコープ 3 基準」のシステム境界に従うべきである。取

得されたリサイクル素材のライフサイクルは、リサイクルプロセスから開始すると仮定される。したがって、リサイクル素材の使用は、リサイクルプロセスの

上流側のいかなる影響とも関連付けるべきではない。（リサイクルプロセスから始まる）ライフサイクルにおけるその後の排出量はすべて算定対象とな

る。 

 企業は、リサイクルされる消費財廃棄物（例：使用済み食用油、回収繊維）またはリユースされる消費財廃棄物（例：別のプロセスにお

いて原料投入としてリユースされる材料／残渣）について、廃棄物の市場価値にかかわらず、リサイクル含有物配分手法を使用しても差し支

えない。 

 

 

 

後注 

1 一部の地域では、データ保護や農家保護に関する法的要件により、こうした一部のデータへのアクセスや共有が妨げられる可能性がある。開示に関

する既存の規制（例：反トラスト規制、データプライバシー法）は、この要件に優先する。 

2 Szebiotko（1985）より転用。 
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パート 2 

GHG インベントリの集計 
パート 2.1 

すべての土地セクター企業に対する要件 
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第 7 章および第 8 章の概要：土地利用変化に関連する指標 

農産物の生産には耕作地や牧草地が必要であり、農地化のために自然生態系を開拓すると、通常、植物や土壌に貯留されていた炭素が大量に失わ

れる。世界の耕作地の大部分と、少なくとも 30％の牧草地は、かつて森林であったか、あるいは現在よりも高い炭素貯留量を示していたa。農産物に対

する世界的な需要の高まりにより、耕作地は世界的に総面積・純面積の両面で拡大しており、炭素が豊富な陸上生態系においては牧草地が拡大して

いる。農業の拡大は、一般的に世界の GHG 排出量の約 10％に寄与すると推定されているb。 

農地がいつ開拓されたかにかかわらず、企業が要求する農地の総量は、地球規模の土地利用変化によるネット排出量をもたらす地球規模の土地圧力

に寄与する。 

農地拡大による排出量への企業の寄与度を算定するため、本基準では複数の指標の報告が必要となる。 

 

⚫ 第 7 章：土地利用変化（LUC）による排出量指標（直接的および統計的土地利用変化による排出量）は、企業の事業活動またはバリュー

チェーン内の土地での活動に起因する、農地の総面積の最近の拡大に伴う年間排出量を測定するものである。 

 第 8 章：土地利用指標（ヘクタール単位の農地占有量として表現が義務付けられ、任意で土地利用カテゴリ別の土地占有量または土地利用の

炭素機会費用として表現可能）は、地球規模の農地利用への企業の寄与度を定量化するものである。土地利用指標、特に強度指標の変化は、

土地利用変化に対する正負いずれかの寄与度を反映する。また企業は、自らのアクションにより食料や飼料の生産の強制移動が発生した場合、土

地炭素リーケージの報告も求められる。 

 

土地利用変化への企業の寄与度を完全に算定するには、土地利用変化による排出量と、地球規模の農地利用への企業の寄与度の測定値の両方を

組み合わせる必要がある。 

 

注：a. Klein Goldewijk et al.（2017）。牧草地の推定値は、土地被覆のしきい値に関する仮定によって異なる（例：Hayek et al.（2024）を参照）。b. IPCC 

2022。この推定値では、国レベルでのネットベースの農地利用拡大を考慮し、農地放棄や森林再生も加味している。農業の全体的な拡大に起因する地球規模の排出量

はそれ以上に大きい。 
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第 7 章 

土地利用変化による排出量 

本章では、企業の GHG インベントリにおける最近の土地利用変化（LUC）に起因する GHG 排出量の算定・報告について

の要件と推奨事項を示す。LUC による排出量には、近年発生した森林破壊や、その他土地利用カテゴリまたはサブカテゴリ間

の転用に起因する排出量が含まれる。 

7.1 概要 

LUC による排出量とは、土地利用カテゴリまたはサブカテゴリ間の土地利用の変化に起因する GHG のあらゆる放出を指す（土地利用カテゴリの定義につ

いては、「用語集」および「ガイダンス」を参照）。サブカテゴリの土地利用変化とは、土地利用カテゴリ内のサブカテゴリ間の変化を指し、例えば、自然林から

プランテーション森林への転用などが該当する（下記要件 11 を参照）。LUC による排出量は、すべての土地生態系炭素プールにおける総土地炭素ストッ

クの減少量と、土地利用変化に起因するその他の GHG 排出量に基づいて算出される。LUC（例：再植林または植林）による除去量は、「土地利用変

化による排出量」とは別に「土地管理による CO2 除去量」として算定される（第 13 章参照）。 

LUC による排出量は、一般的に転用後すぐ大気中に放出されるが、土地利用転換は、生産システムによっては翌年だけでなく、長年にわたり持続的な農

業生産を可能にする場合がある。転用に伴う LUC による排出量は、LUC が発生した年の生産だけでなく、LUC 評価期間（20 年以上）中に生産された

全製品に割り当てられる。線形割引法と呼ばれる手法を用いることで、転用発生年に近い時期に生産された製品は、転用発生年から遠く離れた時期に

生産された製品よりも重み付けが強くなる（すなわち、LUC による排出量がより多く割り当てられる）。 

企業は、自ら所有または管理する土地、あるいはバリューチェーン内で完全なトレーサビリティを有する LMU について、「LMU レベル」の直接的土地利用変化

（dLUC）計算手法を用いて LUC による排出量を算定する（図 7.1 および表 7.1）。具体的な供給地が不明な場合、企業は「管轄区域レベル」の 

dLUC 計算手法または統計的土地利用変化（sLUC）計算手法を用いて土地利用変化による排出量を算定する（図 7.1 および表 7.1）。企業は第

三者データベースが提供する sLUC 排出係数を利用できるが、当該排出係数が製品拡大配分法を適用し、要件 10 に定めるその他の要件を満たしている

ことを検証しなければならない。 

家畜を飼育する企業、または自社のバリューチェーンに畜産物を含む企業は、LUC 算定要件 10.1 に従わなければならない。貯水池を所有もしくは管理する

企業、または自社のバリューチェーンに貯水池を含む（水力発電から電力を購入している場合など）企業は、LUC 算定要件 10.2 に従わなければならな

い。 
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図 7.1 バリューチェーンのトレーサビリティに基づく土地利用変化による排出量の計算手法 

スコープ 3 空間境界 統計的土地利用変化（sLUC） 直接的土地利用変化（dLUC） 

「管轄区域レベル」の直接的土地利用変化

（jdLUC） 

「LMU レベル」の直接的土地利用変化 

グローバル    

管轄区域    

調達地域    

土地管理区画（LMU）    

採取エリア    

 ■ 計算手法が適用可能である ■ 計算手法が適用可能でない  

7.2 要件 

7.2.1 算定要件 

要件 10： 

土地利用変化による排出量の算定 

企業は、以下の要件に従い、土地利用変化による排出量を算定しなければならない。 

⚫ GHG 排出量：企業は、LUC によって発生する CO2、CH4、および N2O の排出量を算定しなければならない。 

⚫ 炭素プール：企業は、すべての土地炭素プール（すなわち、地上部・地下部バイオマス炭素プール、枯死有機物炭素プール、土壌炭素プール）にお

ける土地炭素ストックの総減少量に基づき、LUC による CO2 排出量を算定しなければならない。 

 LUC が排出量の発生につながる初期転用後にネット除去量または除去量をもたらす場合、企業はまず初期土地利用変化の LUC グロス排出

量を算定する必要があり、その後、第 12 章および第 13 章に定める除去量算定要件に従い、その後の土地利用における土地管理による 

CO2 ネット除去量を別途算定しても差し支えない。 

⚫ 期間：企業は、LUC 評価期間内に発生した LUC による排出量を算定しなければならない。 

 栽培サイクルもしくは輪作期間が 20 年以下の一年生作物、またはその他土地ベースの製品・サービスについては、評価期間は 20 年とする。

LUC 評価期間は、報告年の前年から報告年を含む期間とする（例：2020 年が報告年の場合、2001 年から 2020 年までの期間が評価期

間となる）。 

 栽培サイクルまたは輪作期間が 20 年を超える土地ベース製品については、当該サイクルまたは期間の長さを LUC 評価期間（報告年の前年

から報告年を含む）として使用する。 

 企業は、「ガイダンス」のセクション 7.5 に定める計算式に基づき、線形割引法を用いて、LUC による排出量を LUC 評価期間の各年に配分する

か、または表 7.1（「管轄区域レベルの dLUC、シナリオ B」を参照）に定める特定の状況において他の時間割引法（例：均等割引法）を使

用する場合は、その旨を開示し、その正当性を示す必要がある。 

⚫ 空間境界：企業は、自ら所有または管理する土地におけるスコープ 1 の LUC による排出量、および自社のバリューチェーン内の土地におけるスコープ 

3 の LUC による排出量を算定しなければならない。スコープ 1 および 3 の空間境界に含まれる土地を定義するための要件は、要件 5 に規定されて

いる。 
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 sLUC または dLUC 計算手法を用いた算定において、要件 5 および要件 6 をいかに満たすかについて詳しくは、「ガイダンス」のセクション 7.4 を

参照のこと。 

⚫ 計算手法：企業は、所定の製品タイプについて、調達管轄区域ごとに、直接的土地利用変化（dLUC 計算手法、すなわち「LMU レベル」または

「管轄区域レベル」の dLUC 計算手法）もしくは統計的土地利用変化（sLUC）計算手法のいずれかを使用しなければならない（セクション 7.3 

の「一貫した計算手法に関する推奨事項」も参照のこと）。 

 企業は、自社のデータの可用性とバリューチェーンのトレーサビリティが許容する範囲内で、最も正確な計算手法を選択しなければならない。選択

された手法は、表 7.1 に示す土地利用変化の算定における計算手法の優先順位に従うべきである。 

 sLUC 計算手法を使用する企業は、製品拡大配分法を適用するか、またはセクション 7.3 に規定される特定の状況（「sLUC 配分法の例外」

を参照）において責任共有配分法を使用する場合は、その正当性を示す必要がある。 

⚫ ベースラインの再設定：企業は、以下の場合にベースラインを再設定しなければならない。 

 所定の製品について、調達管轄区域ごとに、LUC による排出量の計算手法に変更があった場合（すなわち、sLUC 計算手法と dLUC 計算手

法間で変更があった場合）、または 

 所定の製品について、調達管轄区域ごとに、計算手法内で使用されるデータ／方法に変更があった場合（例：非空間化作物統計データから

空間化作物統計データへの変更）。 

基準年または基準期間の再計算に関する詳細については、要件 28 を参照のこと。 

 

特定のケース 

要件 10.1 

畜産物 

家畜を飼育する企業、または自社のバリューチェーンに畜産物を含む企業は、家畜の放牧に使用される土地と、家畜がそのライフサイクルを通じて消費す

る飼料の生産に使用される耕作地の両方における土地利用変化による排出量を算定しなければならない。 

 

要件 10.2 

貯水池に起因する排出量 

貯水池を所有もしくは管理する企業、貯水池の水力発電で生成された電力を購入する企業、貯水池に貯留された水で灌漑された農産物を生産もしく

は購入する企業、またはその他の方法で貯水池をバリューチェーンに組み込む企業は、貯水池に起因する排出量を、土地利用変化による排出量として

算定・報告しなければならない。 

⚫ 水力発電に関連する排出量：水力発電で生成された電力を取得または購入する企業は、貯水池に起因する排出量を、スコープ 3 のカテゴリ 3 に

おける LUC による排出量として算定しなければならない。 

⚫ CO2 の評価期間：貯水池に転用された土地からの CO2 排出量は、LUC（すなわち、貯水池の造成）後最初の 20 年間にわたって算定すべきで

ある。 

⚫ CH4 の評価期間：貯水池に転用された土地からの CH4 排出量は、LUC（すなわち、貯水池の造成）後最初の 100 年間にわたって算定すべき

である。 

⚫ 方法の優先順位：企業は、貯水池に起因する LUC による排出量の算定方法として、以下の優先順位に従うべきである。1) 現地測定、2) モデリ

ングツール（例：G-Res ツール）、3) IPCC 排出係数。現地測定を使用する場合、企業は 5～10 年間の平均値を用いて算定すべきである。 
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要件 11： 

サブカテゴリの土地利用変化による排出量の算定1 

企業は、以下の要件に従い、サブカテゴリの土地利用変化による排出量を算定しなければならない。 

⚫ GHG 排出量、炭素プール、期間、空間境界、計算手法、およびベースラインの再設定：企業は、サブカテゴリの土地利用変化による排出量を算

定する際、要件 10 に規定された要件に従う必要がある。 

⚫ 森林地サブカテゴリの土地利用変化：企業は、以下の場合において、森林サブカテゴリの土地利用変化による排出量を算定しなければならない。 

 LUC 評価期間内に、自然林の伐採もしくは自然林の深刻かつ持続的な劣化2が発生した場合、または 

 自然林が、プランテーション森林または樹木作物（例：果樹園、油ヤシ農園、オリーブ園、および樹冠下で作物が栽培されるアグロフォレストリー

システム）3に置き換えられた場合。 

プランテーション森林：植林や意図的な播種によって造成された樹木が主体（すなわち、成熟時の立木蓄積量の 50％超）で構成される森林

であり、集約的に管理され、植林時および林分成熟時にすべての基準（単一または二種の樹種、均一な齢級、規則的な間隔）を満たすもの

と定義される4。 

⚫ 草地サブカテゴリの土地利用変化：企業は、以下の場合において、草地サブカテゴリの土地利用変化による排出量を算定しなければならない。 

 自然草地（例：サバンナ、低木地、および森林基準値を下回るその他の土地被覆）から、集約的に管理される草地（例：改良または植栽

された牧草地、あるいは深刻かつ持続的な劣化を特徴とする放牧地）への転用2。 

⚫ 湿地サブカテゴリの土地利用変化：企業は、以下の場合において、湿地サブカテゴリの土地利用変化による排出量を算定しなければならない。 

 自然湿地から生産的な湿地への転用（すなわち排水）。注：この転用は、IPCC 分類体系において、サブカテゴリの土地利用変化ではなく、

土地利用変化として扱われる。 

 

7.2.2 報告要件 

土地利用変化による排出量に関する報告要件 

企業は以下を報告しなければならない。 

⚫ 物理的な GHG インベントリにおいて報告される、「土地に関わる排出量」項目下にある「土地利用変化による排出量」算定サブカテゴリ内の土地利

用変化およびサブカテゴリの土地利用変化による排出量。 

企業は、GHG 報告書において、土地利用変化およびサブカテゴリの土地利用変化による排出量に関連する以下の情報を開示しなければならない。 

⚫ 計算手法：スコープ 1 およびスコープ 3 の土地利用変化による排出量を算定するにあたり、dLUC または sLUC のどちらの計算手法を使用したか

（セクション 7.3 の「一貫した計算手法に関する推奨事項」を参照）。その際、使用した手法の正確性とデータの可用性に関する根拠を提示するこ

と。 

 sLUC 指標を使用した場合、製品拡大配分法に代わる手法を用いて sLUC による排出量を算出したかどうか。該当する場合は、使用した手法

の正当性を示すこと（セクション 7.3 の「sLUC 配分法の例外」を参照）。 

 dLUC 指標を使用した場合、土地利用変化による排出量に採用した配分法、およびスコープ 3 の土地利用変化による排出量について、自社

のバリューチェーン内の関連する土地領域に対するトレーサビリティを企業がどのように実証したかを示す情報。 
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⚫ 期間：LUC 評価期間の長さ、および関連する栽培サイクルまたは輪作期間とその関連性、ならびに土地利用変化による排出量を LUC 評価期間

に配分するために線形割引法に代わる手法を使用したかどうか（表 7.1 の「管轄区域レベルの dLUC、シナリオ B」を参照）。線形割引法の代替

手法を使用した場合、採用した手法の正当性を示すこと。 

⚫ 畜産物および貯水池に起因する排出量：報告された土地利用変化による排出量に、畜産物と貯水池の両方またはそのいずれかに起因する LUC 

による排出量が含まれているかどうか。これらの活動が報告会社に関連しない場合は、その正当性を示すこと。 

7.3 推奨事項 

直接的土地利用変化計算手法または統計的土地利用変化計算手法の選択 

一貫した計算手法に関する推奨事項： 

企業は、以下の項目について単一の計算手法を決定すべきである。1) スコープ 1 の LUC による排出量、および 2) スコープ 3 の LUC による排出量にお

ける調達管轄区域ごとの土地利用変化に関連した製品タイプ。企業は、インベントリ全体において dLUC と sLUC の両方の計算手法を使用しても差し

支えないが、所定の製品タイプについて調達管轄区域ごとに異なる 2 つの手法を使用すべきではない。注：「LMU レベル」の dLUC 計算手法と「管轄

区域レベル」の dLUC 計算手法は、2 つの異なる種類の dLUC 計算手法であり、同一の製品タイプに対して使用しても差し支えない。 

⚫ 家畜およびその他のシステムに対する LUC 計算手法の例外：企業は、主要製品の生産地に起因する LUC による排出量と、当該主要製品の生

産投入物となる製品の生産地に起因する LUC による排出量の算定を実施するために、2 つの異なる LUC 計算手法を使用しても差し支えない

（例：動物の放牧地には dLUC 手法、補足飼料の生産地には sLUC 手法）。 

計算手法の選択に関する推奨事項： 

企業は、以下に説明する通り、表 7.1 に記載された計算手法の優先順位に従うべきである。 

「LMU レベル」の直接的土地利用変化（dLUC）計算手法：企業は、以下の土地における LUC による排出量を算定するため、LMU レベルの 

dLUC 計算手法（表 7.1 を参照）を使用すべきである。 

⚫ 企業が所有または管理するすべての土地。 

⚫ 報告企業が調達元とする LMU 内のすべての土地、かつ要件 8 に従い、完全なトレーサビリティを有する土地。 

「管轄区域レベル」の直接的土地利用変化（dLUC）計算手法：企業が調達地域または管轄区域までのトレーサビリティを有し、かつ自社が調

達元とする当該調達地域または管轄区域内の寄与し得る生産的な土地（要件 6 を参照）全域における「管轄区域レベル」の dLUC による排

出量を推定する（すなわち、寄与し得る生産的な農地全域において LUC 評価期間中に発生した LUC を空間的に特定する）のに十分な空間

データが存在する場合、企業は管轄区域レベルの dLUC 計算手法（表 7.1 を参照）を用いて LUC による排出量を算定すべきである。 

⚫ この手法には空間データが必要であり、具体的には以下のものが含まれる。報告年において調達対象製品が生産された管轄区域または調

達地域内のすべての LMU（すなわち、すべての寄与し得る生産的な農地）の完全な作付範囲マップ、ならびに LUC 評価期間中の全年度

または一部の年度（理想的には LUC 評価期間の初年度と最終年度を含む）の管轄区域における土地利用／土地被覆マップ。「管轄区

域レベル」の dLUC 計算手法の実施方法については、「ガイダンス」を参照のこと。 

⚫ これら 2 つの計算手法は方法論的に互換性があるため、企業は、「管轄区域レベル」と「LMU レベル」の dLUC 計算手法を組み合わせて、

調達管轄区域別の製品タイプに合わせた LUC 算定を実施できる。企業は、要件 8 に従い、報告企業が調達元とし、完全なトレーサビリティ

を有するあらゆる LMU に対して、LMU レベルの dLUC 排出係数を使用すべきである。 

統計的土地利用変化（sLUC）計算手法：企業が有する最も詳細なトレーサビリティのレベルが管轄区域または調達地域までであり、かつ統計

データのみが利用可能な場合（すなわち、報告年において空間的・非統計的な作付範囲マップが利用できず、「管轄区域レベル」の dLUC 計算

手法を実施できない場合）、企業は管轄区域または調達地域内のすべての土地における LUC による排出量を算定するため、sLUC 計算手法
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（表 7.1 を参照）を使用すべきである。sLUC 計算手法の実施方法については、「ガイダンス」を参照のこと。 

sLUC 計算手法から dLUC 計算手法への移行に関する推奨事項： 

企業が LUC による排出量を推定するために統計データから空間的に明示されたデータへと移行する場合（すなわち、sLUC 計算手法から管轄区域レベ

ルの dLUC 計算手法へと移行する場合、表 7.1 を参照）、以下のガイダンスに従うべきである。なお、企業は要件 10 におけるベースラインの再設定要

件も満たす必要があることに留意されたい。 

⚫ sLUC 計算手法から dLUC 計算手法への移行：企業が、主要な土地利用変化に関連した商品量の 80％以上について、管轄区域レベル

の dLUC 計算手法を用いて LUC による排出量を推定するためのデータを有しているものの、残りの商品量 20％について管轄区域レベルの 

dLUC による排出量を推定するための十分なデータが利用できない場合、算定を実施するために、企業は、sLUC 計算手法に従い空間的に

明示された統計データを用いて、残りの LUC による排出量を推定しても差し支えない。このような場合において空間的に明示されたデータを用

いて sLUC による排出量を推定する際、企業は、データの可用性に応じて、製品拡大配分法を優先的に使用し、次に責任共有配分法を使

用すべきである。 

⚫ sLUC 配分法の例外：要件 10 の例外として、空間的に明示された統計データを用いて sLUC による排出量を推定する場合、企業は責任

共有配分法を使用しても差し支えない。ただし、当該データにより製品拡大配分法を適用するために必要な、時間軸に沿った一貫性のある

表現が不可能である場合に限る。 

 

表 7.1 土地利用変化による排出量計算手法の優先順位 

精度に基づく優先順位 計算手法 トレーサビリティ要件 空間的なデータ要件 割引法 

最も高い精度 土地管理区画（LMU）レベルの

直接的土地利用変化

（dLUC）：LMU レベルの dLUC 

による排出量データを使用。 

報告年において LMU までの完全

なトレーサビリティが確保されてい

る。 

全年度または大半の年度（評価

期間の初年度と最終年度を含む

べき）における管轄区域または調

達地域の土地利用／土地被覆

マップ。 

線形割引法 

中程度の精度 管轄区域レベルの dLUC：企業が

すべての LMU までの完全なトレー

サビリティを有しておらず、かつ完全

な管轄区域レベルの土地利用マッ

プが全年度（シナリオ A）または

一部の年度（シナリオ B）で利用

可能な場合、管轄区域（すなわち

国家または地方自治体）レベルの 

dLUC 排出係数を使用する（セク

ション 7.3 の「土地利用変化計算

手法の選択」を参照）。 

適用可能な場合、企業が LMU ま

での完全なトレーサビリティを有して

いるならば、LMU レベルの dLUC 

排出係数との併用が可能である。 

報告年において LMU までのトレー

サビリティが完全ではない。 

シナリオ A：LUC 評価期間の全

年度または大半の年度（評価期

間の初年度と最終年度を含むべ

き）における管轄区域または調達

地域の土地利用／土地被覆マッ

プ。 

報告年における管轄区域または調

達地域内の寄与し得る生産的な

農地に関する作物別マップ。 

シナリオ A： 

線形割引法 

シナリオ B：LUC 評価期間の一

部の年度（評価期間の初年度と

最終年度を含むべき）における管

轄区域または調達地域の土地利

用／土地被覆マップ。 

報告年における管轄区域または調

達地域内の寄与し得る生産的な

農地に関する作物別マップ。 

シナリオ B： 

線形割引法 

（LUC 評価期間において 

2 年超の土地利用／土地

被覆マップが利用可能な

場合）。 

イコール 

（LUC 評価期間において 

2 年分のみ（例：初年度

と最終年度）の土地利用

／土地被覆マップが利用

可能な場合）。 
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最も低い精度 統計的土地利用変化

（sLUC）：国家レベル、地方自

治体レベル、または調達地域の 

sLUC 排出係数のみを使用。 

報告年において LMU までのトレー

サビリティが完全ではない。 

統計データのみ利用可能a 線形割引法 

注：a. なお、統計データが空間的に分布している場合（すなわち、予測的な作物分布モデルがある場合）、「空間的」な sLUC 計算手法が適用可能である。報告年におい

て、関連商品に関する空間的かつ非統計的な作付範囲マップを企業が保有している場合は、管轄区域レベルの dLUC 計算手法を使用すること。 
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後注 

1 このテキストには、本基準の今後の改定版における森林炭素算定に関する決議に整合させるために変更され得る要素が含まれている。ボックス 9.1 

を参照。 

2 自然生態系からの転用に関するさらなるガイダンスについては、アカウンタビリティ・フレームワーク・イニシアチブ（AFi）を参照のこと。 

3 要件 10 に規定される通り、森林サブカテゴリの土地利用変化による排出量を算定するには、企業はまず当該サブカテゴリの土地利用変化に起因

する全土地炭素プールにおける初期土地炭素ストックのグロス減少量に基づき、サブカテゴリの LUC CO2 排出量を算定しなければならない。プラン

テーション森林の再生および管理に起因する土地管理による CO2 除去量の算定については、本基準の今後の改定版における森林炭素算定に関

する決議に従うものとする。ボックス 9.1 を参照。 

4 定義は FAO（2018）からの転用。 

 

 

https://accountability-framework.org/the-accountability-framework/definitions/article/conversion/
https://accountability-framework.org/
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第 8 章 

土地利用およびリーケージ 

本章では、「土地利用」および「土地炭素リーケージ」算定カテゴリを算定・報告するための要件、推奨事項、および任意事項を

示す。前者は企業の農地利用による年間影響を定量化し、後者は企業のアクションによって発生した食料や飼料の生産の強

制移動による GHG インパクト（すなわち土地炭素リーケージ）を定量化する。 

8.1 概要 

農地は農業生産の投入要素であり、通常は原生植物や土壌からの炭素損失を必要とする。農地がいつ開拓されたかにかかわらず、企業が要求する農地

の総量は、地球規模の土地利用変化によるネット排出量をもたらす地球規模の土地圧力に寄与する1。農地利用を算定することで、地球規模の土地利

用および転用圧力への企業の寄与度を定量化することが可能となる。 

土地面積が有限で土地をめぐる競争が激化している土地セクターでは、土地炭素リーケージの発生リスクが高い。土地炭素リーケージは、食料や飼料の生産

の強制移動が発生した結果、農地の拡大が促され、企業の事業活動またはバリューチェーン内の土地を超えて土地利用変化が生じる場合に発生する（図 

8.1）。土地炭素リーケージを定量化することで、企業はこれらの影響を適切に算定し、総排出量の削減を目指すことができる。 

企業は以下の事項を算定することが求められる。 

 土地占有量（LO）。ヘクタール単位で測定される（要件 12）。 

 土地炭素リーケージ。二酸化炭素換算（CO2e）で測定される（要件 13）。土地炭素リーケージは、炭素機会費用計算手法を用いて、企業のアク

ションにより削減または転換された食料や飼料の生産量と種類を置き換えるために自然生態系を農地へ転用したことで植物や土壌から失われた炭素

量として算出される。 

企業は以下を算定することが推奨される（セクション 8.3 の「土地利用に関する詳細な報告」推奨事項を参照）。 

 土地占有量（LO）。ヘクタール単位で測定され、土地利用カテゴリ（例：耕作地、草地など）別に細分化される。 

 土地利用の炭素機会費用（COC）。CO2e で測定される。土地利用算定カテゴリは、COC 計算手法を用いて、ヘクタール（すなわち、土地占有

量）ではなく、炭素換算値で算出することも可能である。土地利用の COC とは、原生植物と比較した、農業用として利用されている土地の植物およ

び土壌からの総炭素損失量を指す。 
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図 8.1 土地炭素リーケージ 

8.2 要件 

8.2.1 算定要件 

要件 12： 

土地利用の算定 

企業は、スコープ1およびスコープ3の農地の「土地占有量」（ヘクタール単位）を算定・報告しなければならない。 

 

要件 13： 

土地炭素リーケージの算定 

企業が土地炭素リーケージリスクの高い活動（下記に規定）を実施し、その結果として、GHG 排出量の削減、除去量の増加、または代替となる非生

物由来製品の使用と比較した排出量の削減を報告する一方で、農地における食料または飼料の生産を減少または転換させる場合、当該企業は、強

制移動された食料の生産に伴う土地利用関連の GHG インパクトを定量化し、スコープ 1 およびスコープ 3 に関連する「土地炭素リーケージ」算定カテゴ

リにおいて、当該リーケージを別途報告しなければならない。 

リーケージリスクの高い活動 食料または飼料の生産が強制 

移動され、土地転用に寄与する 

 
 

 

食料・飼料以外の用途に使用される食料またはその他の農産物 

 

除去をもたらす土地管理または土地利用の変化に起因する 

食料生産量の大幅な減少 

 

土地管理方法の変更による作物収量の大幅な減少 
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⚫ 土地炭素リーケージリスクの高い活動：報告年において、企業の事業活動またはバリューチェーン内で以下のいずれかの活動が発生した場合、企業

は土地炭素リーケージを定量化しなければならない。 

 食料またはその他の農産物の、食料・飼料以外の用途での使用（例：作物由来のバイオ燃料またはバイオベースの原料）。 

 CO2 除去をもたらす土地管理または土地利用の変化（例：耕作地から森林地への土地利用変化）により生じる、長期にわたる食料生産

量の大幅な減少。ただし、食料生産の長期的な持続可能性を向上させるために実施された変更は除く。 

 耕作地管理方法の変更（例：化学物質の投入量を削減するが、それと同時に作物収量も大幅に減少させる方法）により生じる、長期にわ

たる作物収量（ヘクタール当たり）の大幅な減少。ただし、食料生産の長期的な持続可能性を向上させるために実施された変更は除く。 

⚫ 定量化手法：企業は、削減または転換された食料や飼料の生産量と種類を平均収量で置き換えるために自然生態系を農地へ転用したことによ

り生じた年間換算の平均炭素ストック損失量（「炭素機会費用」）を用いて、土地炭素リーケージを定量化しなければならない2。 

 

8.2.2 報告要件 

土地利用に関する報告要件 

企業は以下を報告しなければならない。 

⚫ 物理的な GHG インベントリとは別に報告される、「土地利用」項目下にある「土地占有量」算定サブカテゴリ内の土地占有量（ヘクタール単位）。 

さらに企業は、GHG 報告書において、土地占有量の算出に使用した収量および係数を開示しなければならない。企業が「土地利用の炭素機会費用」

の報告を選択している場合は、使用した係数を開示しなければならない。 

 

土地炭素リーケージに関する報告要件 

事業活動またはバリューチェーン内にリーケージリスクの高い活動を有する企業は、以下を報告しなければならない。 

⚫ 物理的な GHG インベントリとは別に報告される、「土地炭素リーケージ」算定サブカテゴリ内のリーケージ。 

企業は GHG 報告書において以下の情報を開示しなければならない。 

⚫ 土地炭素リーケージリスクの高い活動：事業活動またはバリューチェーン内にリーケージリスクの高い活動が存在するかどうか、およびそれらの活動の説

明。 

 企業がリーケージリスクの高い活動を有し、「土地炭素リーケージ」を算定・報告する場合、報告書において以下の情報を開示しなければならな

い。削減または転換された食料・飼料作物の総量、土地炭素リーケージの境界（該当する場合は複数の境界）、および土地炭素リーケージの

算出に使用した対応する炭素機会費用係数。 

 企業がリーケージリスクの高い活動を有していない場合、または本要件が適用されない場合で、「土地炭素リーケージ」の算定・報告を行わない

場合は、その正当な理由を提示しなければならない。 
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8.3 推奨事項 

土地利用に関する詳細な報告 

土地利用をヘクタール単位で測定する場合、土地の種類や炭素貯留能力の違いを区別できない。これらの能力は降雨量や気温などの要因により世界

的に大きく異なる可能性がある。企業は、スコープ 1 およびスコープ 3 の総土地占有量（ヘクタール単位）の報告に際し、以下のいずれか一方または両

方の手法を用いて、さらに踏み込んだ報告を行うべきである。 

⚫ 土地の種類別の細分化：「土地利用」項目下にある「土地占有量」算定サブカテゴリにおいて、土地利用カテゴリ（例：耕作地、草地）別に、ス

コープ 1 とスコープ 3 の農地占有量（ヘクタール単位）を別途報告する。 

⚫ 農地利用の炭素機会費用の定量化：「土地利用」項目下にある「土地利用の炭素機会費用」（COC）算定サブカテゴリにおいて、COC 指標を

用いて、スコープ 1 とスコープ 3 の農地利用を別途報告する。COC 係数は、製品単位当たりまたは土地面積単位当たりの CO2e 単位で表すことが

できる。COC 指標を用いた土地利用カテゴリの算定方法については、「ガイダンス」を参照のこと。 

 

 

 

 

後注 

1 Ritchie and Roser（2019）、Houghton and Nassikas（2017）、Burney et al.（2010）。 

2 炭素機会費用手法は、自然生態系の農地転用によって強制移動された食料が 1 対 1 で置き換わると仮定してリーケージを推定するため、報告す

べき関連情報である。規制または GHG プログラムが、その規制またはプログラムの目的のために土地炭素リーケージカテゴリを適用する方法を個別に

規定している場合、対象企業は炭素機会費用に基づく値に加えて、並行するリーケージ推定値を報告しても差し支えない。 
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第 9 章および第 10 章の概要：農地管理による排出量 

農地管理による排出量とは、既存農地における人為的活動（すなわち、土地利用変化を伴わない管理活動）に起因する排出量を指す。農地管理

による排出量には、農地管理活動に起因する生物由来 CO2 ネット排出量、非生物由来 CO2 排出量、およびその他の GHG 排出量（すなわち 

CH4、N2O など）が含まれる。農地管理による排出量は、土地セクターにおける世界全体の排出量の約 50％を占める（残りの半分は土地利用変化

による排出量）a。農地管理による排出量は、GHG インベントリにおいて別個の算定サブカテゴリで算定される。 

 第 9 章：既存の農地での農業活動（例：耕うん、圃場整備、間引き・剪定、収穫、その他の圃場内または圃場縁辺部の管理作業）は、地上

部・地下部バイオマス炭素プール、土壌炭素プール、枯死有機物炭素プールに影響を及ぼし得る。既存の農地での管理活動に起因する土地炭素

プール全体のネット損失は、このカテゴリにおいて、土地管理による生物由来 CO2 ネット排出量として算定される。最近の土地利用変化に起因する

生物由来 CO2 排出量は、土地利用変化による排出量として算定される（第 7 章を参照）。 

 第 10 章：農業活動は、メタン、亜酸化窒素、非生物由来 CO2 の排出など、その他の GHG の排出も引き起こす。このカテゴリにおける排出源の例

としては、消化管内発酵、家畜糞尿管理手法、管理土壌への投入物（例：肥料、石灰など）、米作などによる排出が挙げられる。これら排出源

からの GHG 排出は、このカテゴリにおいて、土地管理生産活動による排出量として算定される。 

 

注：a. IPCC 2022。 
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第 9 章 

土地管理による生物由来 CO2 ネット排出量 

本章では、スコープ 1 およびスコープ 3 の両方の観点から、同一の土地利用に留まる土地における土地管理活動（例：既存

の農地における農業管理活動）から生じる生物由来 CO2 ネット排出量の算定に関する要件とガイダンスを示す。 

9.1 概要 

土地管理による生物由来 CO2 ネット排出量とは、報告年において同一の土地利用カテゴリまたはサブカテゴリに留まる土地における管理活動によって生じ

る生物由来 CO2 ネット排出量を指す。既存の農地における土地管理活動（例：圃場整備や収穫）は、地上部・地下部バイオマス炭素プール、枯死有

機物炭素プール、土壌炭素プールを含む土地ベースの炭素プールに影響を及ぼし得る（図 9.1）。 

 土地管理による生物由来 CO2 ネット排出量は、ストック変動量算定手法を用いて算出される。企業は、すべての必須炭素プールについて土地炭素ス

トックのネット変動量を推定することが求められる（要件 14）。土地炭素ストックのネット変動量が減少した場合、その差分は土地管理による CO2 

ネット排出量として算定される。土地炭素ストックのネット変動量が増加した場合、その差分は土地管理による CO2 除去量として算定しても差し支えな

い。土地管理による CO2 除去量は、報告される場合、排出量とは別個に算定され、追加の算定・報告要件が適用される（第 13 章を参照）。 

 GHG インベントリは、土地炭素ストックに対する直接的な人為的影響のみを算定対象とする。既存の生産的な農地における土地炭素ストックのすべて

の変動は、人為的とみなされる（要件 15）。 

 

図 9.1 土地炭素ストックネット変動の例 

 

 

 

耕うん 

 

過放牧 

 

バイオマス損失 
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減少 

炭素ストック 

年 

1             2            3          4 

時間経過に伴う炭素ストックの変動 
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9.2 要件 

9.2.1 算定要件 

要件 14： 

土地管理による生物由来 CO2 ネット排出量の算定1 

企業は、生産的な農地における土地管理による生物由来 CO2 ネット排出量を、以下の要件に従って算定しなければならない。 

⚫ 算定手法：企業は、報告年に発生した年間または年換算の土地炭素ストックネット損失量に基づき、ストック変動量算定手法を用いて、土地管

理による生物由来 CO2 ネット排出量を算定・報告しなければならない。 

 企業は、関連する輪作サイクルまたは作付けサイクルを反映した時間スケールでのモニタリング頻度を用いて、耕作地における炭素ストック変動

量を算定しても差し支えない。詳細については「ガイダンス」のセクション 9.4.3 を参照のこと。 

⚫ 空間境界：スコープ 1 およびスコープ 3 の空間境界を定義するには、要件 5 を参照のこと。 

 スコープ 1：企業は、スコープ 1 空間境界内のすべての農地における土地管理活動から生じる土地炭素ストックネット変動量を算定しなければ

ならない。 

 スコープ 3：企業は、以下のすべての土地における土地炭素ストックネット変動量を算定しなければならない。 

⚫ 関連する管轄区域または調達地域内の寄与し得る生産的な土地（要件 6 を参照） 

⚫ 関連する LMU 内の生産的な土地、および該当する場合、近接・隣接する非生産的な土地（要件 7 を参照） 

⚫ 関連する採取エリア内の生産的な土地 

⚫ スコープ 3 空間境界内のリース資産、フランチャイズ、投資に関わる土地 

⚫ 炭素プールと土地利用：土地炭素ストックネット変動量を推定する際、企業は、土地炭素ストックネット変動量の推定値に、以下の炭素プールに

おける変動量を最低限含める必要がある。 

 以下の土地における地上部・地下部バイオマスを含む、バイオマス炭素ストック変動量： 

⚫ すべての森林地 

⚫ 草地、耕作地、湿地、森林被覆または恒久的被覆を伴う開発地 

 以下の土地における枯死木およびリターを含む、枯死有機物由来炭素ストック変動量： 

⚫ 管理方法が木の残留物に大きな影響を与える森林地、草地、耕作地 

 以下の土地における鉱質土壌および有機土壌の土壌有機炭素を含む、土壌炭素ストック変動量： 

⚫ すべての草地および耕作地 

⚫ 管理方法が土壌を大きく攪乱している森林地、湿地、開発地 

⚫ 排出量なし：炭素ストックが増加した場合、企業は排出量ゼロとして報告することを選択でき、除去量要件の遵守対象とはならない（除去量ゼロ

も同時に報告する場合に限る）。 
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要件 15： 

農地に対する人為的影響1 

報告年内の生産的な農地における土地炭素ストックのすべての変動は、人為的とみなされる。企業は、報告年内のすべての農地における土地炭素ス

トックネット損失量を完全に算定しなければならない。これには、火災、嵐、その他自然攪乱に起因する劣化および炭素ストック損失による変動が含ま

れる。 

 

 

 

9.2.2 報告要件 

土地管理による生物由来 CO2 ネット排出量に関する報告要件 

企業は以下を報告しなければならない。 

⚫ 物理的な GHG インベントリにおいて報告される、「土地に関わる排出量」項目下にある「土地管理による生物由来 CO2 ネット排出量」算定サブカ

テゴリ内の土地炭素ストックネット損失量。 

企業は GHG 報告書において以下の情報を開示しなければならない。 

⚫ 算定手法：年間または年換算の炭素ストック損失量を算出するために、1 年分のデータが使用されたのか、それとも 1 年以上の期間のデータが使

用されたのか。 

⚫ 炭素プールと土地利用：ネット炭素ストック変動量の分析に含まれる具体的な土地炭素プール。特定の炭素プールと土地利用について「炭素ストッ

ク変動なし」と仮定する場合も含む。 

ボックス 9.1 森林地ならびに森林以外の非生産的な土地における土地管理による生物由来 CO2 ネット排出量お

よび土地管理による CO2 除去量の算定 

完全かつ正確な GHG インベントリを集計するには、森林地を所有または管理する企業、農業生産の範囲外にあるその他の森林以外の土地を

所有または管理する企業、林産物（例：木材、紙、パルプ、木質ペレット、樹脂など）を調達する企業、調達する農産物のスコープ 3 空間境

界に近接・隣接する非生産的な土地を含める企業は、自社の採取・管理・調達活動の結果として、土地管理による生物由来 CO2 ネット排出

量および土地管理による CO2 除去量がどのように生じるかを算定する必要がある。IPCC は「人為的排出量および除去量とは、国のインベントリ

に含まれる温室効果ガスの排出量および除去量が人間活動の結果であることを意味する」と述べている（IPCC 2006, 1.4; 2019）。しかし、森

林管理活動や、農業生産の範囲外にある森林以外の土地における土地管理に起因する排出量または除去量について、人為的であるか非人

為的であるかを区別することは困難である。これは、森林地と森林以外の非生産的な土地の両方において CO2 の排出と除去が発生し、それら

が人間活動によってもたらされる場合もあれば、人間活動とは無関係に発生する場合もあるためである。 

GHG プロトコルの独立基準委員会は、コーポレート GHG インベントリの森林地および森林以外の非生産的な土地における排出量と除去量の算

定に関するルールをまだ定めていない。森林地ならびに農業生産の範囲外にあるその他の森林以外の土地における土地管理による生物由来 

CO2 ネット排出量および土地管理による CO2 除去量に関する最終的な算定要件とガイダンスは、本基準の今後の改定版で公表される可能性

がある（ボックス 1.1 を参照）。 
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9.3 推奨事項 

生物由来土地 CO2 グロス排出量の報告 

企業はまた、「CO2 グロスフラックス」の細分化された算定サブカテゴリとして、「生物由来土地 CO2 グロス排出量」を算定し、別途報告すべきである。「生

物由来土地 CO2 グロス排出量」の開示により、土地炭素ストックネット変動量の推定に寄与する土地炭素ストックグロス損失量（例：土地炭素ス

トックネット変動量を推定する際に含まれる火災やその他自然攪乱に伴う土地炭素ストックグロス損失量）に対する透明性がさらに高まる。 

 

 

 

 

後注 

1 このテキストには、本基準の今後の改定版における森林炭素算定に関する決議に整合させるために変更され得る要素が含まれている。ボックス 9.1 を参照。 
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第 10 章 

土地管理生産活動による排出量 

本章では、スコープ 1 およびスコープ 3 の両方の観点から、土地利用全般にわたる土地管理生産活動による GHG 排出量の

算定に関する要件と推奨事項を示す。 

10.1 概要 

土地管理生産活動による排出量には、反復的な農業生産やその他の土地管理活動によって発生するメタン（CH4）、亜酸化窒素（N2O）、および非

生物由来 CO2 の排出量が含まれる（図 10.1）。これらの排出源を合わせると、あらゆる人間活動による年間の世界的な GHG 排出量の約 11％を占め

る1。 

企業は、すべての発生源からの土地管理生産活動による GHG 排出量を報告することが義務付けられている（要件 16）。現場でのエネルギー・燃料使用

による排出量、または生産活動への投入物として使用される製品のライフサイクルで発生する排出量も（データにより許容される場合は「化石燃料・産業由

来の排出量」として、そうでない場合は「土地管理生産活動による排出量」として）算定されなければならない。企業は、透明性を確保するため、これらの排

出量が GHG インベントリにおいて「化石燃料・産業由来の排出量」として報告されているか、あるいは「土地管理生産活動による排出量」として報告されて

いるかを開示しなければならない。 

 

図 10.1 土地管理生産活動による排出源の事例 
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注：a. 企業は、現場での燃料・エネルギー消費、燃料燃焼、空調・冷媒の使用、現場での廃棄物・廃水管理から生じる排出量、および土地管理に関連する購入済みエネル

ギーから生じる間接排出量が、土地に関わる排出量として報告されているか、あるいは化石燃料・産業由来の排出量として報告されているかを開示しなければならない。 
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10.2 要件 

10.2.1 算定要件 

要件 16： 

土地管理生産活動による排出量の算定 

企業は、以下の要件に従い、土地管理生産活動による排出量を算定しなければならない。 

⚫ 排出源：企業は、以下の排出源からの土地管理生産活動による排出量を算定しなければならない。 

 家畜による CH4 および N2O 排出量（消化管内発酵、管理された環境下での家畜糞尿管理、牧草地・放牧場・放牧地における家畜の糞尿

堆積による排出を含む） 

 土壌管理による N2O および非生物由来 CO2 排出量（管理土壌における窒素投入および土壌内部プロセスに起因する N2O 排出量、ならび

に石灰、尿素その他の投入物による土壌改良に伴う CO2 排出量を含む） 

 バイオマスの燃焼ならびに火災による CH4 および N2O 排出量 

 米作による CH4 排出量 

 泥炭地の再湛水による CH4 排出量 

⚫ 畜産物：家畜を飼育する企業、水産養殖を行う企業、または自社のバリューチェーンに畜産物を含む企業は、家畜の放牧に使用される土地と、家

畜やその他の動物がそのライフサイクルを通じて消費する飼料の生産に使用される耕作地での土地管理生産活動による排出量を算定しなければな

らない。 

 

10.2.2 報告要件 

土地管理生産活動による排出量に関する報告要件 

企業は以下を報告しなければならない。 

⚫ 物理的な GHG インベントリにおいて報告される、「土地に関わる排出量」カテゴリ下にある「土地管理生産活動による排出量」算定サブカテゴリ内の

生産活動による排出量。 

企業は GHG 報告書において以下の情報を開示しなければならない。 

⚫ 排出源：検討対象の排出源の説明。これには畜産物のライフサイクルにおける排出源も含まれる。 

⚫ 現場での燃料・エネルギー消費に起因する排出量：農産物の生産に使用される製品から生じるライフサイクルにおける GHG 排出量（例：飼料作

物、肥料、その他農業投入物の生産に起因する GHG 排出量）、空調・冷媒の使用、現場での廃棄物・廃水管理から生じるライフサイクルにおけ

る GHG 排出量、および土地管理生産活動に関連する購入済みエネルギーからの間接排出量が、「化石燃料・産業由来の排出量」として報告され

ているか、あるいは「土地管理生産活動による排出量」として報告されているか。 
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10.3 推奨事項 

化石燃料・産業由来の排出量 

その他 CH4、N2O、非生物由来 CO2、ハイドロフルオロカーボン類（HFC）、およびパーフルオロカーボン類（PCF）の排出量は、技術的には「土地に関

わる排出量」ではないものの、反復的な農業生産やその他の土地管理活動に関連して発生するものであり、ライフサイクルにおける土地管理生産活動

による排出係数に含められることが多い。これらの排出量には以下が含まれるが、これらに限定されない。 

⚫ 化石燃料由来の土地管理生産活動による排出量（例：トラクター、フェラーバンチャー、灌漑ポンプなどの現場機械からの CO2 排出量） 

⚫ 農産物生産に使用される製品のライフサイクルにおける GHG 排出量（例：飼料作物、肥料、その他農業投入物の生産に起因する GHG 排出

量） 

⚫ HFC および PCF の排出量（例：空調・冷媒の使用に起因する排出量） 

⚫ 現場での廃棄物・廃水管理から生じる排出量 

⚫ 土地管理生産活動に関連する購入済みエネルギーからの間接排出量 

データにより許可される場合、企業はこれらの排出量を「化石燃料・産業由来の排出量」として報告すべきである。そうでない場合、企業はこれらの排出

量を「土地管理生産活動による排出量」として報告しても差し支えない。 

 

 

 

 後注 

1 IPCC 2022。 
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第 11 章 

生物由来製品および TCDR ベース製品の排出量 

本章では、生物由来製品の排出量（すなわち、土地管理に関連しない生物由来 CO2 排出量）および技術的二酸化炭素

除去（TCDR）ベース製品からの排出量の算定・報告に関する要件と推奨事項を示す。製品または廃棄物炭素プールに物

理的に含有される生物由来または TCDR ベースの炭素の貯留量の算定・報告については、第 15 章を参照のこと。 

11.1 概要 

生物由来製品の CO2 排出量（すなわち、生物由来製品の CO2 グロス排出量）とは、生物由来製品（例：食料、飼料、バイオエネルギー原料、繊維

など）が（燃焼、分解、その他のプロセスからの）酸化の時点で大気中に放出される CO2 排出量を指す。 

生物由来製品の CO2 排出量はゼロではなく、生物由来製品はカーボンニュートラルであると仮定することはできない。バイオマスの燃焼は、化石燃料と同等

の割合（エネルギー含有量当たり）で大気中に CO2 を放出する1。企業は、生物由来製品のタイプごとに、燃焼、分解、その他のプロセスで放出される 

CO2 排出量を反映した排出係数（IPCC が提供する係数や GHG プロトコルウェブサイトで公開されている係数など）を用いて生物由来 CO2 排出量を算

出する2。同様に、企業は、生物由来製品の使用または廃棄に伴う CH4 および N2O 排出量についても算定・報告しなければならない。 

生物由来製品のライフサイクルを通じた影響を定量化することによってのみ、企業は当該製品のライフサイクルに関連する CO2 ネットフラックス（すなわち、生

物由来土地 CO2 グロス除去量、生物由来土地 CO2 グロス排出量、および生物由来製品の CO2 グロス排出量の正味量）を把握できる。すべての土地

に関わる排出量を算定対象とする場合、生物由来 CO2 ネットフラックスは「排出量」（または「除去量」）算定カテゴリに含まれ、CO2 グロス排出量と CO2 

グロス除去量については、透明性を確保し、二重計上を回避するために、「CO2 グロスフラックス」算定カテゴリで別途報告しても差し支えない。技術的 CO2 

除去・使用経路（例：DAC（ダイレクト・エア・キャプチャ）法によって回収した炭素系燃料）についても同様の手法が適用される。 

 本基準における食料・飼料以外の生物由来製品の CO2 排出量の報告方法は、報告企業が生物由来製品に関連するライフサイクル全体の GHG 排

出量（土地炭素ストックネット変動量を含む）を算定・報告しているか否かによって異なる（図 11.1 および要件 17 を参照）。 

 技術的二酸化炭素除去（TCDR）ベース製品の CO2 排出量は、企業がライフサイクル全体の GHG 排出量を報告しているか否か（要件 18）に応

じて、別途報告される。 
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図 11.1 生物由来製品の排出量報告の 2 つのシナリオ 

シナリオ 1：ライフサイクルにおける排出量と土地炭素リーケージが算定・報告される 

   生物由来 CO2 排出量を、物理的な GHG インベントリとは別に、CO2 グロ

スフラックス内の項目として報告 

   物理的な GHG インベントリ 追加の算定カテゴリ 

   土地に関わる排出量 CO2 グロスフラックス 

 

および 

 

 

  

土地に関わる排出量 土地炭素リーケージ  生物由来製品の排出量 生物由来製品の CO2 排出量 

シナリオ 2：ライフサイクルにおける排出量または土地炭素リーケージが不明または報告されない 

   生物由来 CO2 排出量を、物理的な GHG インベントリ内で、土地に関わる

排出量内の項目として報告 

   物理的な GHG インベントリ  

   土地に関わる排出量  

 

または 

 

 

 

 

報告されない 

土地に関わる排出量 

報告されない 

土地炭素リーケージ 

 生物由来製品の排出量  

11.2 要件 

11.2.1 算定要件 

要件 17： 

生物由来製品の排出量の算定3 

食料・飼料以外の生物由来製品（生物由来廃棄物を除く）を購入、消費、または販売する企業は、以下の要件に従い生物由来製品の排出量を
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算定しなければならない。 

⚫ 生物由来製品の CO2 排出量：企業は、燃焼、分解、その他のプロセスに起因するスコープ 1、スコープ 2、スコープ 3 の生物由来製品の CO2 排出

量を、バイオ燃料またはバイオマテリアルの種類ごとに、生物由来製品の CO2 排出係数を用いて算定しなければならない。企業は、スコープ 3 のライ

フサイクル全体の GHG 排出量およびその他の指標を報告しているか否かに応じて、以下の 2 つの算定カテゴリのいずれかで生物由来製品の CO2 

排出量を報告しなければならない。 

 「CO2 グロスフラックス」として別途報告：企業が生物由来製品に関連する以下の基準を満たす場合、当該企業は、（「排出量」とは別に）

「CO2 グロスフラックス」項目下にある「生物由来製品の CO2 排出量」を、酸化の時点に相当するスコープで報告しなければならない。 

⚫ ライフサイクルにおける GHG 排出量：企業は、生物由来製品に関連するライフサイクル全体の GHG 排出量（調達地の年間土地炭素ス

トックネット変動量を含む）を算定・報告しなければならない、また 

 企業は、生物由来製品の調達元についての情報（最低限でも原産国、またはより精度の高いトレーサビリティのレベル）を保有すべき

である4。 

⚫ 土地炭素リーケージ：企業は、生物由来製品に関連する土地利用および土地炭素リーケージ（必要な場合）を算定・報告しなければなら

ない。 

 「土地に関わる排出量」として報告：企業が上記の 2 つの基準をいずれも満たしていない場合、当該企業は、（「排出量」内の）「土地に関

わる排出量」項目下にある「生物由来製品の排出量」を、酸化の時点に相当するスコープで報告しなければならない。 

⚫ 生物由来製品の CH4・N2O 排出量：企業は、燃焼、分解、その他のプロセスに起因する直接的ならびに間接的な生物由来製品の CH4 および 

N2O 排出量を、バイオ燃料またはバイオマテリアルの種類ごとに、生物由来製品の CH4 および N2O 排出係数を用いて算定しなければならない。企

業は、生物由来製品の CH4 および N2O 排出量を酸化の時点に相当するスコープで報告しなければならない。 

⚫ 生物由来製品のライフサイクルにおける GHG 排出量、土地利用、土地炭素リーケージ：企業は、生物由来製品のライフサイクル全体の GHG 排

出量、土地利用、および土地炭素リーケージ（必要な場合）を算定し、上流のライフサイクルにおける GHG 排出量、土地利用、およびリーケージを

以下のように、スコープ 3 のカテゴリ 1 またはスコープ 3 のカテゴリ 3 として報告しなければならない。 

 バイオマテリアル：報告企業が消費するバイオマテリアルについては、上流のライフサイクルにおける GHG 排出量、土地利用、およびリーケージ

を、スコープ 3 のカテゴリ 1（購入した製品・サービス）として報告すること。 

 バイオエネルギー原料：報告企業が消費するバイオエネルギーについては、上流のライフサイクルにおける GHG 排出量、土地利用、およびリー

ケージを、スコープ 3 のカテゴリ 3（スコープ 1 またはスコープ 2 に含まれない燃料・エネルギー関連活動）として報告すること。 

⚫ その他のスコープ 1、スコープ 2、スコープ 3 の排出量：該当する場合。 

 

要件 18： 

TCDR ベース製品の排出量の算定 

企業は、酸化の時点（大気中に放出される時点）における技術的二酸化炭素除去（TCDR）ベース製品から生じるスコープ 1、スコープ 2、スコープ 3 

の CO2 排出量を算定しなければならない。企業は、スコープ 3 のライフサイクル全体の GHG 排出量を報告しているか否かに応じて、以下の 2 つの算定

カテゴリのいずれかで TCDR ベース製品の CO2 排出量を報告しなければならない。 

⚫ 「CO2 グロスフラックス」として別途報告：企業が TCDR ベース製品に含まれる CO2 または炭素の発生源についての情報を保有し、当該 CO2 が技

術的に除去された CO2 であることを実証できる場合、かつ TCDR ベース製品に関連するライフサイクル全体の GHG 排出量をスコープ 3 で算定・報

告する場合、当該企業は、「排出量」とは別に「CO2 グロスフラックス」項目下にある「TCDR ベース製品の CO2 排出量」を、酸化の時点に相当する

スコープで報告しなければならない。 
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⚫ 「化石燃料・産業由来の排出量」として報告：企業が TCDR ベース製品に含まれる CO2 または炭素の発生源（すなわち、当該 CO2 が技術的に

除去された CO2 であるか否か）についての情報を保有していない場合、あるいは TCDR ベース製品に関連するライフサイクル全体の GHG 排出量を

スコープ 3 で算定・報告していない場合、当該企業は、「排出量」項目下にある TCDR ベース製品の CO2 排出量を「化石燃料・産業由来の排出

量」として、酸化の時点に相当するスコープで報告しなければならない。 

11.2.2 報告要件 
 

生物由来製品の排出量に関する報告要件 

食料・飼料以外の生物由来製品（生物由来廃棄物を除く）を購入、消費、または販売する企業は、以下を報告しなければならない。 

⚫ 企業がスコープ 3 のライフサイクル全体の GHG 排出量、土地利用、および土地炭素リーケージ（関連する場合）を報告しているか否かに応じて、物

理的な GHG インベントリとは別に報告される、「CO2 グロスフラックス」項目下にある「生物由来製品の CO2 排出量」算定サブカテゴリ内の生物由

来製品の CO2 排出量、または物理的な GHG インベントリにおいて報告される、「土地に関わる排出量」項目下にある「生物由来製品の排出量」

算定サブカテゴリ内の生物由来製品の CO2 排出量。 

⚫ 物理的な GHG インベントリにおいて報告される、「土地に関わる排出量」項目下にある「生物由来製品の排出量」算定カテゴリ内の生物由来製品

の CH4 および N2O 排出量。 

⚫ 関連する「排出量」算定カテゴリおよびサブカテゴリ内の生物由来製品に起因するライフサイクルにおける GHG 排出量。 

⚫ 物理的な GHG インベントリとは別に報告される、「土地利用」項目下にある「土地占有量」算定サブカテゴリ内の生物由来製品に関連する土地利

用。 

⚫ 物理的な GHG インベントリとは別に報告される「土地炭素リーケージ」算定カテゴリ内の生物由来製品に関連する土地炭素リーケージ（関連する場

合）。 

⚫ 該当する場合、その他のスコープ 1、スコープ 2、スコープ 3 の排出量。 

 

TCDR ベース製品の排出量に関する報告要件 

TCDR ベース製品を購入、消費、または販売する企業は、以下を報告しなければならない。 

⚫ 企業がライフサイクル全体の GHG 排出量を報告しているか否か、および CO2 の発生源についての情報を保有しているか否かに応じて、物理的な 

GHG インベントリとは別に報告される、「CO2 グロスフラックス」項目下にある「TCDR ベース製品の CO2 排出量」算定サブカテゴリ内の TCDR ベース

製品の CO2 排出量、または物理的な GHG インベントリにおいて報告される、「化石燃料・産業由来の排出量」算定サブカテゴリ内の TCDR ベース

製品の CO2 排出量。 

11.3 推奨事項 

 

  
ボックス 11.1 政策的意味合い 

政策立案者および GHG プログラムは、政策目標に照らして、排出源（例：煙突や排気管）における生物由来製品の CO2 排出量について規

制または目標設定するための独自の政策、ならびにバイオエネルギー生産のための農地拡大を制限する土地利用規制を策定すべきである。政策

立案者および GHG プログラムは、生物由来製品の生産・消費に伴う排出量、除去量、土地利用、および土地炭素リーケージの全体を考慮する

ことが推奨される。 
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後注 

1 例えば、石炭の CO2 排出係数は最大 103 kg CO2/MMBtu（百万英国熱量単位）、石油製品の CO2 排出係数は最大 76 kg CO2/MMBtu 

である。一方、木材およびその他固体副産物の CO2 排出係数は最大 105.51 kg CO2/MMBtu、その他バイオマス液体燃料の CO2 排出係数は

最大 81 kg CO2/MMBtu である。EPA（2013）を参照。 

2 生物由来製品の CO2 排出量を算出するための推奨排出係数データベースは、「ガイダンス」の第 11 章に記載されている。 

3 このテキストには、本基準の今後の改定版における森林炭素算定に関する決議に整合させるために変更され得る要素が含まれている。ボックス 9.1 

を参照。 

4 この基準は農産物に対する推奨事項である。林産物において、この基準が推奨事項となるか要件となるかは、本基準の今後の改定版において改

めて検討される可能性がある。 
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パート 2 

GHG インベントリの集計 
パート 2.2 

CO2 除去量の報告を選択している企業に対する要件 
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第 12 章 

CO2 除去量の算定 

本章では、GHG インベントリにおいて CO2 除去量を算定・報告するために企業が遵守すべき要件を示す。CO2 除去量の特

殊性と企業が満たすべき追加要件を考慮し、本基準では GHG インベントリにおける CO2 除去量の報告は任意とする。 

12.1 概要 

除去量とは、非大気プール内に貯留するために大気中から移動させた GHG の移動量を指す。吸収源とは、GHG の移動が発生するプロセス、活動、または

メカニズムを指す。大気中から CO2 を除去する吸収源には、一般に以下の 2 種類が存在する。 

 生物由来吸収源：光合成を主とする、大気中から CO2 を除去する生物学的プロセス。 

 技術的吸収源：大気中から CO2 を除去、または排出源から生物由来 CO2 を回収して、その CO2 または TCDR ベースの炭素を非大気炭素プールに

貯留する機械的または化学的プロセス。 

貯留プロセスは大気中から除去された CO2 が貯留される炭素プール固有のものである。本基準では、貯留のタイプに基づき、以下の 2 つのカテゴリの除去

量を対象とする。 

 土地炭素プールに貯留される、土地管理による CO2 除去量（第 13 章） 

 地中炭素プールに貯留される、地中貯留による除去量（第 14 章） 

本基準は、大気炭素プールと非大気炭素プール間の CO2 ネットフラックスを定量化するストック変動量算定手法に基づいている。本文全体を通じて、「CO2 

除去量」という用語は CO2 ネット除去量を表すために使用されている。CO2 グロス除去量は大気中からの CO2 の移動のみを反映しているのに対し、CO2 

ネット除去量は大気中からの CO2 の移動と非大気プールにおける継続的な貯留を反映している。CO2 グロス除去量の報告は、「CO2 グロスフラックス」算定

カテゴリにおいて透明性をさらに高めるための任意事項である。 

CO2 が大気中から除去され、非大気炭素プールに貯留され続けると、これは、長期的な温暖化と最も相関性の高い大気中の累積 CO2 ネット排出量の削

減に寄与する1。CO2 が一時的に貯留されるだけであった場合、累積 CO2 ネット排出量や大気中の CO2 濃度を減らすことにはならない。したがって、GHG イ

ンベントリで報告される除去量は、永続性の原則（表 3.1 を参照）を満たし、永続性に関連する要件に従う必要がある。 

CO2 除去量の報告は任意事項である。企業が GHG インベントリにおいて除去量を算定・報告する場合、以下の要件を満たさなければならない（図 

12.1）： 

 すべての排出量を報告し、年間または年換算の炭素ストックの増加量に基づいて除去量を算定すること（要件 19） 

 CO2 除去経路全体を通じてトレーサビリティを確保すること（要件 20） 

 十分なデータ品質を保つこと（要件 21） 

 二重計上を防ぐため、除去量にも同一のスコープ 3 配分方法を適用すること（要件 22） 

 インベントリで報告された CO2 除去量のモニタリングと、貯留炭素の損失の算定・報告を確実に行い、永続性の原則を満たすこと（要件 23） 
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図 12.1 除去量に関する要件 

算定要件 報告要件 
スコープ 3 除去量に関する 

トレーサビリティ要件 

   

データ品質に関連する要件 
スコープ 3 除去量に関する 

配分要件 
永続性に関連する要件 

   

12.2 要件 

12.2.1 算定要件 

要件 19： 

除去量の算定 

企業が GHG インベントリにおいて除去量を算定・報告する場合、以下の一般的な要件を満たす必要がある。 

⚫ 算定手法：企業は、報告年に発生した年間または年換算の炭素ストックネット変動量に基づき、ストック変動量算定手法を用いて、除去量を算

定しなければならない2。 

⚫ ライフサイクルにおける GHG 排出量：企業は、（スコープ 1 、スコープ 2 、スコープ 3 の）除去経路バリューチェーン内のライフサイクル全体の GHG 

排出量およびその他の指標を算定・報告しなければならない。 

⚫ 運営境界：企業は、スコープ 1 およびスコープ 3 の排出量とは別に、スコープ 1 およびスコープ 3 の除去量を別途算定・報告しなければならない。 

⚫ スコープ 3 除去量：企業は、「スコープ 3 基準」で定義されるスコープ 3 カテゴリに関連するスコープ 3 除去量のみを算定しなければならない。報告企

業が購入、加工、使用、または販売する製品、材料、またはサービスに関連するスコープ 3 カテゴリについては、該当する製品、材料、またはサービスの

ライフサイクルにおける寄与し得るプロセスから生じる除去量のみを算定対象とする。 

⚫ 貯留タイプ別の除去量：企業は、地中貯留による除去量とは別に、土地ベース貯留による除去量を算定・報告しなければならない。 

⚫ 除外される GHG プールおよびガス：企業が海洋または淡水域炭素プールへの貯留による除去量と CO2 以外の GHG 除去量の両方またはそのい

ずれかを算定する選択をしている場合、当該企業は物理的な GHG インベントリにおいて、スコープ 1 およびスコープ 3 の除去量とは別にこれらのその

二重計上の回避 
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他カテゴリを報告しなければならない。製品の炭素貯留量は除去量として報告されない。 

地中貯留に関する一般的な除去量要件の詳細については、要件 19.GS を参照のこと。 

 

要件 20： 

スコープ 3 除去量に関するトレーサビリティ 

企業が GHG インベントリにおいてスコープ 3 除去量を算定・報告する場合、（大気中から非大気プールへ CO2 が移動する）吸収源、炭素が貯留され

る炭素プール、および関連する場合は中間プロセスに至るまでの、CO2 除去および貯留の全経路において報告企業がトレーサビリティ（暫定的なトレーサ

ビリティ要件（要件 8）に準拠）を有する場合に限り、スコープ 3 除去量を算定・報告しなければならない。 

土地管理による CO2 除去量におけるトレーサビリティの詳細については、要件 20.LMR を参照のこと。 

地中貯留におけるトレーサビリティの詳細については、要件 20.GS を参照のこと。 

 

要件 21： 

除去量におけるデータ品質 

企業が GHG インベントリにおいて除去量を算定・報告する場合、以下のデータ品質要件を満たす必要がある。 

⚫ 吸収源およびプールに固有のデータ：企業は、報告企業の事業活動またはバリューチェーン内で炭素が貯留される吸収源およびプールに固有の経験

的データを用いて炭素ストックネット変動量を算定する場合に限り、除去量を算定・報告しなければならない2。 

⚫ 不確実性：企業は、除去量について量的不確実性推定値を示す必要がある。これには、除去量の数値、所定の信頼水準に基づく除去量推定

値の信頼区間、当該除去量の数値が除去量の過大評価でないことの正当な根拠が含まれる。 

土地管理による CO2 除去量におけるデータ品質の詳細については、要件 21.LMR を参照のこと。 

地中貯留におけるデータ品質の詳細については、要件 21.GS を参照のこと。 

 

要件 22： 

除去量に関するスコープ 3 配分 

企業が GHG インベントリにおいて除去量を算定・報告する場合、以下の配分要件を満たす必要がある。 

⚫ 二重計上の回避：企業が GHG インベントリにおいて除去量を算定・報告する場合、同一の LMU、調達地域、または技術的 CO2 除去事業から

生じるスコープ 3 除去量について、当該土地管理システムまたは事業から調達する、もしくは当該土地管理システムまたは事業に販売する、同一また

は類似のバリューチェーン階層にある他企業との間で二重計上してはならない。 

⚫ 除去量の過剰配分禁止：ある LMU、調達地域、または技術的 CO2 除去事業から配分される除去量の合計は、報告年における当該 LMU、調

達地域、または技術的 CO2 除去事業で発生した除去量の 100％を超えてはならない。 

 この要件は、スコープ 3 算定において企業間で同一の配分手法を適用すること、第三者登録機関を通じたバリューチェーン全体でのデータ共有と

透明性の向上、文書化された「報告権」の取得、二重計上を回避する規制システムの確立、あるいはこれらとその他の手法の組み合わせによっ

て達成しても差し支えない。 
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詳細については、第 13 章の「報告権」に関する任意事項を参照のこと。 

 

要件 23： 

除去量の永続性 

企業が GHG インベントリにおいて除去量を算定・報告する場合、以下の要件を満たすことにより、永続性の原則に準拠しなければならない。 

⚫ 継続的な貯留のモニタリング：企業は、関連する炭素プールについて、炭素貯留が維持されていることを実証するため、または貯留炭素の損失を検

知するため、定期的なモニタリング計画を通じて規定される継続的な貯留のモニタリングが行われている場合に限り、除去量を算定・報告しなければ

ならない。 

⚫ 貯留炭素の損失量：企業は、過去に報告した除去量の炭素ストックネット損失量について、その損失が発生した年に、以下のいずれかとして、算

定・報告しなければならない。 

 報告年において炭素プールがインベントリ境界に含まれている場合は、CO2 ネット排出量、  

または 

 報告年において炭素プールがインベントリ境界に含まれていない場合は、反転量。 

企業が過去に報告した除去量に関わる炭素ストックをモニタリングできなくなった場合、またはモニタリング計画が更新されない場合、企業は過去に報告

した除去量が放出されたと仮定し、CO2 ネット排出量または反転量を報告しなければならない。貯留炭素の損失による排出量または反転量は、過去

に除去量を報告した際のインベントリで用いたのと同じ方法で配分しなければならない。 

土地管理による CO2 除去量における永続性の詳細については、要件 23.LMR を参照のこと。 

地中貯留の永続性の詳細については、要件 23.GS を参照のこと。 

 

12.2.2 報告要件 

除去量に関する報告要件 

企業が物理的な GHG インベントリにおいて除去量を算定・報告する場合、以下を報告しなければならない。 

⚫ ライフサイクルにおける GHG 排出量：関連する「排出量」算定カテゴリおよびサブカテゴリにおける、（スコープ 1、スコープ 2、スコープ 3 の）除去経

路バリューチェーン内のライフサイクル全体の GHG 排出量およびその他の指標。 

 これには、インベントリ境界内に依然として存在する、過去に報告した除去量の貯留炭素の損失も含まれる。 

⚫ 貯留タイプ別の除去量：貯留プール別の除去量に関する要件を満たす除去量。 

 物理的な GHG インベントリにおいて報告される、「除去量」項目下にある「土地管理による CO2 除去量」算定サブカテゴリ内の土地ベース炭素

プールへの貯留による CO2 除去量。 

 物理的な GHG インベントリにおいて報告される、「除去量」項目下にある「地中貯留による除去量」算定サブカテゴリ内の地中炭素プールへの

貯留による CO2 除去量。企業は、吸収源タイプ別、すなわち「地中貯留による生物由来 CO2 回収量」と「地中貯留による技術的 CO2 除去

量」へとさらに細分化すべきである。 

⚫ 反転量：物理的な GHG インベントリとは別に「反転量」算定カテゴリで報告され、かつ「土地管理による CO2 除去の反転量」と「地中貯留による 

CO2 除去の反転量」別に細分化された、過去に報告したスコープ 1 とスコープ 3 の両方またはそのいずれかの除去量のうち、（報告年に発生した）
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貯留炭素ネット損失量（インベントリ境界内に存在しなくなったもの）、ならびに該当する場合、使用されたあらゆる留保アプローチに関する情報。 

さらに企業は GHG 報告書において以下の情報を開示しなければならない。 

⚫ 算定手法：年間または年換算の炭素ストック変動量を算出するために、1 年分のデータが使用されたのか、それとも 1 年以上の期間のデータが使

用されたのか。 

 スコープ 1 またはスコープ 3 の各関連活動における CO2 除去量を推定するために採用したモニタリング手法とその頻度。 

⚫ トレーサビリティ：物理的トレーサビリティを確立するためのシステムの整備状況。 

⚫ 不確実性：報告したスコープ 1 とスコープ 3 の両方またはそのいずれかの除去量に関連する信頼区間。これは、所定の信頼水準、使用した方法、

および報告した除去量が保守的な仮定と値を使用していることの根拠に基づいて算出される。 

⚫ 二重計上の回避：スコープ 3 において、バリューチェーンの類似階層に位置する他企業との除去量の二重計上をどのように回避したか。 

⚫ モニタリング計画：報告したスコープ 1 とスコープ 3 の両方またはそのいずれかの除去量に相当する炭素プールの長期的なモニタリングのためのシステ

ムと手順。これにはモニタリング期間の長さとモニタリング頻度が含まれる。 

土地管理による CO2 除去量に関する報告要件の詳細については、セクション 13.2.2 を参照のこと。 

地中貯留による除去量に関する報告要件の詳細については、セクション 14.2.2 を参照のこと。 

12.3 推奨事項と任意事項 

CO2 グロス除去量の算定 

ネット除去量が「除去量」算定カテゴリで報告される場合、グロス除去量についても「CO2 グロスフラックス」カテゴリで、以下の排出量として別途報告して

も差し支えない。 

⚫ スコープ別、およびスコープ 3 のカテゴリ別に細分化された「生物由来土地 CO2 グロス除去量」 

⚫ スコープ別、およびスコープ 3 のカテゴリ別に細分化された「技術的 CO2 グロス除去量」 

グロス除去量が報告される場合、企業は、ネット除去量（「除去量」算定カテゴリで報告）とグロス除去量（「CO2 グロスフラックス」カテゴリで報告）を

明確に区別し、ネット除去量とグロス除去量が合算されたり二重計上されたりしないようにすべきである（要件 31 を参照）。 

 

データ品質に関連する除去量の推奨事項 

吸収源およびプールに固有のデータ： 

⚫ 炭素が貯留される吸収源およびプールに固有の経験的データを用いた計算を補完するために二次データ（例：業界平均データ、地域平均データ、ま

たは代理データ）を使用する場合、使用される二次データは、技術的、時間的、地理的に代表性のあるものとすべきである。二次データはまた、査読

済みの科学文献、政府統計、または国際機関が発行した、複数の研究による推定値および関連する不確実性を確認した報告書に基づくべきであ

る。 

不確実性： 

⚫ 企業は、炭素ストック変動量の統計的に有意な推定値を確保するサンプリング手法を採用すべきである。 

⚫ 企業は、信頼区間から保守的な値を選択すべきである。 
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⚫ 企業は、システム固有の変動性に基づくランダム誤差、データ収集のサンプルサイズ、測定技術や較正によるランダム誤差、専門家の判断から得られ

る不確実性のランダム要素といった定量的な不確実性分析で対処できる可能性の高い不確実性の原因をすべて文書化すべきである。これには、一

部の不確実性の原因が含まれていない場合に不確実性を低減するために取られる措置の文書化が含まれる。 

データ品質と不確実性の評価に関する追加情報については、「ガイダンス」（第 6 章）を参照のこと。 

 

報告初年度における除去量の正確な推定 

所定の炭素プール（すなわち、土地または地中貯留層）からの除去量がインベントリで初めて報告される初年度においては、企業は測定値を取得する

か、モデルを較正して、推定値が初年度における当該炭素プールの代表値となるようにすべきである。 

 

報告に関する推奨事項 

企業は以下を報告すべきである。 

⚫ スコープ 1 およびスコープ 3 の除去量について、予想される炭素貯留期間（除去量が炭素プールに貯留され続けると予想される期間）に関する情

報。 

⚫ 報告年、基準年／基準期間、および基準年／基準期間から報告年までの炭素ストックが測定された全年度において、炭素プールカテゴリ別に、か

つ物理的な GHG インベントリとは別個に報告される、炭素プールに貯留された総炭素ストックまたは CO2（報告された炭素ストックのネット変動量

に関する経時的な透明性をさらに高めるため）。 

 

永続性の管理に役立つ任意事項 

モニタリング期間：企業は、要件 23 を実施するために、継続的なモニタリングの連続的かつ順次的な一連の時間間隔を定義しても差し支えない。 

⚫ この任意のアプローチは、継続的なモニタリングを、時間経過とともに更新されるモニタリング計画を通じて指定される個別の期間に分割することによ

り、永続性要件を実施する手段である。モニタリング期間は、炭素が全年度にわたってモニタリングされるよう、連続的かつ順次的である必要がある。

例えば、企業は、時間経過とともに更新される 1 年、5 年、または 10 年といった一連のモニタリング期間を実施することができる。 

⚫ モニタリング期間の長さとその期間内でのモニタリング頻度は、製品の性質に基づいて設定すべきである（例：複数の作物を生産する輪作体系の

場合はその輪作期間、輪作体系に属さない一年生作物の場合は一年間）。 

土地管理による CO2 除去量については、要件 21.LMR の「サンプリング」も参照のこと。 

⚫ モニタリング期間終了時、企業は炭素プールにおける貯留の継続的なモニタリングを引き続き実施するため、モニタリング期間を更新または新たなモニ

タリング期間を実施するか、あるいは炭素プールのモニタリングを停止し、過去に報告した除去量が放出されたと仮定して、炭素プールからの CO2 ネッ

ト排出量または反転量を報告しても差し支えない。 

⚫ 企業が（後述する）留保アプローチという選択肢を採用する場合、モニタリング期間を留保算定方針と整合させるべきである。 

⚫ 目標が達成された年には、目標達成を検証するためにモニタリングを実施すべきである。 

協働的モニタリング手法：スコープ 3 の除去量算定において、継続的な貯留のモニタリングは、モニタリング情報の交換を促進し、データを標準化し、バ

リューチェーン内のすべての関連企業およびパートナー間の効率を高めるために、単一の事業体（例：土地管理者、地中貯留業者、下流企業）または

複数の事業体（例：サプライチェーン連合）によって管理しても差し支えない。 
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留保アプローチ：目標設定と進捗の追跡において、企業は、除去量目標に対する進捗と達成度を判断する際、年次ベースでの貯留炭素損失量を算

定する要件の実施を補助するリスク管理ツールとして、留保アプローチ（または「バッファプール」）を採用しても差し支えない。この損失量は GHG インベン

トリとは別個に報告しなければならない。留保アプローチを採用する場合、企業は、以下の点を認識した留保算定方針を策定・報告しなければならな

い。 

⚫ 留保口座に含める除去量は、除去量に関する要件を満たさなければならない。 

⚫ 留保口座に含める除去量は、GHG インベントリで報告される除去量や GHG クレジットと二重計上してはならない。 

⚫ 年間除去量の割合を決定する際の判断材料として用いられる、留保口座への年間拠出額およびリスク評価が明記されている。 

⚫ 留保口座に含める除去量は、所定の報告年において、目標に対する進捗と達成度の決定を含め、年次ベースでの過去に報告した除去量の反転を

相殺するために引き出すことができる。ただし、留保口座の残高がプラスの状態を維持している場合に限る。 

⚫ 報告企業の留保口座に含まれる除去量は当該企業固有のものであり、企業間でプールすることはできない（ただし、当該口座の管理は第三者が

行っても差し支えない）。 

⚫ 留保口座から引き出された除去量のうち、過去に報告した除去量の反転を相殺するために使用できるものに関する制限事項が明記されている。企

業は以下の制限事項を含めるべきである。 

 時間的制限（例：反転事象の発生前 5 年以内に発生した除去のみを用いて反転を相殺すること） 

 地理的制限（例：反転が発生した地域と同じ調達地域内で発生した除去のみを用いて反転を相殺すること） 

 炭素貯留の制限（例：土壌炭素の反転を相殺するために、最近発生した土壌炭素除去のみを使用するなど、類似の炭素貯留タイプによ

る除去のみを用いて反転を相殺すること） 

詳細については「ガイダンス」のセクション 17.4.1 を参照のこと。目標設定プログラムにより、留保アプローチの実施方法に関する追加的な指針を提示して

も差し支えない。 
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後注 

1 Matthews et al.（2009）。 

2 このテキストには、本基準の今後の改定版における森林炭素算定に関する決議に整合させるために変更され得る要素が含まれている。ボックス 9.1 

を参照。 
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第 13 章 

土地管理による CO2 除去量 

本章では、スコープ 1 およびスコープ 3 の両方の観点から、農地利用全般にわたる土地管理活動に起因する炭素ストック変動

からの除去量の算定に関する要件とガイダンスを示す。 

13.1 概要 

土地管理による CO2 除去量とは、継続中の土地管理方法により、土地ベース炭素プール（バイオマス炭素プール、枯死有機物炭素プール、土壌炭素プー

ル）に貯留された炭素のネット増加から生じる CO2 のネット除去量を指す。すべての土地管理による CO2 除去量は生物由来吸収源から生じるものであ

る。 

農地管理による CO2 除去量の算定は、第 12 章に規定される CO2 除去量に関する要件に従うものとする。加えて、以下の要件を満たさなければならな

い。 

 生産工程の下流に位置する企業（例：食品加工業者、消費財メーカー、小売業者）は、炭素が貯留されている特定の土地を特定するために、一定

のトレーサビリティレベルを確保しなければならない（図 13.1 および要件 20.LMR）。 

 情報の入手可能性やサプライチェーンの時間・空間的動態により、LMU レベルまでのトレーサビリティが常に確保できるとは限らない。除去量は調

達地域レベルで算定可能であるが、正確性を確保し二重計上のリスクを軽減するための適切な安全措置が講じられていることが条件となる（詳

細については、以下の要件 20.LMR の特定のケースにおける「調達地域の安全措置」を参照）。 

 土地管理による CO2 除去量を算定するには、CO2 が貯留される土地炭素プールに固有のデータが必要であり、このデータは、定期的な測定、較正済み

モデリング、またはそれらを組み合わせた手法のいずれかによって得られる（要件 21.LMR を参照）。 

 除去された CO2 が貯留された状態であることを保つため、企業は、将来的に大気中に戻り得る貯留炭素の損失を検知するための継続的なモニタリング

計画を策定しなければならない（要件 23.LMR を参照）。 

土地利用変化が除去をもたらす場合、企業はまず要件 10 に従い、土地利用変化による炭素ストックの減少に伴う土地利用変化によるグロス排出量を算

定し、次に、発生した年度において、その後の土地利用による炭素ストックの増加に伴う年間の土地管理による CO2 除去量を別途算定しても差し支えな

い。 
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図 13.1 調達地域までのトレーサビリティがある場合と土地管理区画までのトレーサビリティがある場合の除去量の比較 

13.2 要件 

13.2.1 算定要件 

注：除去量に関する一般的な要件については第 12 章を参照のこと。 

要件 20.LMR： 

スコープ 3 土地管理による CO2 除去量（LMR）に関するトレーサビリティと調達地域の安全措置 

企業が物理的な GHG インベントリにおいて生産的な農地でのスコープ 3 の土地管理による CO2 除去量を算定・報告する場合、以下の要件を満たす

必要がある。 

⚫ 空間境界：企業は、以下のいずれかのレベルのトレーサビリティを必要とする、調達地域、土地管理区画、または採取エリアのスコープ 3 空間境界を

定義しなければならない。 

 炭素が貯留されている LMU までの物理的トレーサビリティ、 

 炭素が貯留されている調達地域までの物理的トレーサビリティ、または 

 調達地域までの物理的トレーサビリティ、および炭素が貯留されている LMU までのインパクトトレーサビリティ（要件 8 に準拠）。 

⚫ 調達地域のトレーサビリティ：企業が調達地域までの物理的トレーサビリティを定義する場合には、当該調達地域内の最初の収集地点または加工

施設、もしくは重複する調達エリアを擁する近接した複数の収集地点または加工施設までの物理的トレーサビリティを確立し、全施設の総面積をカ

バーする単一の調達地域を決定しなければならない。 

 

特定のケース 

要件 20.1.LMR： 

LMU までのイン

パクトトレーサビ

リティ 
調達地域までの物理的トレーサビリティ 

スコープ 3 空間境界 調達地域の安

全措置適用の

有無 

LMU 

調達地域 

 

土地管理区画（LMU）までの物理的トレーサビリティ 

 
調達地域までの物理的トレーサビリティ 

該当なし 

該当なし 

インパクトトレーサビリティ 物理的トレーサビリティ 物質フロー 

LMU 

調達地域 

該当なし 

物理的 GHG  

インベントリで報告 別途報告 
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調達地域の安全措置 

企業が調達地域までのトレーサビリティしか有しない場合、土地管理による CO2 除去量を報告するには、以下の安全措置を確実に達成しなければなら

ない。 

⚫ 排出量と除去量における同一の空間境界：この安全措置を達成するため、企業は要件 5（「各算定カテゴリ間で適用される同一の境界」）に従

うことが求められる。 

⚫ 寄与し得る生産的な土地：この安全措置を達成するため、企業は要件 6 に従うことが求められる。最初の収集地点または加工施設（もしくは、

全施設の総面積をカバーする単一の調達地域を決定するために使用される、重複する調達エリアを擁する近接した複数の最初の収集地点）からの

調達半径、あるいは調達地域境界を決定するために使用されるその他の方法は、空間的に明示され、最初の収集地点までの文書化された原材料

輸送距離を反映したものであるべきである。 

⚫ 同一の配分方法：企業は要件 9（「各指標間で適用される同一の配分方法」）に従うことが求められる。詳細については「ガイダンス」を参照のこ

と。 

⚫ 変動性の把握：調達地域の炭素ストックネット変動量の直接測定のためのサンプリング手法もしくはインベントリ手法、または遠隔測定ベースの手

法もしくはモデルベースの手法を調整するためのデータは、調達地域に含まれる寄与し得る生産的な土地全体を通して、自然要因（例：気候、植

生、土壌タイプ、地勢など）と管理要因（例：プランテーションの森林の年代分類、決められた火災管理、収穫システム、耕作慣行など）の両方

に起因する変動を示すことのできるサンプリング方式と十分なサンプルサイズに基づくものであるべきである。 

⚫ 保守的仮定：この安全措置を達成するため、企業はセクション 12.2.2 の報告要件に従うことが求められる。詳細については「ガイダンス」を参照のこ

と。 

⚫ 二重計上の回避：この安全措置を達成するため、企業は要件 22 に従うことが求められる。詳細については「ガイダンス」を参照のこと。この要件の

実施方法の事例については、以降のセクション 13.3 にある「報告権」に関する任意事項を参照のこと。 

⚫ 反転量の算定：この安全措置を達成するため、企業は要件 23 に従うことが求められる。詳細については「ガイダンス」を参照のこと。 

⚫ 空間スケール別の報告：企業が製品ごとに異なるトレーサビリティレベルを有し、土地管理による CO2 除去量を算定するために LMU レベルと調達

地域レベルの双方の空間境界を使用する場合、各空間スケールで算定された除去量は別々に報告しなければならない。 

⚫ 主張の透明性：企業は、調達地域の境界を決定し、調達地域内の土地管理による CO2 除去量を推定するために使用したデータおよび空間境界

に関する情報を開示しなければならない。 

 

要件 21.LMR： 

土地管理による CO2 除去量のデータ品質 

企業が GHG インベントリにおいて生産的な農地での土地管理による CO2 除去量を算定・報告する場合、以下の要件を満たす必要がある。 

⚫ 吸収源およびプールに固有のデータ：企業は、報告企業の事業活動またはバリューチェーン内で炭素が貯留される土地炭素プールに固有の経験的

データを用いて炭素ストックネット変動量を算定する場合に限り、土地管理による CO2 ネット除去量を算定・報告しなければならない。 

⚫ サンプリング：企業は、少なくとも 5 年間、一貫した方法を用いてサンプルを毎年再抽出し、測定ベースの手法を用いて炭素ストック変動量を推定

するか、モデルベースまたは遠隔測定ベースの手法を調整しなければならない。 

注：要件 22 は第 12 章に記載されている。要件 22 は、土地管理による CO2 除去量と地中貯留による CO2 除去量の両方の算定に適用される、除去

量に関する一般的な要件である。 
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要件 23.LMR： 

土地管理による CO2 除去量の永続性 

企業が GHG インベントリにおいて土地管理による CO2 除去量を算定・報告する場合、以下の要件を満たすことにより、永続性の原則に準拠しなけれ

ばならない。 

⚫ 継続的な貯留のモニタリング：企業は、土地管理計画またはモニタリング計画において継続的な貯留のモニタリングを文書化し、これを実施して、そ

の地勢で炭素貯留が維持されていることを確認するとともに、当該土地ベース炭素プールからの貯留炭素損失を検知できる場合に限り、土地管理に

よる CO2 ネット除去量を算定・報告しなければならない。 

⚫ 貯留炭素の損失量：企業は、過去に報告した土地管理による CO2 ネット除去量の土地炭素ストックネット損失量を、以下のいずれかとして、損

失が発生した年に算定・報告しなければならない。 

 報告年において炭素プールがインベントリ境界に含まれている場合は、「土地管理による生物由来 CO2 ネット排出量」、または 

 報告年において炭素プールがインベントリ境界に含まれていない場合は、「土地管理による CO2 除去の反転量」。 

企業が過去に報告した除去量に関わる土地炭素ストックをモニタリングできなくなった場合、またはモニタリング計画が更新されない場合、企業は過去に

報告した除去量が放出されたと仮定し、土地ベース貯留からの反転量を報告しなければならない。 

 

13.2.2 報告要件 

土地管理による CO2 除去量に関する報告要件 

企業が物理的な GHG インベントリにおいて「土地管理による CO2 除去量」を算定・報告する場合、GHG 報告書において以下の情報を開示しなけれ

ばならない。 

⚫ 空間境界：土地管理による CO2 除去量に対して選択されたスコープ 3 空間境界、および当該境界がセクション 5.3 の「トレーサビリティのレベルとス

コープ 3 空間境界を決定する上で推奨される考慮事項」と整合していることを裏付ける検証可能な根拠。 

 改善の証明：所定の生産システムにおいて、最も適切なスコープ 3 空間境界およびトレーサビリティレベルに向けた経時的な改善を示す証拠、

ならびに計画されている改善事項。 

 近接・隣接する非生産的な土地：企業が土地管理区画のスコープ 3 空間境界を定義し、その境界内に近接・隣接する非生産的な土地を

含めることを選択した場合（要件 7 を参照）、要件を満たしていることを示す証拠を提供しなければならない。 

⚫ 炭素プールと土地利用：ネット炭素ストック変動量の分析に含まれる具体的な土地炭素プール。特定の炭素プールと土地利用について「炭素ストッ

ク変動なし」と仮定する場合も含む。 

⚫ 調達地域の安全措置：該当する場合、各調達地域の安全措置がどのように達成されたかの説明（必要なデータおよび裏付けとなる情報を含

む）。 

⚫ サンプリング：サンプリング方法および再サンプリング頻度の説明。 
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13.3 推奨事項と任意事項 

継続的な貯留のモニタリング計画 

モニタリング計画には、空間境界、炭素ストック変動量の推定方法、土地炭素プールを含む、土地炭素ストック変動量の代表的な推定値を得るための

サンプリング手法、モニタリングおよび再サンプリングの頻度、ならびにデータ品質管理手順を含めるべきである。 

モニタリング計画は、以下のリソースのいずれかにおいて文書化されるべきである。 

⚫ 所定の LMU または調達地域に関する土地管理計画 

⚫ 報告企業、サプライチェーン連合、または適切な専門性を有するサードパーティーが策定したモニタリング計画またはモニタリングプログラム 

 

「報告権」 

文書化された「報告権」は、企業が特定の LMU からのスコープ 3 除去量を算定・報告するため、あるいは特定の LMU からのスコープ 3 排出量を時間

軸に沿って一貫して追跡するために適用しても差し支えない手法の 1 つである。この手法は、目標設定時における GHG クレジットとの二重計上の回

避、バリューチェーンの同一階層にある他企業との二重計上の回避、土地所有者または管理者によって提示される自由意思による、事前の、十分な情

報に基づく同意（FPIC）の確保、トレーサビリティの文書化に役立つ可能性がある。 

⚫ 「報告権」を設定する際、土地所有者または土地管理者は以下の事項を決定する。 

 除去量がどの GHG プログラムまたはシステム（該当する場合）で算定されるか、および 

 所定の GHG プログラムまたはシステム内で、除去量を算定できる主体（例：販売する製品のバリューチェーン内の下流企業、GHG クレジット

購入者など）。 

⚫ 特定の LMU におけるスコープ 3 排出削減量または除去量を算定するための「報告権」を取得するには、報告企業は土地所有者、土地管理者、ま

たはその代理人からの文書による同意を得るべきである。これには、協同組合、コミュニティベースの組織など（これらに限定されない）、所有者や土

地管理者を代表する者も含まれる。 

⚫ 「報告権」には、排出量、除去量、その他の指標を算定するために用いられる配分方法を含めるべきである。 

⚫ 土地所有者または事業者が、自社製品またはサプライチェーン・イニシアチブの顧客に対して「報告権」を提供する場合、その「報告権」はサプライチェー

ンを通じて連鎖的に適用しても差し支えない（すなわち、1 つの共有バリューチェーンから異なる階層へ垂直方向に二重計上される可能性があるが、

異なるバリューチェーンから同一階層へ水平方向に二重計上される可能性はない）。 

⚫ 「報告権」に関する文書は、下流企業が要件 8 に従って LMU または調達地域までの物理的トレーサビリティを有しない場合、インパクトトレーサビリ

ティに関する根拠を提示し得る。 
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第 14 章 

地中貯留による CO2 除去量および CO2 回収量 

本章では、スコープ 1 およびスコープ 3 の両方の観点から、地中貯留層における炭素貯留による CO2 除去量および CO2 回収

量の算定に関する要件を示す。 

14.1 概要 

地中貯留経路とは、地中貯留層での炭素の獲得と貯留に関する、連続かつ相互連携した段階を指す。地中貯留層に貯留される CO2 は、以下の 2 種

類の経路から生じる可能性がある（図 14.1）。 

 回収された CO2：排出源で回収され（排出を防止）、非大気炭素プール内に貯留され続ける CO2。この場合、企業が地中貯留要件を満たしている

ならば、当該スコープにおいてそれらの排出量を算定する必要はないが、これは除去量として算定・報告されるものではない。 

 除去：技術（例：DAC（ダイレクト・エア・キャプチャ））によって大気中から直接除去された CO2、または生物由来 CO2 の回収（例：炭素回収・

貯留を伴うバイオエネルギー）によって除去された CO2。これらは地中貯留による除去量として算定・報告可能である。地中貯留によるネット除去量と

は、生物由来 CO2 吸収源または技術由来 CO2 吸収源に由来する炭素から地中炭素プールに貯留された炭素の年間ネット増加による CO2 ネット除

去量である1。 

図 14.1 地中貯留経路の図解 
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貯留（BECCS） 
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地中貯留による CO2 除去量および地中貯留による CO2 回収量は、第 12 章に規定される CO2 除去要件の対象となる。加えて、以下の要件を満たさな

ければならない。 

 企業は、地中貯留経路に関連する、原材料調達から廃棄まで（cradle-to-grave）のライフサイクル全体の GHG 排出量、土地利用、および土地炭

素リーケージ（必要な場合）を算定することが求められる（要件 19.GS を参照）。 

 企業は、CO2 回収地点から圧入地までのトレーサビリティを確保しなければならない（要件 20.GS を参照）。 

 企業は、データ品質基準を遵守しなければならない（要件 21.GS を参照）。 

 多くの地中貯留層は数千年の時間スケールで炭素を貯留できるが、貯留層からの CO2 損失を検知・算定できるように継続的なモニタリングを実施しな

ければならない（要件 23.GS を参照）。 

 地中貯留による生物由来 CO2 回収量については、企業は起因する土地に関連するライフサイクル全体の GHG 排出量を算定・報告し、かつ有意な土

地利用変化による排出量がないことを実証しなければならない（要件 25 を参照）。 

14.2 要件 

14.2.1 算定要件 

注：除去量に関する一般的な要件については第 12 章を参照のこと。 

要件 19.GS： 

地中貯留（GS）による除去量および CO2 回収量の算定1 

企業が GHG インベントリにおいて地中貯留による除去量または地中貯留による CO2 回収量を算定・報告する場合、以下の要件を満たす必要があ

る。 

⚫ ライフサイクルにおける GHG 排出量：企業は、地中貯留経路全体（すなわち、原材料調達から廃棄まで（cradle-to-grave））で発生するライ

フサイクル全体の GHG 排出量を算定しなければならない。 

 これには、貯留された CO2 または炭素に関連する製品ライフサイクルからの GHG 排出量、土地利用、および土地炭素リーケージ（必要な場

合）が含まれ、これらをスコープ 1、スコープ 2、スコープ 3 の対応する報告カテゴリで報告する。 

 石油・ガス増進回収：石油・ガス増進回収による地中貯留経路について、企業は、石油、天然ガス、その他の地中貯留層から生産される炭

化水素の採取、加工、輸送、配送、貯留、使用（燃焼）に伴う、すべての下流の GHG 排出量を算定し、その排出量をスコープ 1、スコープ 

2、スコープ 3 で報告しなければならない。 

⚫ 運営境界：単一の事業体が CO2 除去の吸収源とプールの両方を所有または管理していない場合、地中貯留によるスコープ 1 のネット除去量を報

告するには、地中除去・貯留経路に関与する複数の事業体が、以下の事項を明記した契約上の合意を形成しなければならない。 

 地中除去・貯留経路全体にわたる CO2 吸収源・プールの所有者（所有権）、および結果として発生する地中貯留による除去量、ならびに 

GHG 排出源の責任（義務）および結果として発生する排出量（貯留炭素の損失を含む）、および  

 吸収源、輸送、もしくはプールを所有もしくは管理する企業のうち、どの単一の事業体が当該除去量をスコープ 1 として算定するか、またはスコー

プ 1 除去量の企業間での配分方法と二重計上を回避するための仕組みを明記する。 

⚫ この場合、地中貯留による CO2 除去量 1 トンについて、複数の事業体がスコープ 1 として報告してはならない。 

⚫ 契約上の合意には、選択した統合アプローチに従い、スコープ 1 において除去量を算定できる企業のみを含めるべきである。 

⚫ 契約上の合意は、少なくとも、CO2 を回収（技術的除去プロセスによるか、生物由来材料の分子炭素含有量の酸化に起因するもの）す
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る当事者と、地中貯留層に CO2 を貯留する当事者との間で締結されるべきである。土地管理者および土地所有者については、当該土地

管理者および土地所有者が地中貯留による除去量を報告しない場合、かかる契約上の合意に含める必要はない。 

⚫ 契約上の合意は、除去・貯留経路外の事業体（すなわち、除去・貯留経路の一部を所有または管理していない事業体）にスコープ 1 除

去量を譲渡するための手段ではない。 

⚫ 吸収源タイプ別の除去量：企業は、回収された生物由来 CO2 からの地中貯留による除去量を、他の技術的 CO2 除去量とは別個に算定しなけ

ればならない。 

 

要件 20.GS： 

スコープ 3 地中貯留におけるトレーサビリティ 

企業が GHG インベントリにおいて地中貯留によるスコープ 3 除去量または地中貯留による CO2 回収量を算定・報告する場合、圧入地または地中貯

留ハブシステムで受け取った CO2 を回収する事業体（または複数の事業体）、ならびに CO2 圧入地および地中貯留層を運営する事業体（または複

数の事業体）までの物理的トレーサビリティ（要件 8 に準拠）2を有する場合に限り、地中貯留によるネット除去量（または地中貯留による CO2 回収

に伴う排出量がないこと）を算定・報告しなければならない。 

 

要件 21.GS： 

地中貯留におけるデータ品質 

企業が GHG インベントリにおいて地中貯留による除去量または地中貯留による CO2 回収量を算定・報告する場合、以下の要件を満たす必要があ

る。 

⚫ 吸収源およびプールに固有のデータ：企業は、CO2 圧入地、地中貯留層、および地中貯留層への CO2 投入量に固有のデータを用いて、地中貯留

による CO2 ネット除去量、地中貯留による CO2 回収量、および地中貯留層に貯留された CO2 のライフサイクルにおける GHG 排出量を算定してい

る場合に限り、地中貯留によるネット除去量（または地中貯留による CO2 回収に伴う排出量がないこと）を算定・報告しなければならない。 

⚫ 不確実性：企業は、量的不確実性推定値を示す場合に限り、地中貯留によるネット除去量（または地中貯留による CO2 回収に伴う排出量が

ないこと）を算定・報告しなければならない。 

注：要件 22 は第 12 章に記載されている。要件 22 は、土地管理による CO2 除去量と地中貯留による CO2 除去量の両方の算定に適用される、除去

に関する一般的な要件である。 

要件 23.GS： 

地中貯留の永続性 

企業が GHG インベントリにおいて地中貯留による除去量または地中貯留による CO2 回収量を算定・報告する場合、以下の要件を満たすことにより、

永続性の原則に準拠しなければならない。 

⚫ 継続的な貯留のモニタリング：企業は、モニタリング計画において継続的な貯留のモニタリングを文書化し、地中貯留層で炭素貯留が維持されてお

り、かつ企業が当該地中炭素プールからの貯留炭素損失を検知できる場合に限り、地中貯留によるネット除去量（または地中貯留による CO2 回

収に伴う排出量がないこと）を算定・報告しなければならない。 

⚫ 貯留炭素の損失量：企業は、過去に報告した地中貯留によるネット除去量または CO2 回収量の地中炭素ストックネット損失量を、以下のいずれ

かとして、損失が発生した年に算定・報告しなければならない。 
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 報告年において炭素プールが GHG インベントリ境界に含まれている場合は、化石燃料・産業由来の排出量、または 

 報告年において炭素プールが GHG インベントリ境界に含まれていない場合は、地中貯留からの反転量。 

企業が過去に報告した除去量に関わる地中炭素ストックをモニタリングできなくなった場合、企業は過去に報告した除去量が放出されたと仮定し、地中

貯留からの反転量を報告しなければならない。 

注：要件 24 は第 15 章に記載されており、地中貯留には適用されない。 

 

要件 25： 

地中貯留層における生物由来炭素貯留量の算定3 

企業が、GHG インベントリにおいて、農産物に関連する地中貯留による生物由来 CO2 回収量を算定・報告する場合、以下の要件を満たす必要があ

る。 

⚫ ライフサイクルにおける GHG 排出量、土地利用、およびリーケージ：企業は、生物由来 CO2 または炭素が調達される土地におけるライフサイクル全

体の GHG 排出量、土地利用、および（必要な場合は）土地炭素リーケージを算定しなければならない。これには、土地利用変化による排出量、

年間の土地炭素ストックネット変動量、および土地管理生産活動による排出量が含まれる。 

⚫ 有意な LUC による排出量がないこと：企業は、生物由来材料に起因する有意な土地利用変化による排出量がないことを実証しなければならな

い。 

 「有意でない」の定義：土地利用変化による排出量が報告されている場合、かつ調達エリア（すなわち、管轄区域、調達地域、または 

LMU）の 5％未満で土地利用変化が発生している場合、この基準は満たされる。 

 生物由来材料に起因する、有意でない LUC による排出量が発生した場合は、地中炭素プールまたは製品炭素プールに追加される CO2 または

炭素から、その量を差し引く必要がある。こうした LUC による排出量は、インベントリにおいて土地に関わる排出量として計上され、地中貯留に

よる除去量や製品の炭素貯留量として算定することはできない。LUC による排出量を発生させなかった除去量については、引き続き除去量とし

て報告することができる。 

 企業は、この要件に関連する土地炭素ストック変動量を判定するため、生物由来製品の調達に関する情報を提供する根拠として、規制プログ

ラム、認証プログラム、持続可能性プログラム、またはその他の仕組みから得られた証拠を利用しても差し支えない。このような仕組みには、土地

利用変化および土地炭素ストック変動量に関する定量的な情報、または土地炭素ストックおよび吸収源の水準が長期的に維持または強化さ

れていることの証明（例：バイオマスの持続可能性認証、国家当局によって検証された規制または管轄区域のプログラムへの準拠、あるいは少

なくとも ISAE 3000 限定的保証業務を満たす独立した第三者保証）が含まれるべきである。 

この要件は、セクション 6.3 における廃棄物由来の上流 GHG 排出量の配分に関する推奨事項に従い、廃棄物に関連する生物由来 CO2 または炭素

には適用されない（すなわち、企業は経済的価値のない廃棄物に対して、上流 GHG 排出量を配分する必要はない）。 

 

14.2.2 報告要件 

地中貯留に関する報告要件 

企業が物理的な GHG インベントリにおいて地中貯留による除去量または地中貯留による CO2 回収量を算定・報告する場合、以下を報告しなければ

ならない。 

⚫ ライフサイクルにおける GHG 排出量：地中貯留経路全体（すなわち、原材料調達から廃棄まで（cradle-to-grave））で発生するライフサイク
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ル全体の GHG 排出量。これには以下が含まれる。 

 該当する「排出量」算定カテゴリおよびサブカテゴリ内の CO2 投入量に起因する、ライフサイクルにおける「化石燃料・産業由来の排出量」および

「土地に関わる排出量」、 

 物理的な GHG インベントリとは別に報告される、「CO2 グロスフラックス」項目下にある「地中貯留からの CO2 グロス排出量」算定カテゴリ内の

地中貯留から大気中への漏出による CO2 排出量またはその他の CO2 損失量、および 

 物理的な GHG インベントリにおいて報告される、「化石燃料・産業由来の排出量」算定カテゴリのインベントリ境界内に依然として含まれる地

中貯留層からの炭素ネット損失量（貯留炭素の損失量に関する要件 23.GS に準拠）。 

⚫ 吸収源タイプ別の除去量：吸収源タイプ別の除去量に関する要件を満たす地中貯留による除去量。 

 物理的な GHG インベントリにおいて報告される、「除去量」項目下にある「地中貯留による生物由来 CO2 回収量」算定サブカテゴリ内の地中

炭素プールへの貯留による生物由来 CO2 回収量。 

 物理的な GHG インベントリにおいて報告される、「除去量」項目下にある「地中貯留による技術的 CO2 除去量」算定サブカテゴリ内の地中炭

素プールへの貯留によるその他の技術的 CO2 除去量。 

⚫ CO2 回収量：地中貯留要件を満たす地中貯留による CO2 回収量は、該当するスコープにおいて排出量として報告されない。 

 地中貯留要件を満たす地中貯留層に回収・貯留された CO2 の量を開示すること。 

 地中貯留要件を満たさない化石由来 CO2 回収量は、該当するスコープにおいて「化石燃料・産業由来の排出量」として報告される。 

⚫ 地中貯留による CO2 除去の反転量：過去に報告したスコープ 1 とスコープ 3 の両方またはいずれかの除去量に関連する地中貯留層からの炭素

ネット損失量（インベントリ境界内に存在しなくなったもの）。 

⚫ 地中貯留による CO2 回収の反転量：過去に開示した CO2 回収量に関連する地中貯留層からの炭素ネット損失量（インベントリ境界内に存在

しなくなったもの）。 

さらに企業は GHG 報告書において以下の情報を開示しなければならない。 

⚫ 取引計量：各取引計量時における CO2 の正味量（トン単位）。ここで、正味量とは、CO2 の投入量と排出量の差であり、該当する場合は CO2 

の流れの組成変化によって補正されたものである。 

⚫ 運営境界：該当する場合、（複数ある場合は、除去・貯留経路を所有または管理する事業体のうち）どの単一の事業体がスコープ 1 として除去

量を算定するかを定めた契約上の合意に関する説明。これには、CO2 に関連するリスクおよび義務の配分に関する情報、ならびに地中除去・貯留の

バリューチェーン内のすべての事業体間でのスコープ 1 除去量の二重計上回避に関する情報が含まれる。 

物理的な GHG インベントリにおいて「地中貯留による生物由来 CO2 回収量」を算定・報告する企業は、GHG 報告書において以下の情報を開示しな

ければならない。 

⚫ 有意な LUC による排出量がないこと：CO2 の回収源となる生物由来材料に起因する、有意な土地利用変化による排出量がないことの根拠。 

⚫ 物理的な GHG インベントリとは別に報告される、「土地利用」項目下にある「土地占有量」算定サブカテゴリ内の CO2 の回収源となる生物由来材

料に関連する土地利用。 

⚫ 物理的な GHG インベントリとは別に報告される、「土地炭素リーケージ」算定カテゴリ内の CO2 の回収源となる生物由来材料に関連する土地炭素

リーケージ（関連する場合）。 
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14.3 推奨事項 

吸収源およびプールに固有のデータ 

地中貯留層の評価を行うためには、地球物理学的データ、坑井のデータ、および貯留層の特質データを収集すべきである。 

 

継続的な貯留のモニタリング計画 

モニタリング計画には、サイトの特性評価、地中貯留層における操作およびモニタリングの適用される規制への適合状況の説明、漏出による CO2 排出

量を検知するのに使用する方法、モニタリングの頻度、ならびにデータ品質管理の手順を含めるべきである。 

⚫ 規制により、地中に貯留された CO2 に関する責任の政府への移転が規定されており、地中貯留作業者が、貯留が永続的なもので貯留層からの 

CO2 減少のリスクがないことを証明した場合は、責任移転の日時および条件を明確にすべきであり、規制のガイダンスに沿って閉井後のモニタリング

を行っても差し支えない。 

 

地中貯留からの漏出による CO2 排出量と炭素ネット損失量 

地中貯留層への CO2 投入について、企業は、各取引計量時における CO2 の正味量（トン単位）を報告すべきである。ここで、正味量とは、CO2 の投

入量と排出量の差であり、該当する場合は CO2 の流れの組成変化によって補正されたものである。 
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後注 

1 このテキストには、本基準の今後の改定版における森林炭素算定に関する決議に整合させるために変更され得る要素が含まれている。ボックス 9.1 

を参照。 

2 物理的トレーサビリティとインパクトトレーサビリティの定義については、第 5 章を参照のこと。 

3 この要件は現在、農産物に由来する生物由来炭素の地中貯留にのみ適用される。林産物に由来する生物由来炭素の地中貯留に関する要件に

ついては、本基準の今後の改定版における森林炭素算定に関する決議との整合性を確保するため、現在検討中である。 
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第 15 章 

製品の炭素貯留量 

本章では、製品炭素プールに物理的に含まれる生物由来炭素および TCDR ベース炭素の貯留量の算定に関する要件と推奨

事項を示す。製品の炭素貯留量は、除去量または排出量として報告されるのではなく、独立した任意のカテゴリとして報告さ

れる。除去・利用経路に関連する生物由来製品および TCDR ベース製品からの CO2 グロス排出量の算定・報告については、

第 11 章を参照のこと。 

1.5.1 概要 

製品の炭素貯留量とは、生物由来または技術由来 CO2 吸収源に由来する、製品炭素プールに貯留された炭素を指す。製品炭素プールとは、リサイクルや

リユースを含む製品の使用段階にある製品または材料に含まれる炭素を指す1。 

生物由来炭素または TCDR ベース炭素を内包する製品は、製品寿命が続く間、炭素を大気中に排出せず保持することが可能である。したがって、製品の

耐久性や使用終了後の行方次第では、製品炭素プールに炭素を保持し、その放出を防ぐことで、GHG 排出量の削減に寄与し得る。 

製品の炭素貯留経路とは、原材料から中間製品、そして使用段階（リサイクルやリユースを含む）にある最終製品に至るまでの、生物由来または技術的

な CO2 除去プロセスを通じた、製品における炭素貯留の連続かつ相互連携した段階を指す（図 15.1）。 

生物由来製品および TCDR ベース製品の炭素貯留量の報告は任意事項である。製品の炭素貯留量は、排出量や除去量とは別に、「製品の炭素貯留

量」という独立したカテゴリで報告される。製品炭素プールにおいては、製品はバリューチェーン全体を通じて他の事業体（エンドユーザーを含む）によって使用

されることを意図しているため、製品の炭素貯留経路において、単一の事業体が吸収源と貯留の両方を管理することはない。製品の炭素貯留量は、いかな

る事業体によってもスコープ 1 として算定されない。製品の炭素貯留は、製品の使用段階で発生するため、製品の炭素貯留量はスコープ 3 のカテゴリ 11

（販売した製品の使用）に相当する。ただし、製品の炭素貯留量は、スコープ 3 における排出量や除去量と置き換え可能ではない。 

農産物または TCDR ベース製品の炭素貯留量の算定を選択している企業は、以下の要件を満たさなければならない。 

 販売した農産物または TCDR ベース製品の炭素ストックネット変動量を算定すること（要件 24）。 

 製品ライフサイクル全体の GHG 排出量が確実に算定され、かつ当該製品の生産に伴う有意な土地利用変化による排出がないようにすること（要件 

25.PS）。 

 企業は、製品ライフサイクルの廃棄段階における炭素貯留量を算定しようとする場合、廃棄物の炭素ストック変動量を別途算定しても差し支えない

（要件 26）。廃棄物炭素プールにおける貯留量の報告は別途行われ、任意事項である。 
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図 15.1 バイオプラスチック製品の炭素貯留経路の例 

原材料および生産 使用段階 廃棄段階 

炭素プールの増加 

 

 

 

炭素プールの減少 

 

15.2 要件 

15.2.1 算定要件 

要件 24： 

製品の炭素貯留量の算定 2 

農産物または TCDR ベース製品の炭素貯留量の算定・報告を選択している企業は、以下の要件を満たす必要がある。 

⚫ 算定手法：企業は、ストック変動量算定手法を用いて、年間の製品炭素ストックネット変動量（製品中に貯留された炭素量の正味の年間変

化）を算定しなければならない。製品炭素ストックネット変動量には、報告企業が販売した農産物または TCDR ベース製品のうち、使用段階（リ

サイクルおよびリユースを含む）にあり、かつ要件 25.PS を満たす製品に含まれる生物由来炭素と TCDR ベース炭素の両方またはそのいずれかのみ

を含める必要がある。 

 企業は、報告年において、生物由来製品と TCDR ベース製品の炭素ストックの合計が増加した場合に限り、製品の炭素貯留量を報告しなけ

ればならない。 

⚫ データ品質：企業は、販売した製品の生物由来炭素または TCDR ベース炭素の含有量に関する情報、製品の寿命（半減期値）に関するデー

タ、ならびに原材料から中間製品、最終製品、リサイクル・リユースへの変換率を用いて、製品の炭素貯留量を算定・報告しなければならない。デー

タ品質に関連する製品の炭素貯留量に関する推奨事項については、後述の内容および「ガイダンス」の表 15.1 を参照のこと。 

⚫ 貯留炭素の損失量：報告年において、生物由来製品と TCDR ベース製品の炭素ストックの合計が減少した場合（すなわち、製品炭素プールに流

入する炭素量よりも、廃棄段階への移行を通じて燃焼または分解されるなどして製品炭素プールから流出する炭素量の方が多かった場合）、企業

は、「生物由来製品の炭素貯留量」および「TCDR ベース製品の炭素貯留量」について、それぞれ個別に製品の炭素貯留量のマイナス値を報告しな

ければならない。 

 

要件 25.PS： 

農産物の炭素貯留量の算定 3 

生物由来製品の炭素ストックネット変動量を推定するにあたり、企業は、土地炭素リーケージ（必要な場合）を含め、ライフサイクル全体にわたる GHG 

排出量の報告要件を満たし、かつ有意な土地利用変化による排出がない（要件 25 を参照）農産物から生じる生物由来炭素のみを含める必要が

ある。 

⚫ この要件は、セクション 6.3 における廃棄物由来の上流 GHG 排出量の配分に関する推奨事項に従い、生物由来製品への投入物として使用され

る廃棄物に関連する生物由来 CO2 または炭素には適用されない（すなわち、企業は経済的価値のない廃棄物に対して、上流 GHG 排出量を配

製品炭素プール 時間経過に伴う炭素ストックの変動 

炭素ストックの

増加 

年 1 2 3 
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分する必要はない）。 

 

要件 26： 

廃棄物の炭素貯留量の算定 

企業が廃棄物炭素プールにおける炭素貯留量の算定を選択している場合、当該情報は以下の要件を満たす必要がある。 

⚫ 廃棄物の炭素貯留に関する要件：企業が廃棄物炭素プールにおける炭素ストック変動量の報告を選択している場合、企業は、廃棄段階（リサイ

クルおよびリユースを除く）において報告企業が販売した農産物または TCDR ベース製品に含まれる生物由来炭素と TCDR ベース炭素の両方また

はそのいずれかについて、要件 24 と同様の方法、要件、および基準に従う必要がある。廃棄物炭素プール内の当該炭素については、農産物の炭

素貯留に関する土地要件（要件 25.PS）を満たす必要はない。 

⚫ 埋立要件：廃棄物の炭素ストックネット変動量を推定するにあたり、企業は、土壌および地下水の汚染を防止するための適切な措置が講じられて

いる衛生埋立地から発生する廃棄物由来炭素のみを含める必要がある。 

⚫ ライフサイクルにおける GHG 排出量：販売した製品の廃棄処理に伴うすべての GHG 排出量（埋立地から発生する排出量を含む）は、当該製

品が販売された年において、スコープ 3 のカテゴリ 12 で算定・報告しなければならない。対象期間のカットオフ値はなく、GHG プロトコル「スコープ 3 

基準」に準拠している。 

15.2.2 報告要件 

製品の炭素貯留量に関する報告要件4 

農産物または TCDR ベース製品の炭素貯留量を算定・報告する企業は、以下を報告しなければならない。 

⚫ 物理的な GHG インベントリとは別に報告される、「製品の炭素貯留量」：生物由来製品または TCDR ベース製品の炭素ストック変動量は、物理

的な GHG インベントリとは別に、「製品の炭素貯留量」算定カテゴリで報告される必要があり、これはスコープ 3 のカテゴリ 11（販売した製品の使

用）に相当する。製品の炭素貯留量は、スコープ 3 における排出量や除去量と置き換え可能ではない。 

⚫ 吸収源タイプ別の製品の炭素貯留量：吸収源タイプ別に、製品の炭素貯留要件を満たす製品の炭素貯留量。 

 物理的な GHG インベントリとは別に報告される、「製品の炭素貯留量」項目下にある「生物由来製品の炭素貯留量」算定サブカテゴリ内の製

品炭素プールにおける生物由来 CO2 または炭素の貯留量。 

 物理的な GHG インベントリとは別に報告される、「製品の炭素貯留量」項目下にある「TCDR ベース製品の炭素貯留量」算定サブカテゴリ内の

製品炭素プールにおけるTCDR ベース炭素の貯留量。 

 

特定のケース 

廃棄物の炭素貯留量 

企業が廃棄物炭素プールにおける貯留量の算定を選択している場合、物理的な GHG インベントリおよび「製品の炭素貯留量」算定カテゴリとは別に、

「廃棄物の炭素貯留量」算定カテゴリ（スコープ 3 のカテゴリ 12「販売した製品の廃棄」に相当）において、廃棄物炭素ストック変動量を報告しなけれ

ばならない。 
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15.3 推奨事項 

データ品質に関連する製品の炭素貯留量に関する推奨事項 

吸収源および製品の炭素貯留量に固有のデータ：販売した製品に含まれる農産物および TCDR ベース製品の炭素貯留量を算出・報告するにあたり、

企業は、炭素が貯留される吸収源および製品炭素プールに固有の経験的データを使用すべきである。これには、製品の寿命（半減期値）に関するデー

タ、ならびに原材料から中間製品、最終製品への変換率に関するデータが含まれる。「製品の炭素貯留量」を算定・報告する上で現在利用可能な最

良のデータを活用するために提供されている推奨データ品質階層については、「ガイダンス」の表 15.1 を参照のこと。 

 

継続的な貯留のモニタリング計画に関する推奨事項 

企業は、報告企業が販売した製品における炭素貯留期間に関する情報を得るために設計されたモニタリング計画に沿って製品炭素プールにおける継続

的な貯留のモニタリングを実施すべきである。例えば、製造企業では販売した製品の使用段階および廃棄後の行方についてサンプリング調査をしても差

し支えないし、あるいはサプライチェーンのパートナーと協力して、同じバリューチェーン内の一群の商品のモニタリング計画を策定することが考えられる。動的サ

プライチェーンにおける継続的な貯留のモニタリングを確実に行うための選択肢には以下のようなものがある。 

⚫ デジタル・トラッキング手法の利用 

⚫ サプライチェーンのパートナーとの連携、または製品炭素プールのトレーサビリティを高め、特定の製品や地域を対象とした継続的な貯留のモニタリングシ

ステムを構築するためのプログラムへの参加 

⚫ 継続的な貯留のモニタリング実現のためのデータ共有合意を明示した、サプライヤーまたはサプライチェーン連合との契約の策定 

 

 

 

後注 

1 本基準では、埋立地に貯留されている炭素の存在を認識しているものの、埋立処理に関連するインセンティブを考慮し、これをインベントリ外の廃棄

物炭素プールの任意のカテゴリとして位置づけている（すなわち、企業がより多くの材料を埋立地に送るよう行動を変えたり、埋立地に貯留される炭

素量を増やす目標を設定したりするような行動を奨励すべきではないという点で、合意が得られている）。 

2 この要件は現在、農産物および TCDR ベース製品の炭素貯留量にのみ適用される。林産物の炭素貯留量に関する要件については、本基準の今

後の改定版における森林炭素算定に関する決議との整合性を確保するため、現在検討中である。 

3 この要件は現在、農産物の炭素貯留量にのみ適用される。林産物の炭素貯留量に関する土地要件については、本基準の今後の改定版における

森林炭素算定に関する決議との整合性を確保するため、現在検討中である。 

4 この要件は現在、農産物および TCDR ベース製品の炭素貯留量にのみ適用される。林産物の炭素貯留量に関する報告要件については、本基準

の今後の改定版における森林炭素算定に関する決議との整合性を確保するため、現在検討中である。 
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パート 3 

GHG インベントリに基づくアクショ

ン（該当する場合） 
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第 16 章 

アクションの影響評価 

本章では、プロジェクト／介入の算定手法を用いた、企業のアクションが及ぼす GHG インパクトの推定に関する要件とガイダ

ンスを示す。この情報は、意思決定の判断材料とし、透明性を確保し、最終的には気候変動に対する企業のネットポジティブ

な影響を最大化するために、物理的な GHG インベントリとは別に、GHG 報告書内で報告されるべきである。 

アクションから生じた排出削減量または除去量が、事業体間の GHG 主張の移転を目的としてクレジット化される場合、企業

は GHG 排出削減量または除去量クレジットの算定・報告に関する要件とガイダンスについて、第 18 章を参照すべきである。

本章では、クレジット化ではなく、意思決定の判断材料とするための、アクションが及ぼす GHG インパクトの評価に関するガイ

ダンスを提供する。 

16.1 概要 

コーポレート GHG インベントリに含まれる情報は、多くの重要なビジネス目標の達成を支えている。しかし、企業が、自らのアクションが気候変動に与える影

響を評価する際、意思決定を十分に裏付けるためには、インベントリに含まれる情報以外にも追加的な情報が重要となる場合が少なくない。主要なビジネ

ス上の意思決定やアクションの一つひとつが気候変動に影響を及ぼす可能性があるが、個々の意思決定やアクションの影響は、排出量と除去量の年間イ

ンベントリとして集計されると、把握しづらくなる場合がある。 

企業が排出量の削減や除去量の増加を目指すにあたり、意思決定を裏付けるためには、個々の企業のアクションが及ぼす影響を評価することが重要であ

る。土地セクターにおいて事業活動やバリューチェーンを展開する企業の場合、潜在的なアクションには、どの土地ベースの製品・材料・エネルギー源を生産ある

いは消費するか、またはどの戦略・投資・実践手法・活動を実施するかという選択が含まれる。 

本基準の全体的な枠組みはインベントリ算定手法に基づいているが、本章の主題はプロジェクト／介入算定手法に基づいている（その違いを図 16.1 に示

す）。 

図 16.1 インベントリ算定手法とプロジェクト／介入算定手法の比較 
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16.2 要件 

16.2.1 算定要件 

注：本章には算定要件はない。 

16.2.2 報告要件 

アクションが及ぼす GHG インパクトを評価するために用いられる報告手法1 

企業が、特定のアクションが及ぼす GHG インパクトをインベントリとは別に推定・報告する場合、評価対象のアクションが及ぼす影響を定量化するために

用いたデータソース・方法・仮定、評価境界、評価期間、事前評価であるか事後評価であるか、結果について第三者機関による検証を受けているか否か

を開示しなければならない。 

16.3 推奨事項 

アクションが及ぼす GHG インパクトの評価に推奨されるスコープ 

主要なビジネス上の意思決定やアクションはすべて、気候変動に潜在的な影響を及ぼす可能性がある。これらの影響は、企業のスコープ 1、スコープ 2、

スコープ 3 のインベントリ内だけでなく、インベントリ境界の外側でも現れる可能性がある。企業は、削減貢献の可能性、リーケージ、代替、置換効果、お

よび GHG インベントリの境界を超える可能性のあるその他の影響を検討することにより、自社のアクションがシステム全体に及ぼす影響を把握すべきであ

る。土地炭素リーケージの特定のケース（農地における食料または飼料の生産を減少または転換させる企業のアクションによってネガティブな GHG インパ

クトが引き起こされる場合）においては、企業はそうしたリーケージを算定・報告することが求められる（第 8 章を参照）。 

企業は、アクションを評価する際、バリューチェーン全体またはライフサイクル全体の視点に立ち、そのアクションが製品のライフサイクルの各段階で排出量や

除去量を増加させるか減少させるかを把握し、トレードオフを回避すべきである。例えば、スコープ 1 の排出量を削減する一方で、スコープ 3 の排出量をそ

れ以上に増加させるようなアクションは、一般的に実施すべきではない。 

特定のアクションの影響を評価するには、企業は、プロジェクト／介入算定手法を使用すべきである。この手法は、アクションが実施されなかった場合の

反実仮想ベースラインシナリオと比較して、そのアクションがシステム全体に及ぼす GHG インパクトを推定するものである（図 16.1）。評価は、将来を見

据えた（事前）評価と過去を振り返る（事後）評価の両方またはそのいずれかで行っても差し支えない。企業は、排出量の削減や除去量の増加を

目的としたアクションに加え、排出量や除去量にポジティブまたはネガティブな影響を及ぼす可能性のある、自らが実施するその他の有意なアクションにつ

いても評価すべきである。 

 

意思決定の裏付けと、アクションが及ぼす GHG インパクトの開示 

企業は、システム全体への影響を考慮しつつ、排出削減量と除去量を最大化（および排出量増加を最小化）するために、プロジェクト／介入算定の

結果を活用すべきである。企業がインベントリ境界外で、有意なネガティブな影響（すなわち、GHG 排出量の増加や除去量の減少）をもたらし得るア

クションを実施する場合、プロジェクト／介入算定手法を用いてそのアクションが及ぼす GHG インパクトを推定し、GHG インベントリとは別に、GHG 報告

書内においてその影響を報告すべきである。 
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介入算定手法の適用に関する詳細なガイダンスについては、「ガイダンス」（第 16 章）のほか、GHG プロトコルの「プロジェクト算定用 GHG プロトコル」

（2005 年）および「政策およびアクション基準（Policy and Action Standard）」（2014 年）を参照のこと。 

 

 

 

 

後注 

1 GHG プロトコルのアクション＆マーケット手段（Actions and Market Instruments：AMI）に関する作業部会では、GHG 報告書においてアクショ

ンの影響をどこに記載すべきか、また追加情報の開示が必要かどうかについて定義する予定である。 
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第 17 章 

目標設定と進捗の追跡 

本章では、土地セクターの排出量、CO2 除去量、土地利用および土地炭素リーケージ、CO2 グロスフラックス、製品の炭素貯

留量、ならびに外部補償（すなわち、GHG クレジットの購入・償却）または外部貢献について、企業目標の設定を選択して

いる企業に対する要件とガイダンスを示す。さらに、基準年または基準期間の設定、およびその基準年または基準期間に対す

る経時的な進捗の追跡に関する要件とガイダンスも提供する。 

GHG プロトコル基準に準拠し、これを基盤とする目標設定プログラム（例：Science Based Targets イニシアチブ

（SBTi））に参加する企業については、当該プログラムが定める目標設定要件が、本章の目標設定要件に優先する。 

17.1 概要 

土地セクターは、今世紀中にネットゼロ排出を達成し、パリ協定の目標に沿って地球温暖化を抑制するための世界的な戦略において極めて重要な役割を

果たす。土地ベースの製品を生産または調達する企業や、事業活動またはバリューチェーン内で大気中からの除去を促進する活動を行う企業は、世界の気

候目標に沿った目標を設定し、その達成状況を経時的に追跡することが推奨される。 

GHG プログラムは、GHG プロトコル基準を基盤としつつ、そのプログラムの目的や範囲に基づいて、より具体的な目標設定要件を定めるべきである。これに

は、GHG 削減・除去目標の水準の設定など、GHG プロトコルでは扱われていないトピックも含まれる。また、GHG プログラムにおいては、ネット目標に関する

ルールを定義することも必要である（詳細についてはボックス 17.1 を参照）。 

本基準には、以下に示すような、目標の設定や進捗の追跡を行うことを選択している企業に対する要件が含まれている。 

 排出量、除去量、および製品貯留量について個別の目標を設定すること（要件 27） 

 進捗を追跡するための基準年または基準期間、およびそれに対応する再計算方針を確立すること（要件 28） 

 企業の目標に関する情報を報告すること（「目標設定に関する報告」を参照） 

 経時的な進捗の追跡に必要な報告情報（「進捗の追跡に関する報告要件」を参照） 

17.2 要件 

17.2.1 算定要件 

要件 27： 

目標設定手法 

企業が目標の設定を選択している場合、以下のように個別の目標を設定しなければならない。 

⚫ 排出量と除去量に関する個別の目標：企業は、除去量とは別個に、排出量について個別の目標を設定する必要があり、一方で除去量について

は任意で個別の目標を設定することができる。 

⚫ 製品の炭素貯留量に関する個別の目標：企業が製品の炭素貯留量に関する目標の設定を選択している場合、当該目標は、排出量、除去量、

またはネット目標とは別個に設定する必要があり、これらに含めてはならない1。 
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反転に関する算定ポリシー：企業が除去量目標の設定を選択している場合、過去に報告した除去量の反転を当該企業の目標に対してどのように算

定するかを定める、反転に関する算定ポリシーを策定しなければならない。 

GHG クレジットに対する値の調整：企業がオフセットや補償として使用される GHG クレジットを組織の境界内から販売する場合、またはそのようなクレ

ジットが企業のバリューチェーン内で発行される場合、企業は、GHG 目標達成に向けた進捗を算定するにあたり、二重計上を回避するため、目標の範囲

内において発行されたクレジットに応じて調整した排出量および除去量の値を使用しなければならない。クレジットの二重計上を防ぐための詳細な要件と

ガイダンスについては、第 18 章および要件 30 を参照のこと。 

 

要件 28： 

基準年または基準期間の設定と進捗の追跡 

企業は、基準年または基準期間を選択し、その特定の年または期間を選択した理由を明記しなければならない。 

企業は、基準年または基準期間における排出量、除去量、およびその他の指標を算出しなければならない。 

企業は、以下を含む有意な変更（有意しきい値を用いて定義される）が生じた場合、基準年または基準期間における排出量、除去量、およびその他

の指標を再計算しなければならない。 

⚫ 合併、買収、売却、アウトソーシング、インソーシングなど、報告企業における構造的変更、 

⚫ LUC 計算データおよび計算方法の変更を含む、計算方法の変更またはデータ精度の向上（詳細については要件 10 を参照）、 

⚫ 有意な誤りの発見。 

企業は、以下の要素を含む基準年／基準期間再計算方針を策定し、それを一貫した方法で適用しなければならない。 

⚫ 基準年における再計算のトリガーとなる、報告企業における方法論の変更および構造的変更に関する有意しきい値を定義すること。 

⚫ 再計算のトリガーとなる各種変更について、その根拠を明確に示すこと。 

 

17.2.2 報告要件 

目標設定に関する報告 

企業が目標の設定を選択している場合、「ガイダンス」の表 17.2 に記載されているとおり、選択した各目標について以下の情報を開示しなければならな

い。 

⚫ 目標の範囲 

⚫ 目標の種類 

⚫ 目標基準年または基準期間（その年または期間を選択した正当な理由を付記） 

⚫ 目標達成年または目標達成期間、および目標が単年度目標か複数年度目標か 

⚫ 目標水準 

⚫ 目標達成に向けた進捗 

⚫ 各目標の種類に応じた追加情報 
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以下の目標に関する詳細な報告事項については、「ガイダンス」の表 17.2 を参照のこと。 

⚫ 排出量 

⚫ 除去量 

⚫ 土地炭素リーケージを含む目標（該当する場合） 

⚫ 土地利用 

⚫ CO2 グロスフラックス（関連する場合） 

⚫ 製品の炭素貯留量（関連する場合） 

⚫ 外部補償・貢献目標 

 

進捗の追跡に関する報告要件 

企業は進捗を経時的に追跡するため、以下の情報を開示しなければならない。 

⚫ 基準年または基準期間とその合理的な理由：選択した基準年または基準期間、およびその年または期間を選択した合理的な理由。 

⚫ 排出量、除去量、その他の指標の経時的なプロファイル：すべてのスコープおよびスコープ 3 のカテゴリにわたって報告されたすべての指標のプロファイ

ルであり、基準年／基準期間再計算方針とも整合しているもの。 

⚫ 基準年再計算方針：基準年の再計算のトリガーとなる、報告企業における方法論の変更および構造的変更に関する有意しきい値を含む方針。 

⚫ その他の再計算：基準年または基準期間の水準に関するあらゆる再計算。これには、再計算が必要とされた理由、変更された仮定および数値、な

らびに更新後の数値と元の数値との比較が含まれる。 

⚫ 排出量の変動に関する背景：基準年の排出量再計算のトリガーとなった、有意な排出量の変動に関する適切な背景情報（買収・売却、アウト

ソーシング・インソーシング、報告境界または計算方法の変更など）。 

17.3 推奨事項と任意事項 

推奨される目標と目標水準 

企業は、本基準におけるすべての関連する算定カテゴリについて、以下の項目を含め、目標を設定すべきである。 

⚫ 土地に関わる排出量 

⚫ CO2 除去量 

⚫ 土地炭素リーケージを含む目標（該当する場合） 

⚫ 土地利用 

⚫ 生物由来製品の CO2 排出量 

⚫ TCDR ベース製品の CO2 排出量（関連する場合） 

⚫ 製品の炭素貯留量（関連する場合） 

企業目標の第一の目的は排出削減であるべきであり、大気中への排出削減に重点を置き続ける必要があるが、除去量は残余 GHG 排出量のバラン
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スをとる上で重要な役割を果たす。排出削減目標に加え、企業は除去量を増加させるための補完的な目標も設定すべきである。 

企業は、セクターおよび製品の分析に基づき、1.5°C の道筋に即した GHG 排出削減という世界的な要請に整合した目標水準を設定すべきである。気

候変動は、大気中への GHG の累積総排出量によって引き起こされるものであるため、企業は、GHG の累積総排出量を削減するという全体的な目的

を持って目標を設定すべきである。 

企業はまた、世界的な農地のネット拡大に寄与しない十分な水準で、土地利用（すなわち、ヘクタール単位で表される土地占有量や土地利用の炭素

機会費用）を、原単位ベースおよび／または総量ベースで削減する目標を設定すべきである。 

 

目標の種類別の目標設定に関する推奨事項 

企業は、以下のように個別の目標（すなわち、細分化された目標またはサブ目標）を設定すべきである。 

⚫ 土地に関わる排出量と、化石燃料・産業由来の排出量について、個別の排出削減目標を設定する。 

⚫ 土地管理による CO2 除去量と地中貯留による CO2 除去量の両方が、自社の事業活動やバリューチェーンに関連する場合、これらについて個別の

除去目標を設定する。 

⚫ 事業活動およびバリューチェーンにおいて、土地利用効率を最適化し、かつ土地からの炭素損失を最小限に抑えるため、ヘクタール単位で表される土

地占有量と土地利用の炭素機会費用の両方またはそのいずれかを用いて、土地利用に関する個別の目標を設定する。 

⚫ スコープ別に個別の目標を設定する。 

企業は、すべての排出量カテゴリにおける総合的な削減量および土地利用の炭素機会費用について、（総量および／または原単位）目標を設定して

も差し支えない。 

複数の農産物を生産する企業は、製品タイプごとの排出量削減、土地利用の削減に関する進捗を経時的に追跡できるよう、製品タイプごとに個別の

総量目標および／または原単位目標を設定すべきである。 

企業は、「ガイダンス」の表 17.3 に記載されている目標の種類ごとの目標設定に関する推奨事項に従うとともに、上記に関する詳細については、「ガイダ

ンス」の第 17 章を参照すべきである。 

 

目標の範囲外での追加的な緩和措置の検討 

企業は、スコープ 1、スコープ 2、およびスコープ 3 のインベントリにおける GHG 目標を達成することに加え、自社の GHG 削減量・除去量目標を補完する

ものとして、目標の範囲外でさらなる緩和を実現するための外部補償または外部貢献に投資し、パリ協定に沿った世界的な 1.5°C 目標の達成に貢献

すべきである。 

 

永続性の管理に役立つ任意事項 

企業が除去量目標の設定を選択している場合、除去量目標に対する進捗と達成度の判定を含め、年次ベースでの反転量算定要件の実施を補助す

るリスク管理ツールとして、留保アプローチを採用しても差し支えない。留保アプローチの説明については、セクション 12.3 を参照のこと。 
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ボックス 17.1 目標設定プログラムに参加していないプログラム、規制当局、および企業向けの、ネット目標に関する

推奨事項 

 

ネット目標の設定における政策立案者およびプログラムの役割 

ネット目標に関するルールの設定は、GHG プログラムまたは規制上の決定事項である。GHG プロトコル「算定・報告基準」だけでは、この目的を達

成するには不十分である。 

ある目標の達成度を判断する際、ネット目標の範囲に複数の算定カテゴリが含まれている場合、あるカテゴリでの進捗が別のカテゴリの犠牲の上

に成り立つことがあり得る。したがって、ネット目標に関するルールの設定は、政策上の決定事項である。GHG プロトコルでは、GHG インベントリ報

告書においてインベントリカテゴリを細分化することが求められており、これにより、政策立案者、規制当局、および GHG プログラムは、特定のプロ

グラム目標の文脈において、カテゴリ間の代替可能性に関する政策決定を行うことが可能となる。 

目標設定プログラムでは、特定のプログラム目標を達成するために、目標の範囲内での算定カテゴリの追加やネット計算を許可するような選択を

しても差し支えない。 

プログラムによっては、概念的には加算可能なカテゴリであっても、代替可能であるべきではないと判断する場合がある。例えば、土地に関わる排

出量と土地以外の排出量は概念的には加算可能であるが、プログラムによっては、政策目標に基づき、これらを代替可能ではないと判断する場

合がある。土地管理による CO2 除去量と地中貯留による CO2 除去量は概念的には加算可能であるが、プログラムによっては、地中貯留による

除去量と土地管理による CO2 除去量を代替可能ではないと判断する場合がある。したがって、GHG プロトコルでは、追加のプログラム規則が定

められていない場合、企業が土地に関わるインベントリカテゴリと土地以外のインベントリカテゴリについて、個別の目標を設定することを推奨してい

る。 

GHG プログラムまたは規制当局向けの、ネット目標のルール策定に関する推奨事項 

以下は、排出量と除去量を含むネット目標に関するルールを策定する GHG プログラムまたは規制当局向けの推奨事項である。このリストは網羅

的なものではなく、追加のプログラム規則によって補完されるべきである。本章に記載されているその他の要件および推奨事項はすべて、ネット目標

（排出量に関する個別の目標の設定、目標に対する進捗と達成度の判定における反転量の算定などを含む）にも適用される。企業は、セク

ターおよび製品の分析に基づき、1.5°C の道筋に即した GHG 累積排出量の抑制という世界的な要請に整合した目標設定プログラム（SBTi）

への参加が奨励される。報告企業が目標設定プログラムに参加していない場合でも、以下の推奨事項は当該企業にも適用される。 

土地と土地以外の個別の目標 

• プログラムは、土地ネット目標（土地に関わる排出量と土地管理による CO2 除去量に対する目標）と、土地以外のネット目標（化石燃

料・産業由来の排出量と地中貯留による CO2 除去量に対する目標）を個別に設定することを義務付けるべきである。 

ネット目標の範囲（すなわち、どの排出量および除去量をネット目標に含めるか） 

• プログラムは、ネット目標にすべての GHG 排出量および土地炭素リーケージを包括的に含めることを義務付けるべきである。 

• プログラムでは、以下のいずれかの方法により、同一のネット目標の範囲に含まれる排出量と同等の気候への影響をもたらす除去量のみを認

める（すなわち、ネット目標の範囲内の排出量が大気中に留まる期間と同等の期間、非大気炭素プール内に炭素を貯留する除去量のみ

を、ネット目標の範囲に含める）べきである。 
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◦ 大気中から CO2 を永続的に除去し、CO2 の大気寿命に相当する時間スケール（あるいは、その除去によって中和されるその他の残余 

GHG 排出量の大気寿命に相当する時間スケール）にわたって、非大気プールに CO2 を貯留する、または 

◦ 長期的な気温変動の要因となる地球規模の炭素収支および累積排出量に対する企業の寄与度を反映させるため、第 12 章に定める

貯留モニタリング枠組みの実施に関するすべての要件（すなわち、要件 19～23）を満たす。 

•  プログラムにおいては、当該プログラムに関連する範囲でネット目標において許容される除去の量や種類について、追加の適格要件や制限を

設定すべきである。例えば、プログラムでは、ネット目標に使用される除去量を、以下の条件を満たすものに限定しても差し支えない。 

◦ （スコープ 3 除去量ではなく）スコープ 1 除去量のみであること、 

◦ 第 12 章に記載されている要件に加え、さらなる要件（さらに詳細なモニタリング、トレーサビリティ、またはデータ品質に関する要件など）

を満たすこと、 

◦ 追加性要件を満たすもの（本来発生していたであろう除去量ではなく、企業の緩和努力に起因する除去量）。 

• 製品の貯留量は、企業のネット目標（例：ネットゼロ目標）に含めるべきではない。企業は、製品の貯留量について個別の目標を設定して

も差し支えない。 

• 土地利用の炭素機会費用に関する目標の設定を選択しているプログラムは、以下の推奨事項と任意事項を検討すべきである。 

◦ プログラムが土地利用の炭素機会費用を目標に組み込んでいる場合、排出目標に対する進捗を追跡する目的で、科学に基づく原単位

目標水準を上回る炭素機会費用原単位の年間削減分を、総排出量から差し引くことを検討しても差し支えない。COC の原単位目標

の設定および進捗の追跡については、「ガイダンス」（セクション 17.4）を参照のこと。 

◦ 排出量と除去量を合算し、土地利用を炭素機会費用として表現するネット目標の設定を選択しているプログラムでは、炭素損失が、

（直接的または統計的な）土地利用変化による排出量と、土地利用の炭素機会費用の変化の両方として二重に計上される可能性

がある。土地利用の炭素機会費用の変更は、インベントリにおいて土地管理による生物由来 CO2 ネット排出量または除去量として計

上されている炭素の減少と増加を、二重に計上してしまう可能性もある（それぞれ第 9 章および第 13 章を参照）。そのような場合、企

業は目標を設定する、および進捗を追跡する目的で、スコープ 1 またはスコープ 3 の土地利用の炭素機会費用から、二重に計上された

土地に関わる排出量および除去量を差し引くべきである。 

報告 

排出量と除去量を含むネット目標について、プログラムは、企業に対し、セクション 17.2.2 の「目標設定に関する報告」要件に従ってネット目標に

関する情報を報告することを義務付けるほか、以下を明記させるべきである。 

• どの温室効果ガスおよびどのスコープの排出量が含まれているか（スコープ 1、スコープ 2、スコープ 3、およびスコープ 3 のどのカテゴリか） 

• どのスコープの除去量が含まれているか（スコープ 1、スコープ 3） 

• どの種類の除去が含まれているか（土地ベースまたは地中貯留による除去量、および生物由来または技術的除去量）、それらを含める正

当な理由、ならびにネット目標において許容される除去の量や種類に関する適格要件および制限 

関連する条件下における土地炭素リーケージの目標への組み込み 

規制や目標設定プログラムにおいて、農地における土地管理による CO2 除去量を含めたネット排出目標を設定する場合、および／または生物

由来製品の CO2 排出量を除外した目標（例：バイオマス燃焼による排出量をゼロとみなすなど）を設定する場合は、関連する目標にリーケージ

の定量化を含めるべきであるa。 
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目標設定プログラムや規制プログラムに参加していない企業が、農地における土地管理による CO2 除去量を含めたネット排出目標を設定する場

合、および／または生物由来製品の CO2 排出量を除外した目標（例：バイオマス燃焼による排出量をゼロとみなすなど）を設定する場合は、

関連する目標に土地炭素リーケージを含めた「総排出量」算定カテゴリを含めるべきである。 

土地炭素リーケージを含む目標の報告要件および推奨要素については、「ガイダンス」の表 17.2 および 17.3 を参照のこと。 

注：a. 規制または GHG プログラムが、その規制またはプログラムの目的のためにリーケージカテゴリを適用する方法を個別に規定している場合、企業は炭素機会費

用に基づく値の報告に加えて、これらの並行するリーケージ推定値を報告し、当該規制またはプログラムに準拠するためにこれらの推定値を利用しても差し支えない。 

後注 

1 このテキストには、本基準の今後の改定版における森林炭素算定に関する決議、ひいては目標設定に整合させるために変更され得る要素が含まれ

ている。ボックス 9.1 を参照。 
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第 18 章 

クレジット化された排出削減量と除去量の算定 

本章では、当事者（すなわち、企業やその他の事業体）間で GHG 排出削減量または除去量の主張を移転する目的により

クレジット化された、GHG 排出削減量または CO2 除去量の算定に関する要件を示す。本章は、企業が目標達成に向けた進

捗を追跡しており、その事業活動またはバリューチェーン内で GHG クレジットが発行されている場合に適用される。 

18.1 概要 

本章は、GHG プロトコルに基づく自主的な GHG 報告の文脈における GHG クレジットに適用され、目標達成に向けた進捗の二重計上を回避することを目

的としている。企業は、適用される場合、コンプライアンス市場、規制、GHG プログラム、および国連気候変動枠組条約（UNFCCC）の一環として、クレ

ジットに関する国内、国際、および／またはプログラムごとの算定規則に従わなければならない。 

クレジットは、GHG インベントリに含まれる排出量および除去量とは異なる方法で定量化され、報告される。クレジットは、プロジェクト／介入算定手法を用

いて定量化される。この手法では、当該活動が実施されなかった場合に最も起こりうる状況を表す反実仮想ベースラインシナリオまたは実績ベンチマークと比

較し、システム全体の GHG インパクトを測定する（詳細については、第 16 章を参照）。これは、GHG 排出量・除去量を基準年における排出量・除去量

と比較して定量化するインベントリ算定とは対照的である。 

基準年を比較対象とするインベントリ算定は、企業の事業活動やバリューチェーン内における目標に向けた進捗状況を示すために利用することができる。

GHG クレジットは、自社の事業活動やバリューチェーン以外の分野における補償または貢献目標の達成に活用できるほか、スコープ 1、スコープ 2、スコープ 3

の GHG 目標達成を補完する手段としても活用可能である。ある企業によるインベントリ算定を通じて、かつ別の企業による補償目標に向けた GHG クレ

ジットとして、2 つの目標に対する進捗が二重に計上されるのを防ぐため、自社の事業活動またはバリューチェーン内でクレジットが発行された場合、企業は、

進捗を追跡する際に（GHG インベントリとは別に）、GHG 排出量および除去量を調整しなければならない。同時に、GHG クレジットを償却する企業が、

GHG インベントリから GHG クレジットを差し引くことはできない。 

企業は以下の要件を満たさなければならない。 

 GHG 報告書で開示される GHG クレジットは、以下に示す品質基準を満たす必要があり、理想としては GHG クレジット制度を通じてこれを行うべきであ

る（要件 29）。 

 事業活動またはバリューチェーン内で GHG クレジットが発行された場合、企業は、当該クレジットを償却する企業との二重計上を避けるため、目標達成

に向けた進捗を追跡する際に（GHG インベントリとは別に）、排出量と除去量の両方またはそのいずれかを調整しなければならない（要件 30）。 

 すべての企業は、二重計上をどのように回避したかを開示し、追加情報を報告しなければならない（「GHG クレジットの報告」を参照）。 
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18.2 要件 

18.2.1 算定要件 

要件 29： 

GHGクレジット制度の原則 

企業は、あらゆる GHG クレジット（排出削減量または除去量）が、次の品質基準を確実に満たすようにしなければならない：追加性、信頼できるベー

スライン、モニタリング、永続性、リーケージの緩和、独自の発行と主張、独立した確認と検証、GHG プログラムガバナンス、持続可能な開発の利益と安

全措置。 

品質基準に関する詳細については、「ガイダンス」の第 18 章を参照のこと。 

 

要件 30： 

GHG クレジットの二重計上の回避1 

企業が GHG 目標達成に向けた進捗を追跡するために GHG インベントリを使用する場合、以下の要件を満たす必要がある。 

⚫ 二重計上の回避：企業は、自社の組織境界またはバリューチェーン内で発生した GHG 排出削減量または除去量 1 トンについて、そのクレジットが

償却され、オフセットとして、または補償目標のために使用された（または使用される可能性がある）場合、発行された GHG 排出削減量または除

去量 1 トンと二重に計上してはならない。 

 この要件は、スコープ 1 およびスコープ 3 算定において、調達地域、土地管理区画、採取エリアの空間境界、および GHG クレジットに関連する

排出削減量または除去量を反映したデータを使用する場合に適用される。 

 プログラムや規制において、この要件に優先する規則を定めても差し支えない。企業は、適用されるプログラムの規則および規制に従うべきであ

る。 

⚫ 発行された GHG クレジットに関する目標の調整：企業が目標の設定を選択し、かつ組織境界内またはバリューチェーン内で発行された GHG クレ

ジットがオフセットまたは外部補償として使用されている場合、企業は、排出量と除去量の両方またはそのいずれかを調整して、かかる排出削減量ま

たは除去量増加分を差し引く必要がある。そのためには、企業は以下を個別に算出しなければならない。 

 物理的な GHG インベントリにおける排出量および除去量：企業は、自社の事業活動またはバリューチェーン内で発行または償却された GHG 

クレジットとは別に、スコープ 1、スコープ 2、およびスコープ 3 の排出量、ならびにスコープ 1 およびスコープ 3 の除去量を算出しなければならない。 

 発行された GHG クレジットに応じて調整した排出量および除去量：企業は、自社の事業活動またはバリューチェーン内で発行された GHG クレ

ジットに応じて調整したスコープ 1、スコープ 2、およびスコープ 3の排出量の値（および該当する場合は、スコープ 1 およびスコープ 3 の除去量の

値）について、排出量にクレジット化された排出削減量を加算し、除去量からクレジット化された除去量を差し引くことにより、個別に算出しなけ

ればならない。 

 目標達成に向けた進捗の追跡：企業は、要件 27 に従って目標達成に向けた進捗を算定する際、発行された GHG クレジットに応じて調整し

た排出量および除去量の値を使用しなければならない。 
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特定のケース 

要件 30.1 

インセットクレジット 

該当する場合、企業は、補償に用いられるインセットクレジットとスコープ 3 インベントリとの間での二重計上を回避しなければならない。 

GHG インベントリを目標設定に使用する場合における、GHG クレジットと GHG インベントリ間での二重計上の回避に関する追加ガイダンスについては、「ガ

イダンス」の第 18 章を参照のこと。 

 

18.2.2 報告要件 

GHG クレジットの報告 

企業は GHG クレジットに関連する以下の情報を開示しなければならない。 

⚫ 企業の組織境界内またはバリューチェーン内の排出源もしくは吸収源から生じ、GHG クレジットとして発行された GHG 排出削減量または除去量 

⚫ 報告企業が償却した GHG クレジットまたはその他の手段（該当する場合）。インベントリで報告された排出量および除去量とは別に報告すること 

⚫ 報告企業の補償目標に対して使用された GHG クレジット（該当する場合）。報告企業の拠出・資金調達目標に対して使用された GHG クレジッ

トとは別に報告すること 

⚫ 準拠したオフセット／クレジットの品質基準、利用した GHG クレジット制度、採用したプロトコルおよび定量化手法、規模（管轄区域レベルかプロ

ジェクトレベルか）、原産国、および前述の GHG クレジットに関連するその他の情報 

⚫ クレジットが排出削減クレジット、除去クレジット、またはその組み合わせであるか否か（それぞれの種類を個別に報告すること） 

⚫ クレジット化された排出削減または除去活動／プロジェクトの種類 

⚫ 除去クレジットに関連する非永続性リスク、および永続性に対処するために採用した仕組み 

⚫ 発行／償却されたクレジットのビンテージおよびシリアル番号 

⚫ クレジットの社会的・環境的なコベネフィット（関連する場合） 

GHG インベントリを用いて目標達成に向けた進捗を追跡する企業は、以下を報告しなければならない。 

⚫ 物理的な GHG インベントリにおける排出量および除去量：取引とは無関係な、スコープ 1、スコープ 2、およびスコープ 3 の排出量、ならびにスコープ 

1 およびスコープ 3 の除去量（該当する場合）に関する物理的な GHG インベントリの値。 

⚫ 発行された GHG クレジットに応じて調整した排出量および除去量：自社の事業活動およびバリューチェーン内で発行された GHG クレジットに応じ

て調整した、スコープ 1、スコープ 2、およびスコープ 3 の排出量の値、ならびにスコープ 1 およびスコープ 3 の除去量の値（該当する場合）。 

さらに、当該企業は、GHG 報告書において、GHG クレジットとの二重計上をどのように回避したかについての説明を開示しなければならない。 
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18.3 推奨事項 

GHGクレジット制度の原則 

企業は、品質基準に関するさらなる指針を得るために、自主的炭素市場のための十全性評議会（ICVCM）、熱帯林クレジットの十全性（TFCI）、

自主的炭素市場十全性イニシアチブ（VCMI）、および SBTi などの GHG プログラムを参照すべきである。 

 

 

 

 

 

ボックス 18.1 GHG プログラムおよび規制当局向けの推奨事項 

GHG クレジットが目標設定の目的でオフセットや補償として使用されることが認められる場合、プログラムおよび規制当局は、クレジットの発行と

償却の両方について、買い手と売り手の間で二重計上が行われないよう、規則や要件を定めるべきである。 

後注 

1 GHG プロトコルのアクション＆マーケット手段（Actions and Market Instruments：AMI）に関する作業部会では、企業の GHG 報告書におい

てクレジットをどこに記載すべきか、また追加情報の開示が必要かどうかについて定義する予定である。現行の要件は当該プロセスの先例となるもの

ではない。 
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パート 4 

保証の取得と GHG インベントリの

報告 
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第 19 章 

保証 

本章では、GHG インベントリの第三者保証に関する要件と推奨事項を示す。保証プロセスに関する詳細な説明は、「ガイダン

ス」に記載されている。 

19.1 概要 

第三者保証はすべての企業に対して推奨されており、規制や GHG プログラムによって義務付けられる場合がある。この保証プロセスは、GHG インベントリが

完全性、正確性、一貫性、透明性、妥当性を備え、重要な虚偽記載がないことに対する保証（すなわち信頼性）の水準を提示する。また保証プロセスで

は、GHG インベントリで報告された除去量が保守性と永続性の原則（第 3 章で定義）に準拠しているかどうかも確認される。 

第三者保証の結果は、報告企業とそのステークホルダーにとって価値あるものであり、これによりインベントリデータの利用者全員が、インベントリ結果に基づい

て情報に裏打ちされた意思決定を行えるようになる。開示と保証を通じて提供される透明性と信頼性は、情報に基づいたアクションの基盤となり、インベント

リの継続的な改善をもたらす。 

企業は、インベントリが第三者保証を受けているかどうかを開示しなければならない（セクション 19.2 を参照）。保証の取得に関する詳細については、「ガイ

ダンス」の第 19 章を参照のこと。 

19.2 要件 

保証の報告 

企業は、第三者保証が実施されたかどうか、得られた保証の水準、保

証事業者の関連する能力、および保証事業者によって示された意見を

開示しなければならない。GHG 報告書が第三者保証を受けていない

場合、企業は、第三者保証を受けていない理由を開示し、その根拠を

説明しなければならない。 

19.3 推奨事項 

保証に関する推奨事項 

企業は、GHG インベントリについて、「コーポレート基準」および「スコープ 

3 基準」に基づき、第三者保証を求めるべきである。これには、「土地セ

クター・除去基準」に基づき GHG インベントリで報告される土地に関わ

る排出量、除去量、およびその他の必須指標も含まれる。少なくとも、

これは限定的な保証水準であるべきである。 

 

  

ボックス 19.1 GHG 規制およびプログラムにお

ける保証に関する推奨事項 

GHG プロトコルは、GHG プログラムや規制ではなく、自主的な

算定・報告基準を提供するものである。GHG プロトコルの各

基準（「土地セクター・除去基準」を含む）をコーポレート 

GHG インベントリ算定・報告の基礎として採用する GHG プロ

グラム、規制当局、またはその他の取り組みにおいては、プログ

ラムの目標達成に関連する場合、GHG インベントリに対する

第三者保証を求めるべきである。 

GHG 規制やプログラムでは、GHG インベントリが GHG プロト

コルの各基準やガイダンスにおける要件および推奨事項に準拠

しているかを確認し、報告データの正確性と完全性を確保し、

また長期的にデータ品質と正確性を向上させるための改善の

機会を見極めるために保証が求められる場合がある。GHG 規

制やプログラムでは、コーポレート GHG インベントリを作成する

事業体（中小企業や大企業など）の能力に応じて、保証要

件に差異を設けることを検討しても差し支えない。 
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第 20 章 

報告 

本章では、報告に関する要件とガイダンスを示す。GHG インベントリは、GHG 報告書において開示が義務付けられている必

須要素の 1 つである。各算定カテゴリおよびトピックの報告要件については、本基準の他の章に記載されている。すべての報告

要件に関するチェックリストは、GHG プロトコルのウェブサイトで確認可能である。 

20.1 概要 

インベントリが集計されると、企業は、本基準に準拠した GHG 報告書を作成するために、本基準に記載されている報告要件に規定された情報を公表する

よう義務付けられている。 

企業は、すべての必須の算定カテゴリについて結果を報告するよう義務付けられている（要件 4 を参照）。 

CO2 除去量の報告は任意であるが、除去量を報告する場合は、除去量に関連するすべての報告要件を満たさなければならない（第 12 章、第 13 章、お

よび第 14 章のセクション [X].2.2 にそれぞれ記載されている「除去量に関する報告要件」、「土地管理による CO2 除去量に関する報告要件」、および「地

中貯留に関する報告要件」を参照のこと）。 

企業は、報告の透明性を確保するため、算定サブカテゴリ別、スコープ別、およびスコープ 3 のカテゴリ別に細分化された報告要件に従うよう義務付けられて

いる（要件 31 を参照）。これらの各算定カテゴリ（およびサブカテゴリ）は、個別に報告されなければならない。さらに、「追加の算定カテゴリ」（第 4 章を

参照）に含まれる算定カテゴリも個別に報告されなければならない。つまり、これらを排出量および除去量と合算して、物理的な GHG インベントリ内で報告

することはできない（例えば、企業は CO2 グロスフラックスを排出量と合算して、物理的な GHG インベントリ内で報告することはできない）。 

企業がさらに、算定カテゴリを横断した集計値の報告を選択している場合、「集計値の追加報告」要件（要件 32 を参照）に従い、「追加の算定カテゴリ」

での物理的 GHG インベントリとは別に「総排出量」を報告しなければならない。 

20.2 要件 

第 6 章の報告要件には、基本的な報告要件が規定されている。各算定カテゴリおよびトピックに固有の報告要件は、本基準の対応する各章のセクション 

[X].2.2 に記載されている（例えば、セクション 7.2.2 では土地利用変化による排出量の報告要件を定めており、第 6 章で求められる情報をさらに詳細に規

定している）。パート 3 が適用される場合、追加の報告要件が対応する各章に記載されている。 

要件 31： 

細分化された報告 

企業は、GHG 報告書を以下の項目ごとに細分化しなければならない。 

⚫ 算定カテゴリおよびサブカテゴリ別に細分化された排出量： 

 スコープ 1／スコープ 2／スコープ 3 別、およびスコープ 3 のカテゴリ別に細分化された「化石燃料・産業由来の排出量」、および 

 「土地利用変化による排出量」、「土地管理による生物由来 CO2 ネット排出量」、「土地管理生産活動による排出量」別に細分化された「土

地に関わる排出量」、および「生物由来製品の排出量」（要件 17 に準拠）。なお、各サブカテゴリは、スコープ 1／スコープ 3 別、およびスコー

プ 3 のカテゴリ別に細分化。 

⚫ 算定サブカテゴリごとに、GHG 別に細分化された排出量： 
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 スコープ 1 およびスコープ 2 排出量については、各 GHG（CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3）ごとにトン数および CO2 換算トン数で細分

化された総排出量。 

 スコープ 3 の各カテゴリについては、GHG（CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3）の総排出量（CO2 換算トン数）。 

⚫ 算定サブカテゴリ別に細分化された CO2 グロスフラックス： 

 スコープ 1／スコープ 2／スコープ 3 別、およびスコープ 3 のカテゴリ別に細分化された「生物由来製品の CO2 排出量」（必須、要件 17 に準

拠）。 

 スコープ 1／スコープ 3 別、およびスコープ 3 のカテゴリ別に細分化された「生物由来土地 CO2 グロス排出量」（任意） 

 スコープ 1／スコープ 3 別、およびスコープ 3 のカテゴリ別に細分化された「生物由来土地 CO2 グロス除去量」（任意） 

 スコープ 1／スコープ 2／スコープ 3 別、およびスコープ 3 のカテゴリ別に細分化された「TCDR ベース製品の CO2 排出量」（必須、該当する場

合）。 

 スコープ 1／スコープ 3 別、およびスコープ 3 のカテゴリ別に細分化された「地中貯留からの CO2 グロス排出量」（必須、該当する場合）。 

 スコープ 1／スコープ 3 別、およびスコープ 3 のカテゴリ別に細分化された「技術的 CO2 グロス除去量」（任意、該当する場合）。 

さらに企業は GHG 報告書において以下の情報を開示しなければならない。 

⚫ 細分化されたデータを報告しない正当な理由：所定の算定カテゴリの排出量が GHG インベントリ全体に占める割合が小さい場合（例：GHG 総

排出量の 0～20 パーセンタイル）、かつ当該カテゴリの細分化データが入手できない場合、企業は、集計データを使用して、スコープ別、およびスコー

プ 3 のカテゴリ別の総排出量を、算定サブカテゴリを細分化することなく報告しても差し支えない。そのような場合、企業は集計データの使用について

開示し、その使用の正当性を説明しなければならない（セクション 6.2.2 の「GHG インベントリデータおよび方法の報告」を参照）。 

企業が GHG インベントリにおいて除去量を算定・報告する場合、以下を報告しなければならない。 

⚫ 算定サブカテゴリ別に細分化された「除去量」（「排出量」とは別個に報告）： 

 スコープ 1／スコープ 3 別、およびスコープ 3 のカテゴリ別に細分化された「土地管理による CO2 除去量」 

 スコープ 1／スコープ 3 別、およびスコープ 3 のカテゴリ別に細分化された「地中貯留による除去量」。企業は、「地中貯留による生物由来 CO2 

回収量」と「地中貯留による技術的 CO2 除去量」へとさらに細分化すべきである。 

 

要件 32： 

集計値の追加報告 

細分化された報告（要件 31）は、すべての企業に義務付けられている。企業がさらに、排出量を合算した、または土地に関わる排出量と土地管理に

よる CO2 除去量を相殺した単一の値の報告を選択している場合、この値には少なくとも以下の算定カテゴリを含める必要がある。このような場合、企業

は、スコープ別およびスコープ 3 のカテゴリ別に整理された「追加の算定カテゴリ」下の物理的な GHG インベントリとは別に、追加の算定カテゴリとして「総

排出量」を報告しなければならない。これらの算定カテゴリには以下が含まれる。 

⚫ 化石燃料・産業由来の排出量 

⚫ 土地に関わる排出量 

 土地利用変化による排出量 

 土地管理による生物由来 CO2 ネット排出量 
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 土地管理生産活動による排出量 

 生物由来製品の排出量（要件 17 に準拠） 

⚫ 土地炭素リーケージ1 

20.3 推奨事項と任意事項 

細分化された報告に関する推奨事項 

要件 31 で義務付けられている、算定サブカテゴリ別の細分化された報告に加えて、データが許容する場合、企業は以下の追加的な算定サブカテゴリ別

の細分化された報告を提供すべきである。 

⚫ 算定サブカテゴリ別の化石燃料・産業由来の排出量：「化石燃料・産業由来の排出量」は、定常燃焼排出／移動燃焼排出／プロセス排出／

漏洩排出別に、またスコープ 1／スコープ 2／スコープ 3 別、およびスコープ 3 のカテゴリ別に、個別に報告されるべきである。 

⚫ 製品タイプ別の土地に関わる排出量：「土地利用変化による排出量」、「土地管理による CO2 ネット排出量」、および「土地管理生産活動による

排出量」は、製品タイプ（例：作物、畜産物、林産物、バイオエネルギー原料など）別に個別に報告されるべきである。 

⚫ GHG 別のスコープ 3 排出量：スコープ 3 の各カテゴリについて、GHG 排出量は、個々の温室効果ガス（CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、

NF3）別に、トン数および CO2 換算トン数で個別に報告されるべきである。 

⚫ 「スコープ 3 基準」内で提示されている追加の推奨事項。 

 

リーケージと sLUC による排出量間における二重計上の回避 

企業が土地利用変化に関連する算定カテゴリの合算を選択している場合（例：「総排出量」カテゴリ内、要件 32 を参照）、リーケージを引き起こした

企業のアクションが代理データを用いてより広域の空間スケールで推定された LUC による排出量（すなわち、統計的 LUC による排出量、第 7 章を参

照）とも関連している場合には、土地炭素リーケージの算定により排出量の二重計上が生じる可能性がある。そのような場合、企業は「総排出量」算定

カテゴリから、二重計上された統計的 LUC による排出量を差し引くべきである。土地炭素リーケージと dLUC 指標を用いて推定された LUC による排出

量を合算する場合、二重計上の問題は生じない。 

 

推奨される追加の報告情報 

企業は、本基準で特に推奨されていない情報であっても、それが報告企業に関連し、かつ適用可能であり、他の必須の報告情報の裏付けや解釈に役

立つ場合は、GHG 報告書においてその追加情報を報告すべきである。追加報告に関する推奨事項の一部は、「ガイダンス」の表 20.2 に記載されてい

る。 

 

報告書のサンプルテンプレート 

GHG プロトコルでは、企業が「土地セクター・除去基準」を適用できるよう、GHG インベントリ報告書のサンプルテンプレートを提供している。報告書のサン

プルテンプレートおよびその使用方法に関する詳細な説明については、GHG プロトコルのウェブサイトを参照のこと。 
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算定カテゴリの合算に関する GHG プログラムおよび規制の遵守 

企業は、算定カテゴリを合算するかどうか、またその方法を決定する際には GHG プログラムおよび規制に従うべきである（詳細についてはボックス 17.1 を

参照）。企業が GHG プログラムに参加していない場合は、要件 31 および 32 に従わなければならない。 

 

報告書の形式 

公開報告の場合、企業はすべての必須の報告情報（および関連するすべての任意の報告情報）を含む単一の公開報告書を作成しても差し支えな

い。あるいは、公開報告書の要約版と、すべての必須情報を含む完全版を作成し、要約版において一般に公開されている完全版へのリンクまたは参照

を記載しても差し支えない。 

 

追加の報告情報 

GHG 報告書には、報告企業に関連があり、かつ適用可能な場合、パフォーマンス指標、排出原単位、目標達成に向けた進捗などの追加指標を含め

ても差し支えない。 

 

GHG インベントリで年間変動を報告するための任意事項 

GHG インベントリでは、企業の事業活動およびバリューチェーンに関連する、年間の GHG 排出量、除去量、その他の指標の絶対値が報告される。目標

達成に向けた進捗を追跡している企業は、スコープ別およびスコープ 3 のカテゴリ別に、排出量、除去量、その他の指標の年間変動を報告しても差し支

えない。 

企業がある算定カテゴリにおける変動を報告する場合は、すべての算定カテゴリにおける変動を報告すべきである。例えば、企業が排出量または除去量

の変動を報告する場合、土地利用、土地炭素リーケージ、およびその他の追加の算定カテゴリにおける変動についても報告すべきである。 

 

後注 

1 規制または GHG プログラムが、その規制またはプログラムの目的のためにリーケージカテゴリを適用する方法を個別に規定している場合、対象企業は

炭素機会費用に基づく値に加えて、並行する「総排出量」の数量を報告しても差し支えない。 
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略語 

AFi アカウンタビリティ・フレームワーク・イニシアチブ 

CH4 メタン 

CO2 二酸化炭素 

CO2e CO2（二酸化炭素）換算  

COC 炭素機会費用  

dLUC 直接的土地利用変化 

FAO 国際連合食糧農業機関 

FLAG 森林・土地・農業 

GHG 温室効果ガス 

GS 地中貯留 

GWP 地球温暖化係数 

HFC ハイドロフルオロカーボン類 

ICVCM 自主的炭素市場のための十全性評議会 

IPCC 気候変動に関する政府間パネル  

ISO 国際標準化機構  

LMR 土地管理による除去量 

LMU 土地管理区画 

LO 土地占有量 

LUC 土地利用変化 

N2O 亜酸化窒素 

NF3 三フッ化窒素 

PFC パーフルオロカーボン類 

PS 製品の炭素貯留 

SBTi Science Based Targets イニシアチブ 

SF6 六フッ化硫黄 

sLUC 統計的土地利用変化 

TCDR 技術的二酸化炭素除去 

TFCI 熱帯林クレジットの十全性 

UNFCCC 国連気候変動枠組条約 

VCMI 自主的炭素市場十全性イニシアチブ  

WBCSD 持続可能な開発のための世界経済人会議  

WRI 世界資源研究所 
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用語集 

地上部バイオマス炭素プール 茎、切り株、枝、樹皮、種子、葉など、生きている陸上木本植生および草本植生の地上部に含まれ

る炭素 1。 

算定 合意済みのプロトコルに基づく標準化された方法を用いて、温室効果ガス（GHG）の排出量、除去

量、およびその他の関連指標を測定、定量化、監視すること。 

算定カテゴリ GHG 報告書の一要素であり、事業体の活動（排出、除去、土地利用、土地炭素リーケージ、CO2 

グロスフラックス、製品の炭素貯留、反転）から生じる気候への固有の影響を表す。算定カテゴリは、

さらに細分化され、算定サブカテゴリに分類されることがある。 

活動量データ GHG 排出量、除去量、その他の算定カテゴリの対象となる影響をもたらす、排出源または吸収源に

関連する活動レベルの定量的測度。 

追加の算定カテゴリ 物理的な GHG インベントリとは別に報告される算定カテゴリ。 

農地 耕作地、恒久牧草地、および牧草地の総称 2。 

配分 単一の施設、プロセス、その他のシステムから生じる GHG 排出量、除去量、その他の指標を、そのさま

ざまな生産物に分配するプロセス。 

保証 インベントリおよび報告書の完全性、正確性、一貫性、透明性、妥当性、および除去量に関する永

続性と保守性、ならびに重要な虚偽記載がないことに対する信頼性の水準。 

寄与し得る生産的な土地 所定の採取された生物由来材料の生産に直接関連する調達地域もしくは管轄区域内にある土地、

または販売した製品が使用される土地。 

基準年 企業の排出量を経時的に追跡するための基準となる履歴データ（特定の年または複数年の平均

値）。 

地下部バイオマス炭素プール 生きている陸上の根のバイオマスに含まれる炭素。直径 2 mm 未満の細根は、土壌有機物や落ち葉

と経験的に区別できない場合があるため、しばしば除外される 1。 

生物由来炭素 生きている有機体もしくは生物学的プロセスに含まれる、または由来する炭素。ただし化石化した材料

や化石源に由来するものは含まない。 

生物由来炭素循環 生物由来土地 CO2 除去、生物由来土地 CO2 排出、炭素プール間の生物由来炭素の移動、生物

由来の CO2 排出を含む炭素循環経路。 

生物由来の CO2 排出 バイオマスの燃焼、生分解、その他生物由来炭素プールから大気中への損失によって生じる CO2 排

出。 

生物由来製品 製品ライフサイクルの使用段階にあり、生物由来炭素を含む物品または材料。 
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生物由来製品炭素プール 製品ライフサイクルの使用段階にある製品または材料のうち、生きている有機体もしくは生物学的プロ

セスに由来するが、化石化されていない、もしくは化石源に由来しない製品または材料に含まれる炭

素。 

生物由来製品の炭素貯留

量（算定サブカテゴリ） 

報告企業のバリューチェーンに関連する生物由来製品の使用段階における、生物由来製品炭素プール

に貯留された炭素の年間または年換算変動量。 

生物由来製品の CO2 排出

量（算定サブカテゴリ） 

燃焼、生分解、その他生物由来製品炭素プールから大気中への損失によって生じる CO2 グロス排出

量。生物由来製品の CO2 グロス排出量とも呼ばれ、CO2 グロスフラックスの算定サブカテゴリの 1 つで

ある。 

生物由来製品の排出量

（算定サブカテゴリ） 

燃焼、生分解、その他生物由来製品炭素プールから大気中への損失によって生じる CH4、N2O（およ

び該当する場合は）CO2 のグロス排出量。生物由来製品の排出量は、土地に関わる排出量の算定

サブカテゴリの 1 つである。 

生物由来吸収源 光合成を主とする、大気中から CO2 を除去する生物学的プロセス。 

バイオマス炭素プール 土壌有機物に含まれるものを除く、生きている陸上の有機物に含まれる炭素。地上部バイオマス炭素

プールと地下部バイオマス炭素プールを含む。 

地中貯留による生物由来 

CO2 回収量（算定サブカテ

ゴリ） 

生物由来吸収源に由来する炭素から地中炭素プールに貯留された炭素の年間ネット増加による CO2 

ネット除去量。 

炭素ストック 所定の時期における炭素プールに含まれる炭素の質量。 

炭素ストック変動量 2 つの時点での炭素ストックの差異。 

炭素貯留 CO2 または炭素を一定期間、プール内に保持するプロセス。 

加工流通過程の管理モデル 加工流通過程の管理システム内における入庫量と出庫量の管理および特定の特性を伝達するために

とられるアプローチ 3。 

CO2 回収 CO2 を排出源から回収し、非大気プール内に貯留すること。 

地中貯留による CO2 除去

量 

生物由来 CO2 吸収源または技術由来 CO2 吸収源に由来する炭素から地中炭素プールに貯留され

た炭素の年間ネット増加による CO2 ネット除去量 4。 

COC（炭素機会費用） 農業用として利用されている土地の植物および土壌からの総炭素損失量を、原生植物と比較して推

定するために用いられる計算手法。二酸化炭素換算で測定される。 

COC ファクター 活動単位当たり（例：製品生産量 1 トン当たり、ヘクタール当たり）の炭素機会費用を推定する

値。これにより、活動量データまたは土地占有量（ヘクタール）データから COC の絶対値を推定でき

る。 
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土地利用の COC（任意の

算定サブカテゴリ） 

原生植物と比較した、農業用として利用されている土地の植物および土壌からの総炭素損失量。二

酸化炭素換算で測定される。 

補償目標 目標の範囲外において緩和を達成するための目標。関連する目標設定プログラムまたは目標設定方

針の下で認められている場合、目標の範囲内の削減対策が取られていない（unabated）年間また

は累積排出量を相殺するため、GHG クレジット（オフセットクレジットまたはカーボンクレジットとも呼ば

れる）を購入・償却することで達成される。 

信頼区間 推定値の真の値を含むと予想される、指定された信頼水準に対してとり得る値の範囲。 

貢献目標または資金調達目

標 

企業の目標の範囲外における GHG 緩和のための資金調達に貢献することを目的とした目標。貢献

目標に対して適用される GHG クレジットの資金調達または購入・償却（すなわち、GHG クレジットを

オフセットや補償として使用しない方法）または気候変動対策へのその他の財政的支援を通じて達成

される。 

副産物 プロセスやシステムによって生産される複数の製品のうち、市場価値を持つものの 1 つ。 

耕作地 生産的な土地が農作物栽培システム（一年生作物栽培システムと多年生作物栽培システムを含

む）に使用される土地利用カテゴリ。耕作地には、稲作システム、植生構造が常に所定の森林基準

値を下回るアグロフォレストリーシステム、および耕作システム（例：輪作システム）の一環として一時

的に休耕されている土地が含まれる 5。 

枯死有機物（DOM）炭素

プール 

土壌有機物に含まれるものを除く、枯れた陸上の有機物またはその他非化石由来有機化合物に含

まれる炭素。枯れ木炭素プールとリター炭素プールを含む。 

枯れ木炭素プール  立木、地表に横たわる木、または土壌中に存在する、リター炭素プールに含まれない枯れ木バイオマス

に含まれる炭素。枯れ木には、地表に横たわる木、枯れた根、および直径 10 cm（または企業が指

定する直径）以上の切り株が含まれる 1。 

dLUC（直接的土地利用変

化） 

一次データを用いて dLUC による排出量を定量化するために用いられる計算手法。「LMU レベル」の 

dLUC 計算手法は、土地管理区画（LMU）固有の一次データを使用する。「管轄区域レベル」の 

dLUC 計算手法は、既知の土地利用に関する地域内または国内のデータを使用する。 

dLUC による排出量 報告企業の事業活動またはバリューチェーンに関連する既知の土地利用が存在する土地の領域におい

て、LUC 評価期間中に直接行われた土地の転用による排出量（主に炭素ストックの損失から生じる

もの）。 

直接測定 GHG フラックスの直接モニタリングを用いた、GHG 排出量・除去量、または関連する炭素ストック変動

量の定量化。 

排出 温室効果ガスの大気中への放出。 
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排出係数 活動単位当たり（例：燃料消費量 1 トン当たり、製品生産量 1 トン当たり）の排出量を推定する

値。これにより、活動量データから GHG 排出量の絶対値を推定できる。 

経験的データ 機器による方法（通常はモニタリング装置）または手動による方法（調査や国勢調査における計数

を通じて）から得られた観察または経験に基づくデータ 6。 

均等割引法 土地利用変化（LUC）評価期間中に発生した LUC による排出量を、当該評価期間の残存年数に

わたって配分する方法。この方法では、LUC による排出量の割合が LUC 評価期間の全年にわたって

均等に配分される。 

外部補償 目標の範囲外における緩和。目標の範囲内の削減対策が取られていない（unabated）年間または

累積排出量を相殺するため、GHG クレジット（オフセットクレジットまたはカーボンクレジットとも呼ばれ

る）を購入・償却することで達成される。 

係数ベースの計算手法 所定のプロセスにおける排出量、除去量、その他の算定カテゴリの値を決定するため、活動量データに

排出係数または炭素ストック変動係数を乗算する方法。 

森林地 樹冠被覆率や樹木の高さの基準値を満たす木本植生を含む土地利用カテゴリ。現在の植生構造が

基準値を下回っているものの、その場所で潜在的にその基準値に達し得る土地利用も含まれる 7。 

化石燃料・産業由来の排出 土地以外の排出源（定常燃焼排出、移動燃焼排出、漏洩排出、プロセス排出を含む）から大気

中への GHG の放出。 

淡水域炭素プール 淡水河川、湖、貯水池、その他有機・無機炭素プール内の内陸淡水塊に含まれる炭素。 

地中炭素プール 地層内、または製品として用いられていない無機鉱物内に含まれる炭素。 

地中貯留経路 地中貯留層での炭素の獲得と貯留に関する、連続かつ相互連携した段階。 

GHG（温室効果ガス）クレ

ジット 

通常は GHG プログラムによって付与され、特定の量の GHG 排出削減量または CO2 除去量を転換

可能・譲渡可能な形で認証する制度であり、必ずしもオフセットとして使用されるわけではない。 

GHG フラックス（フロー） プール間の温室効果ガスまたはその構成元素の移動を単位期間における量として表したもの。 

GHG プログラム 企業外において GHG 排出量または除去量を登録、認証、規制する、自主的または義務的なあらゆ

る国際的、国家的、地方的、政府的、または非政府的な権限を指す総称。 

地球温暖化係数（GWP） 所定の GHG 1 単位の放射強制力の影響（大気への害の程度）を、CO2 1 単位と比較した係数。 

草地 森林基準値を下回る多年生牧草、その他の非草本植生、および木本植生構造を含む土地利用カテ

ゴリ。この土地は通常、放牧に利用され、耕作地とはみなされない放牧地、サバンナ、低木地、牧草

地を含む 5。 
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生物由来土地 CO2 グロス

排出量（算定サブカテゴ

リ） 

燃焼、生分解、その他土地ベース炭素プールから大気中への損失によって生じる CO2 グロス排出量。 

生物由来土地 CO2 グロス

除去量（算定サブカテゴ

リ） 

大気中の CO2 が生物由来吸収源を介して土地ベース炭素プールに移動することによって生じる CO2 グ

ロス除去量。 

CO2 グロスフラックス CO2 またはその構成元素である炭素が、1 つの炭素プールから別の炭素プールへ一方向に移動するこ

と。 

CO2 グロスフラックス（算定

カテゴリ） 

CO2 グロスフラックスには、生物由来または TCDR 炭素循環に関連する CO2 グロス排出量および 

CO2 グロス除去量が含まれる。 

地中貯留からの CO2 グロス

排出量（算定サブカテゴ

リ） 

回収され貯留された CO2 を含む地中貯留層から大気中への漏出による CO2 排出またはその他の 

CO2 損失による CO2 グロス排出量。 

技術的 CO2 グロス除去量

（算定サブカテゴリ） 

大気中の CO2 が技術由来吸収源を介して技術的二酸化炭素除去ベース製品炭素プールまたは地

中炭素プールに移動することによって生じる CO2 グロス除去量。 

採取エリア 関連する原材料を生産するために所定の時期に採取が行われる、生産的な農地の空間的に明示さ

れた区域。 

インパクトトレーサビリティ 企業が購入または販売した製品・サービスのバリューチェーン（上流・下流プロセスおよび製品を含む）

内において GHG 排出量または除去量に対してプロジェクトまたは介入が及ぼすインパクトについての情

報を特定、追跡、収集する企業の能力 8。 

インセットクレジット 事業体間で譲渡される GHG 主張に対してクレジットが付与されるプロジェクトまたは広範な介入の定

量化された緩和成果（例：排出削減量または除去量）。これらは、報告企業のバリューチェーン内で

実施されるプロジェクトまたは介入から生み出されるものである。クレジット化された GHG 削減量または

除去量増加分は、プロジェクトまたは介入の算定手法を用いて定量化される。 

インベントリ算定 過去の基準年を基準として、定義済みのインベントリ境界内における GHG 排出量、除去量、および

その他の算定カテゴリを時間軸に沿って算定すること。 

インベントリ境界 インベントリに含まれる直接・間接排出量、除去量、およびその他の関連指標を包括する概念的境

界。これは、適用される組織境界と運営境界、および関連する算定カテゴリから導かれるものである。 

管轄区域 生物由来の製品または原材料が調達される、行政上の境界に基づく定義済みの、空間的に明示さ

れた区域。これには、地方自治体の管轄区域に基づく行政上の境界（例：州または県）、国、また

は政治地域（例：欧州連合）が含まれる。 
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土地炭素リーケージ（算定カ

テゴリ） 

特定の種類のリーケージであり、農産物への需要増加と固定された地球規模の土地面積によって引き

起こされる。企業のアクションにより、当該企業の事業活動またはバリューチェーン内の土地以外の地域

への食料や飼料生産の強制移動が発生した結果、農業の拡大や土地利用の変化が生じる現象を

指す。 

土地炭素リーケージ境界 炭素機会費用（COC）計算手法を用いて土地炭素リーケージを定量化する際に、対象とする具体

的な土地を決定する。 

土地被覆 地球の陸地面を覆っている、観察される物理的または生物学的状態 9。 

土地に関わる排出量（算定

カテゴリ） 

土地および生物由来製品から大気中への GHG の放出。これには、土地利用変化による GHG 排出

量、土地管理による生物由来 CO2 ネット排出量、土地管理生産活動による GHG 排出量、および

生物由来製品の排出量の合計が含まれる。 

土地管理による生物由来 

CO2 ネット排出量（算定サ

ブカテゴリ） 

継続中の土地管理方法に起因する、土地炭素ストックネット損失による生物由来の CO2 ネット排出

量 10。 

土地管理による CO2 除去

量（算定サブカテゴリ） 

継続中の土地管理方法に起因する、土地炭素ストックネット増加による生物由来の CO2 ネット除去

量 10。土地管理による CO2 除去量はすべて生物由来吸収源からのものである。 

土地管理生産活動による排

出量（算定サブカテゴリ） 

継続中の土地管理方法に起因する、CH4、N2O、および非生物由来 CO2 の排出量。 

土地管理区画（LMU） 定義済みの、所定の土地利用における空間的に明示された区域であり、所定の原材料または原材料

群を生産するために単一の土地管理計画に沿って、明確な目標体系に基づき管理される。LMU は、

農場、圃場、区画などの空間的に明示された区域を表す場合がある。 

土地占有量（算定サブカテ

ゴリ） 

報告年において、製品を生産するために占有した農地の面積（ヘクタール単位で測定）。 

土地占有率 活動単位当たり（例：燃料消費量 1 トン当たり、製品生産量 1 トン当たり）の農地占有量を推

定する値。これにより、活動量データから土地占有量の絶対値を推定できる。 

土地利用 土地の特定区画に人間が講じる仕組み、活動、投入 11。 

土地利用（算定カテゴリ） 企業が製品の生産または調達のために占有する農地の面積を表す算定カテゴリ。土地利用は、土地

占有量（ヘクタール単位）または土地利用の炭素機会費用（CO2 換算量）として表現できる。 

土地利用変化（LUC） 森林から草地や耕作地への移行など、ある土地利用カテゴリから別の土地利用カテゴリへの移行。 

土地利用変化の評価期間 土地利用変化の有無を評価するために用いられる遡及的な期間。 
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土地利用変化による排出量

（算定サブカテゴリ） 

最近行われた土地の転用による排出量（主に炭素ストックの損失から生じるもの）。 

土地ベース炭素プール 陸上バイオマス炭素プール（地上部炭素プールと地下部炭素プールを含む）、枯死有機物炭素プール

（枯れ木炭素プールとリター炭素プールを含む）、土壌炭素プール（鉱質土壌有機炭素プール、有機

質土壌有機炭素プール、土壌無機炭素プールを含む）に含まれる炭素。 

リーケージ 企業のアクションによって生じる、その企業の従来のインベントリ境界外における排出量の増加や除去

量の減少を伴う現象。 

保証水準 GHG 報告書に記載された情報について、ステークホルダーがどの程度信頼できるかを示す指標。 

線形割引法 土地利用変化（LUC）評価期間中に発生した LUC による排出量を、当該評価期間の残存年数に

わたって配分する方法。この方法では、LUC による排出量の割合が、LUC 事象が発生した年を起点と

して、評価期間全体にわたって毎年直線的に減少する。 

リター炭素プール 鉱質土壌および有機質土壌上または内部に、多様な分解状態のまま枯死し横たわっている、枯れ木

の直径（または企業が指定するその他の直径）が土壌有機物の上限値（提案値 2 mm）を超え、

かつ 10 cm 未満である、生きていないバイオマスまたはその他非化石由来有機化合物に含まれる炭

素。鉱質土壌もしくは有機質土壌上の生きている細根（または地下部バイオマス用に選定された最

小直径限界未満の細根）は、経験的に区別できない場合にはリターに含まれる 1。 

測定ベースの計算手法 GHG プールおよびフラックスの直接測定を用いて、GHG 排出量、除去量、または関連する炭素ストッ

ク変動量を直接定量化する計算手法。 

鉱質土壌有機炭素プール 有機土壌以外の種別に分類された土壌の指定深度範囲内に存在する、直径 2 mm 未満の土壌有

機物に含まれる炭素。直径 2 mm 未満の生きている細根および枯れた細根は、経験的に区別できな

い場合、土壌有機物に含まれる。 

モデルベースの計算手法 特定のモデルの適用に合わせて較正された入力変数と固定パラメータを用いて、排出量、除去量、ま

たは炭素ストック変動量を推定する数理モデル化手法を応用した計算手法。 

ネットフラックス 一定期間にわたる、所定の炭素プールまたは一連の炭素プールに関連する GHG 排出量と除去量の

差。 

海洋炭素プール 海洋有機炭素プールまたは無機炭素プールに含まれる炭素。 

オフセットクレジット 事業体間で譲渡される GHG 主張に対してクレジットが付与されるプロジェクトまたは広範な介入の定

量化された緩和成果（例：排出削減量または除去量）。これらは、報告企業のバリューチェーン外で

実施されるプロジェクトまたは介入から生み出されるものである。クレジット化された GHG 削減量または

除去量増加分は、プロジェクトまたは介入の算定手法を用いて定量化される。 
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運営境界 報告企業が所有または管理する事業活動、土地、その他の資産に関連する直接・間接排出量、除

去量、およびその他の関連指標を決定する境界。 

有機質土壌有機炭素プール 有機質層位が 10 cm 以上かつ土質および水分飽和度に応じて有機炭素含有量が重量換算で 12

～20％を超える有機質土壌の指定深度範囲内に存在する、直径 2 mm 未満の土壌有機物に含ま

れる炭素 12。 

組織境界 報告企業が所有または管理する事業活動、土地、その他の資産を決定する境界であり、採用される

結合アプローチ（持分または管理アプローチ）によって異なる。 

その他の土地 露出土壌、岩、氷など、主要な土地利用カテゴリ（森林地、草地、耕作地、湿地、開発地）に該

当しない土地を含む土地利用カテゴリ 5。 

物理的な GHG インベントリ インベントリ算定手法を用いた、報告企業の事業活動およびバリューチェーン内で発生する GHG 排出

量および除去量のインベントリ。同一事業体による二重計上を排除し、排出枠、オフセット、クレジット

の売買等の GHG 取引とは独立して算定される。 

物理的トレーサビリティ 上流・下流プロセスおよび製品にわたる、企業のバリューチェーン内の製品・サービスの物質フローに関連

する活動についての情報（例：活動量データまたは GHG 排出／除去係数）を特定、追跡、収集す

る企業の能力。 

プール GHG またはその構成元素を貯留する物理的貯留層または媒体。 

一次データ 企業の事業活動またはバリューチェーン内で行われた特定の活動から得られたデータ（例：サイト特有

のデータ）。一次データは測定、モデル、その他の方法に基づくことがあり、必ずしも報告企業によって生

成されるものではない。 

製品炭素プール リサイクルやリユースを含む製品ライフサイクルの使用段階にある製品または材料に含まれる炭素。生

物由来製品および TCDR ベース製品を含む。 

製品の炭素ストック変動量 報告企業が販売し、なおかつ使用段階（リサイクルやリユースを含む）にある製品に含まれる、生物

由来または TCDR ベースの全炭素ストックにおける（報告年に発生した）年間変動量。 

製品の炭素貯留量（算定

カテゴリ） 

生物由来または技術由来 CO2 吸収源に由来する炭素から、製品ライフサイクルの使用段階（リサイ

クルやリユースを含む）にある製品炭素プールに貯留された炭素の変動量。 

製品の炭素貯留経路 原材料から中間製品、そして使用段階（リサイクルやリユースを含む）にある最終製品に至るまでの、

地上の光合成または技術的な CO2 除去プロセスを通じた、製品における炭素貯留の連続かつ相互

連携した段階。 

製品拡大配分法 所定の地域で生産される土地ベースの製品に対し、統計的土地利用変化（sLUC）による排出量を

配分する（すなわち、責任を割り当てる）ために用いられる方法。これは、当該地域における土地ベー
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スの製品の生産に使用される土地の相対的な拡大度に基づいて行われる。注：このアプローチは、他

の方法論では「作物別アプローチ」と呼ばれている。 

生産的な土地 報告年において、作物、家畜、畜産物、その他生物由来製品・サービス、もしくは輪作の一部としての

複数の製品を生産するために使用された土地の物理的面積、または報告年に販売された製品が施

用された土地の物理的面積。 

プロジェクトまたは介入の算

定 

特定のプロジェクト、アクション、または介入が、システム全体に及ぼす GHG インパクト（排出量、除去

量、その他の算定カテゴリ）を定量化する算定手法。これは、当該プロジェクト、アクション、または介

入が存在しない場合に最も起こりうる状況を表す反実仮想ベースラインシナリオと比較して算定される。 

遠隔測定ベースの計算手法 衛星・航空情報を用いて活動量データを収集し、排出量、除去量、または炭素ストック変動量を推定

する計算手法。 

除去 温室効果ガスを大気中から移動させ、非大気プール内に貯留すること。除去は、生物由来または技術

由来の吸収源を介して行われる。 

除去量（算定カテゴリ） 非大気プール内に貯留するために大気中から移動させた CO2 のネット移動量。 

除去係数 活動単位当たり（例：製品生産量 1 トン当たり）の除去量を推定する値。これにより、活動量デー

タから除去量の絶対値を推定できる。 

報告 データを社内の経営陣や、規制当局、株主、一般市民、特定のステークホルダーグループなどの外部

ユーザーに提示すること。 

反転量（算定カテゴリ） 報告企業が過去に報告した除去量または CO2 回収量に関連する炭素を貯留する炭素プールからの

排出量であり、当該炭素プールはもはやインベントリ境界内に存在しない。 

スコープ 1 除去量 報告企業が、（大気中から CO2 を移動させる）吸収源と（CO2 または炭素を貯留する）プールの

両方を所有または管理している場合の除去量。 

スコープ 3 除去量 報告企業の活動の結果として発生し、報告企業のバリューチェーン内で生じる除去量。ただし、報告企

業が（大気中から CO2 を移動させる）吸収源と（CO2 または炭素を貯留する）プールの両方を所

有または管理していない場合のもの。 

二次データ 企業の事業活動またはバリューチェーン内で行われた特定の活動に由来しないデータ（例：代理データ

や地域平均データ）。 

開発地 広さを問わず、インフラまたは人間の居住地向けに開発された土地を含む土地利用カテゴリ 5。 

責任共有配分法 所定の地域で生産される土地ベースの製品に対し、統計的土地利用変化（sLUC）による排出量を

配分する（すなわち、責任を割り当てる）ために用いられる方法。これは、所定の調達エリアにおける

特定の土地ベースの製品の生産に使用される寄与し得る生産的な土地の総面積を、他の製品と比

較した相対的な割合に基づいて行われる。 
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有意な 排出量、除去量、その他の指標の推定値が、企業の総インベントリに十分に大きな影響を与え、その

ビジネス目標やインベントリデータの用途を考慮した際に注目に値する場合。これは、絶対値、傾向、ま

たは不確実性の観点から、総排出量、総除去量、その他の指標に対するその大きさに基づいて判断さ

れる 13。 

有意しきい値 重大な構造的変化を定義するために用いられる定性的または定量的基準。基準年の排出量、除去

量、その他の指標の再計算を検討する際の「有意しきい値」を決定するのは、企業／検証機関または

プログラムの責任である。ほとんどの場合、「有意しきい値」は情報の用途、企業の特性、構造的変化

の特徴によって異なる。 

吸収源 大気中から温室効果ガスを除去する生物由来または技術的なプロセス、活動または仕組み。 

sLUC（統計的土地利用変

化） 

統計的代替手法を用いて、関連する境界域内で発生した LUC による排出量について、当該地域で

生産された製品に責任を割り当てることで sLUC による排出量を算出するために用いられる計算手

法。製品のトレーサビリティが不完全な状況で使用される。 

sLUC による排出量 統計的土地利用変化計算手法を用いて算出される、調達地域または管轄区域内において、LUC 評

価期間中に行われた土地の転用による排出量（主に炭素ストックの損失から生じるもの）。 

土壌炭素プール 直径 2 mm 未満の土壌鉱物および土壌有機物に含まれる炭素。鉱質土壌有機炭素プール、有機

質土壌有機炭素プール、土壌無機炭素プールを含む。 

土壌無機炭素プール 土壌炭酸塩や、その他の鉱物炭素形態に含まれる炭素。 

排出源 GHG を大気中に放出するプロセス、活動または仕組み。 

調達地域 所定の原材料を、バリューチェーン内の最初の収集地点または加工施設に供給する、空間的に明示さ

れた定義済みの土地区域。調達地域の境界は、採取された原材料の供給元としての重複するエリア

を擁する複数の最初の収集地点または加工施設を含むバリューチェーンの階層に応じて定義される場

合がある。 

空間境界 排出量、除去量、土地利用、または CO2 グロスフラックスを定量化する際に含まれる特定の土地を決

定する。 

ストック変動量算定手法 ある期間における大気中への、または大気中からの炭素のネットフラックスを、当該期間の開始時と終

了時におけるシステム内の炭素ストックネット変動量に基づいて推定する算定手法。 

サブカテゴリの土地利用変化 土地利用カテゴリは同じままであるが、土地利用サブカテゴリが変化する移行。 

目標基準年または目標基準

期間 

GHG 目標を設定するために用いられる基準年または基準期間。 

目標の範囲 目標の対象となる GHG、スコープ、セクター、土地、事業活動、その他の資産、算定カテゴリ、および

活動を定義する境界。 
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目標水準 目標の数値。絶対値、または目標基準年／基準期間における値に対する削減率（％）として表さ

れる。 

目標達成年または目標達成

期間 

排出量、除去量、またはその他の指標の達成度を目標水準に対して実際に測定する年または期間。 

TCDR（技術的二酸化炭素

除去）炭素循環 

技術的 CO2 除去、TCDR ベース炭素の炭素プール間移動、TCDR ベース CO2 排出を含む炭素循環

経路。 

TCDR ベース炭素 TCDR プロセスに由来する炭素。 

TCDR ベース製品 製品ライフサイクルの使用段階にあり、TCDR ベース炭素を含む物品または材料。 

TCDR ベース製品の CO2 排

出量（算定サブカテゴリ） 

燃焼、分解、その他 TCDR ベース製品炭素プールから大気中への損失によって生じる CO2 グロス排出

量。技術的二酸化炭素グロス除去量に基づく製品 CO2 排出量とも呼ばれる。 

TCDR ベース製品炭素プール  TCDR プロセスに由来する、製品ライフサイクルの使用段階にある製品または材料に含まれる炭素。 

TCDR ベース製品の炭素貯

留量（算定サブカテゴリ） 

報告企業のバリューチェーンに関連する TCDR ベース製品の使用段階における、TCDR ベース製品炭素

プールに貯留された炭素の年間または年換算変動量。 

地中貯留による技術的 CO2 

除去量（算定サブカテゴ

リ） 

技術由来吸収源に由来する炭素から地中炭素プールに貯留された炭素の年間ネット増加による CO2 

ネット除去量。 

技術的吸収源 大気中から CO2 を除去、または排出源から生物由来 CO2 を回収して、その CO2 または CO2 除去に

由来するその他の形態の炭素を非大気炭素プールに貯留する機械的または化学的プロセス。 

時間的境界 排出量、除去量、その他の算定カテゴリの定量化に関連する期間を決定する。 

第三者保証（外部保証） GHG インベントリを作成する事業体とは独立した組織の者（複数可）が実施する保証プロセス。 

総排出量（算定カテゴリ） 化石燃料・産業由来の排出量、土地利用変化による GHG 排出量、土地管理による生物由来 

CO2 ネット排出量、土地管理生産活動による GHG 排出量、生物由来製品の CH4・N2O 排出量、

CO2 除去量（関連する場合）、および土地炭素リーケージの総和。 

トレーサビリティ 企業が購入または販売した製品・サービスのバリューチェーン（上流・下流プロセスおよび製品を含む）

内において情報を特定、追跡、収集する企業の能力。 

トレーサビリティシステム 特定の材料や製品が、生産から加工、最終使用に至るまでのバリューチェーン全体において、複数の事

業体間を移動し、加工される過程を事業体が追跡・記録することを可能にする一連の手順。 
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不確実性 1.  定量的定義：あるパラメータに合理的に寄与し得る値のばらつきを特徴付ける測定値。 

2. 定性的定義：非代表的な係数や方法の適用、排出源および吸収源に関する不完全なデータ、低

い透明性など、データおよび方法の選択における確実性の欠如を意味する漠然としたあいまいな用語。 

廃棄物 プロセスまたはシステムから生じる、市場価値を持たない産物。 

廃棄物炭素プール 埋立地または廃棄段階（リサイクル・リユースを除く）にある廃棄物に含まれる炭素。 

湿地 年間を通じてまたは一時期、水で覆われまたは満たされ、なおかつ森林地、耕作地、草地、開発地の

カテゴリに該当しない土地利用カテゴリ。この土地利用カテゴリには、泥炭採掘地域、養殖池、および

貯水池が含まれる 5。 

収量 一定期間における土地の単位面積当たりの農産物の収穫量。 

  

  

 

 

 

 

 

後注 

1 IPCC 2006（第 4 巻、第 1 章）より転用。 

2 FAO 2017。国連（UN）の環境経済統合勘定体系（SEEA）、UN の環境統計の開発フレームワーク（FDES）、および世界農業センサスでは、FAO の土地利

用分類が使用されている。さらに、UNFCCC への国別報告に使用される IPCC の土地利用カテゴリとも整合性がある。 

3 ISEAL Alliance 2025 より転用。 

4 このテキストには、本基準の今後の改定版における森林炭素算定に関する決議に整合させるために変更され得る要素が含まれている。ボックス 9.1 を参照。 

5 IPCC 2019a（第 4 巻、第 3 章）より転用。 

6 IPCC 2019a の「観測データ」の定義を改変。 

7 例えば、森林基準値は、少なくとも 0.5 ヘクタールで、樹冠被覆率が面積の 10％超、樹高が 5 メートル以上と設定される（IPCC 2019a、第 4 巻、第 3 章）。 

8 詳細については要件 8 を参照のこと。 

9 IPCC 2019a の「土地被覆」の定義を改変。 

10 このテキストには、本基準の今後の改定版における森林炭素算定に関する決議に整合させるために変更され得る要素が含まれている。 

ボックス 9.1 を参照。 

11 FAO 2005 より転用。 

12 IPCC 2014 より転用。 

13 IPCC 2019a の「重要なカテゴリ」の定義を改変。 
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